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4　制度の中で独立性を担保するために

はじめに
2024 年 4 月に意見表明等支援事業の創設を含む

児童福祉法及び社会福祉法の改正が施行された。日
本の社会福祉法制において福祉サービス利用者の独
立アドボカシーの法制化は高齢者や障害者などの他
の分野では行われておらず画期的である。こども基
本法制定、こども家庭庁設置などと並ぶ、権利に関
する法律・制度改革の大きな成果である。

他方で意見表明等支援事業の法制化にあたって
は、その形骸化が危惧され批判されてもきた。子ど
もアドボカシー学会の前身である子どもアドボカ
シー研究会は、国会審議にあたって独立性の担保等
を求める意見書を提出した。また、各自治体で実施
されている意見表明等支援事業において、独立性が
担保されていない事例が散見される。

独立性の担保は独立アドボカシーが成立するため
に必要不可欠の要件であり、それが侵害されれば現
象的には独立アドボカシーのように見えても、本質
的には異なる活動が行われているのである。そのよ
うな状態の事業が容認されることになれば意見表明
等支援事業は形骸化し、その存在理由を喪失してい

くことになりかねない。
このような問題意識から、「日本における意見表

明等支援事業の独立性を侵害する要因は何か、そし
て独立性を確保するためにはどのような課題がある
のか」を考察することを本稿の目的とする。そのた
めに、独立子どもアドボカシーサービスの先進地で
あるイギリスにおいて独立性がどのように認識され
担保されているのかを参照し、それとの比較におい
て日本の意見表明等支援事業における独立性の認識
と位置づけの問題点を示し、それらを基に独立性を
確保するための課題と方策を提示する。

なお、本稿では 1993 年に国際連合総会決議
48/134 に拠って承認された「国内機構の地位に関
する原則」（パリ原則）の「権限と責務」により求
められる「国内人権機関の独立性」を準拠枠とする。
独立子どもアドボカシー制度及びそれを実施する団
体は、パリ原則が定める「国内人権機関」ではない
が、独立した立場から子どもの権利条約の実施状況
を監視し、権利啓発、権利代弁、政策提言を行うと
いう点では、共通した機能を有していると考えるか
らである。パリ原則が求める独立性を参考に、独立
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制度の中で独立性を担保するために
――意見表明等支援事業における独立性をめぐる課題 ――

堀　正嗣（熊本学園大学）

	 2024 年 4 月に創設された意見表明等支援事業の独立性を侵害する要因は何か、そして独立性を確
保するためにはどのような課題があるのかを考察することが本稿の目的である。先進地であるイギリ
スでは「アドボカシーサービスは独立性がありアクセシブルである。それは最高水準の守秘義務と倫
理的実践により運営されている。」(Department of Education 2022:25) とされている。そして「最高
水準の守秘義務」を保障するために、運用面での独立性・権能面での独立性・構成面での独立性がか
なりの程度担保されている。一方、日本の意見表明支援事業においては、意見表明支援（アドボカシー）
と意見聴取（ヒアリング）の本質的な差異が十分に認識されておらず、運用面や機能面での独立性を
侵害している事例が散見される。独立性の担保のための法改正、委託方法の改善、認識の促進、アド
ボケイトの専門性の向上が今後の課題である。

キーワード：
	 独立性、意見表明等支援事業、子どもアドボカシー、守秘義務、イギリス
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アドボカシーの独立性を以下のように規定する。
　

1. 法律上および運用上の自立を通じた独立性

（1） 独立した法的地位を与えられ、政府のどの
省庁からも公私を問わず介入や妨害を受けるこ
となく権能を行使できること。（法律上の独立
性）

（2） 日々の業務や運用（運営方針策定、アドボ
ケイト等の雇用・養成・配置・実践・評価等）を、
機関以外のいかなる個人、組織及び政府部局か
らも独立して執り行う能力をもつこと。（運用
上の独立性）

（3） 措置や日常生活上の意見表明支援を行うた
めに、外部、特に政府部局の協力を得ることが
できる法的権能（legal authority）をもつこと。

（権能上の独立性）
2. 財政上の自立を通じた独立性

自ら予算を編成する責任を任され、その予算
を承認のため提出することができ、必要な予算
が確保されること。また対象とする自治体や施
設などの予算と連携していないこと。（財政上
の独立性）
3. 任命及び解任手続を通じての独立性

独立アドボカシーの業務委託が対象とする自
治体や施設などから独立して行われ、継続的な
活動が行える委託期間とその地位が保障される
こと。（任免を通じての独立性）
4. 構成を通じての独立性

社会学的および政治的多元性主義を反映し、
アドボケイト及び職員構成において多様性を有
しなければならないこと（構成を通じての独立
性）（日本弁護士連合会 2018:7 参照）

本稿では 1 の各項目を法律上の独立性、運用上
の独立性、権能上の独立性、と命名し、財政上の独
立性、任免を通じての独立性、構成を通じての独立
性と合わせて６つの要素を抽出し準拠枠とする。法
律・運用・任免・構成の４つの要素は独立した組織
運営を可能にする形式的要件であり、権能と財源は
機能の実効性を担保するための要件である。組織運
営上の独立性が担保されていても権能を欠いていれ
ば、または必要な財源が配分されていなければ、実
効性を持つことはできないからである。

１．イギリスにおけるアドボケイトの独立性
(1)「子ども若者アドボカシーサービス提供のた
めの全国基準」が規定する１０基準

イングランド及びスコットランドにおいては、
2002 年に地方自治体に子どもアドボカシーサービ
スの提供が義務付けられ、それと同時に保健省は「子
どもアドボカシーサービス提供のための全国基準」

（以下、旧基準とする）を発表した。これは当事者
の声と研究成果に基づき、アドボカシーの依拠すべ
き基準を定めたものであり、これに基づいてアドボ
カシー制度の整備、自治体からの委託、アドボケイ
トの養成、アドボカシー団体の運営、アドボカシー
実践が行われてきた。

2023 年にこれが改訂され、「子ども若者アドボ
カシーサービス提供のための全国基準」（以下、新
基準とする）となった。もともと旧基準自体が、理
念と原則を踏まえた優れたものであり高く評価され
ていたが、新基準は子どもコミッショナーをはじめ
としたさまざまな調査や当事者、実践者の声を踏ま
えて改訂されバージョンアップされたものである。

基準においては「子どもアドボカシーサービス」
は以下のように定義されている。

アドボカシーとは、子ども若者の生活に関係す
る意思決定を行う専門職に対して、本人の意見・
希望・ニーズを代弁することであり、とりわけ移
行期において彼らが制度をうまく利用できるよう
に手助けをすることである。アドボカシーサービ
スは、資格を有する子ども若者に対して、独立性
と守秘をもって情報・助言・代理・支持・アド
ボカシーを提供する。(Department of Education 
2022:5)

またアドボカシーサービスを以下のように定義し
ている。

これはチームとしてのアドボケイトとその運営
支援体制を意味する。このサービスは、本基準の
対象となる子ども若者に対して法的責任を持つ
組織とは離れて、別のサー ビスとして活動する。
(ibid:6)

アドボカシーサービスを受託したアドボカシー団



6　制度の中で独立性を担保するために

体及び委託した自治体などが遵守すべき最低基準と
して新基準は定められている。上記定義に明記され
ているように、「子ども若者に対して法的責任を持
つ組織とは離れて、別のサービスとして活動する」
のがこのアドボカシーサービスである。

新基準は 10 項目の包括的基準とそれを具体化し
た詳細な具体的基準より構成されている。包括的基
準を要約すれば以下のようになる。

　　１．子ども主導
　　２．子どもとのパートナーシップ
　　３．非指示型アドボカシー
　　４．意思決定参画支援
　　５．専門性
　　６．機会均等とインクルージョン
　　７．独立性
　　８．苦情解決
　　９．利用者保護と公益通報
　　10．管理運営 (ibid 参照 )

(2)「子ども若者アドボカシーサービス提供のた
めの全国基準」が規定する独立性

独立性を定めた基準７の包括的規定は次のように
なっている。

基準７　アドボカシーサービスは独立性がありア
クセシブルである。それは最高水準の守秘
義務と倫理的実践により運営されている。
(ibid:25)

ここで「最高水準の守秘義務」（highest level of 
confidentiality）と規定されている点は、注目に値
する。通常の関係機関が有する守秘義務ではなく、
それを超えた「最高水準の守秘義務」を担保するこ
とが基準として定められているのである。

そして、この守秘義務を担保するために、また
子どもの側にだけ立つために、 独立性が不可欠であ
る。「本基準が必要な理由」には以下のように記載
されている。

アドボケイトが自分のためだけに行動し、潜在
的なまたは目に見える利害対立や圧力にさらされ
ていないと子どもが確信している場合にだけア

ドボカシーは利用されまた可能になるのである。
(ibid:25)

独立性を規定した具体的基準は以下のようなもの
である。

7.16  アドボカシーサービスは、可能な限り、委
託団体及び関係するサービスからの独立性を確保
する方法で資金を調達し運営される。そのため、
アドボケイトは自分のために行動し、いかなる利
益相反からも自由であるという確信を子ども若者
は持つことができる。
7.17  アドボケイトは独立して行動し、また独立
して行動していると周囲から見えるように訓練さ
れており、他の専門職との情報共有・会議参加・
相互作用の際の行動にもこれは反映されている。
必要な時には、アドボケイトは安心し自信を持っ
て専門職に異議申立をしなければならない。
7.18  アドボカシーサービスは、資金提供者から
の独立性をどのように確保し明示するかを詳述し
た文書を備えている。潜在的な葛藤の所在とサー
ビス提供においてそれにどのように対処するかが
その文書に記されている。その文章にはまた、サー
ビス実施をどのように監視するかも記されてい
る。その文書はアドボケイト、若者、専門職が利
用可能であり、それぞれにとって利用しやすい言
葉とスタイルで書かれている。
7.19  委託団体はアドボカシーサービスの独立性
を重視し擁護する。彼らはサービスの運営や日々
の実践に干渉しないし干渉しようとしない ( 本基
準の遵守や契約違反の懸念がある場合を除く )。
介入が必要な場合、委託団体は正当な手続きに従
い、アドボカシーサービスの独立性を尊重する。
……中略……
7.22  アドボカシーサービスは、個別のアドボケ
イトと施設やサービスとの定期的な接触が、   独
立性あるいは独立性の外観を損なうような関係の
形成につながる可能性があることを認識する。常
に独立性が保たれるようにするために、サービス
はアドボケイトに対してスーパービジョンやその
他の支援を提供する。(ibid:27-8)

以上の規定を整理すれば、アドボカシーサービス
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及びアドボケイトに求められる独立性は以下のよう
になる。

①独立性が必要な理由
―１　子どもの側だけに立つ
―２　最高水準の守秘義務を運用
―３　子どもが安心してアドボカシーを利用でき

る
②組織としての独立性
―１　委託団体（自治体等）及び関係するサービ

ス（児相等）からの立性
―２　委託団体による独立性の擁護
③個人（アドボケイト）としての独立性
―１　最高レベルの守秘義務を運用する
―２　独立して行動し、また独立して行動してい

ると周囲から見えるようにする
―３　必要な時には、アドボケイトは安心し自信

を持って専門職に異議申立を行う
―４　施設やサービスとの定期的な接触を行わな

い
―５　独立性を維持するためにスーパービジョン

やその他の支援を受ける

このようにみてくるならば、イングランドの子ど
もアドボカシーサービスは根拠法及び新基準により
運用面での独立性（日々の業務を独立して執行でき
る）・権能における独立性・構成面での独立性はか
なりの程度担保されていることがわかる。このよう
に独立性の担保を求める明確な新基準があるにもか
かわらず、法律面での独立性・財政面での独立性・
任免における独立性はいまだに課題である。

イングランド子どもコミッショナーは、2022 年
～ 2023 年度にかけての子どもアドボカシーサー
ビスの現状に関する広範な調査を実施し、2023 年
12 月に報告書を発行した。それによると、サービ
スの委託状況は以下のようになっている。

チャリティ団体（民間非営利団体）　62％
自治体直営　28％
営利団体　21％
スポット取引　12%
その他　3%〔複数回答〕

（Children’s Commissioner for England 2023:39）

自治体直営方式（直接雇用または個人への委託）
の場合も、新基準に従って独立性のある部門を設け
ることなどが求められているとはいえ、アドボケイ
トの利益相反が生じることが指摘されている。自治
体直営方式が明確に禁止されていない点で、法律上
の独立性の担保は不十分であると言わざるを得な
い。

さらに、外部団体への委託の場合も、財政面での
独立性・任免の独立性は課題である。この点につい
て、報告書は以下のように記載している。

外部委託されたアドボカシー・サービスもま
た、自治体との委託契約と委託金に依存している
ために、独立性の担保に苦慮している。この独立
性の欠如のためにアドボケイトと地方自治体との
間に緊張が生じるという利益相反に陥り、最終的
に支援している若者の担当から外されてしまった
事例について次のように語っている。「自治体が
アドボカシーを提供しなければならないというの
はおかしくないですか。委託を受けてアドボカ
シーを行っていても、自治体にとって都合が悪い
ことが持ち上がったら、首になってしまうわけで
すよね。」別のアドボケイトは、……中略……「広
告にはアドボケイトは子どもたちが声を上げるの
を支援する素晴らしい仕事だと書かれているが、
実際にはソーシャルワーカーと対決することにな
ります。つまり一緒に仕事をする自治体と対立す
ることになるわけです」と語っている。……中略
……とても鋭い 16 歳の若者は、「あなたは本当
の意味で独立していない、だってあなたは委託契
約によって自治体からお金をもらっているのだか
ら 」と言いました。(ibid:40)

年限を区切った自治体との委託契約でありそれに
よって自治体から委託金が民間団体に支払われる仕
組みでは、財政面での独立性、任免の独立性が担保
されないことが、上記の記述より明確である。この
ことは長く問題となっており、中央政府が直接委託
する方法などの検討が行われている。
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(3) スコットランド行政府「独立アドボカシー：
委託者のためのガイド」が規定する独立性

イギリスで自治体等が独立アドボカシーを委託す
るにあたって、独立性をどのように担保しているの
かを知るうえで好事例となるのが、スコットランド
行政府が 2001 年に発行した「独立アドボカシー：
委託者のためのガイド」に記載された「アドボカシー
委託のための遵守事項１０項目、禁止事項 10 項目」
である。その中から独立性にかかわるものを抽出す
ると以下のようになる。

遵守事項
1 プロジェクトの設計／サービス仕様に独立性が
組み込まれていることを確認する。 
2 どのようなプロジェクトが必要かを決める際に
は、サービス利用者、サービスシステムから独立
した人々、既存のアドボカシーや子どもの権利に
関する団体、アドボカシーの経験を持つ人々が参
画すること。
5 アドボケイトが忠誠を尽くす相手は、第 1 にア
ドボカシーサービスの利用者や集団でなければな
らず、委託者やサービス提供者ではないことを認
識すること。 
7 アドボカシーは、個人のニーズを満たすものに
サービスを変化させるために、時には葛藤を起こ
し、圧力をかけることを忘れてはならない。 
禁止事項
1 アドボカシー活動をコントロールしようとしな
いこと。妥協すると効果がなくなる。  
3 サービス利用者や制度から独立している人々の
積極的な関与なしに、アドボカシーの計画を策定
しないこと。 
9 不正に直面したとき、アドボケイトやアドボカ
シー団体が沈黙を守ることを期待してはならな
い。 (Scottish Executive 2001)

ここでは、「プロジェクトの設計／サービス仕様
に独立性が組み込まれていることを確認する」が重
要である。独立性が組み込まれている団体にだけ、
アドボカシーを委託することが規定されているから
である。また「アドボカシーは……略……時には葛
藤を起こし、圧力をかけることを忘れてはならない」
ことが遵守事項となっている点は、「権利関係への

異議申立」としてのアドボカシーの本質を踏まえた
ものである。

日本においても、こうした文書を参考として、自
治体が委託する際のガイドラインを作成すべきであ
る。

２．日本における意見表明等支援員の独立性
(1)　児童福祉法における意見表明等支援事業と
独立性

イングランドにおいては運用上の独立性、権能上
の独立性、構成上の独立性が担保され、法律上の独
立性も一定程度担保されている。これに比べて、日
本の現状はどうであろうか。2022 年 6 月の児童福
祉法及び社会福祉法の改正により、独立子どもアド
ボカシーに関する新たな事業である意見表明等支援
事業が第 2 種社会福祉事業として創設された。こ
の改正は 2024 年 4 月に施行され、モデル事業を
経て法定事業が実施されている。児童福祉法はこの
事業について以下のように規定している。

児童福祉法６条の３ 17 項

この法律で、意⾒表明等⽀援事業とは、第
33 条の３の３に規定する意⾒聴取等措置の対
象となる児童の同条各号に規定する措置〔施設
入所等の措置――引用者〕を⾏うことに係る意
⾒⼜は意向及び第 27 条第１項第３号の措置そ
の他の措置〔施設入所等の措置――引用者〕が
採られている児童その他の者の当該措置におけ
る処遇に係る意⾒⼜は意向について、児童の福
祉に関し知識⼜は経験を有する者が、意⾒聴取
その他これらの者の状況に応じた適切な⽅法に
より把握するとともに、これらの意⾒⼜は意向
を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係
機関との連絡調整その他の必要な⽀援を⾏う事
業をいう。

この事業の創設により、社会的養護の当事者経験
者をはじめ多くの人が願ってきた「子どもの意見表
明権」の保障をめざす新たな事業が誕生したことは
画期的である。しかしこの条文には多くの懸念があ
る。第 1 に、「意見表明等支援事業」の役割を「意
見又は意向について……中略……意⾒聴取その他こ
れらの者の状況に応じた適切な⽅法により把握す
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る」としていることへの懸念である。これでは「意
見表明等支援員」が児童相談所などの意見聴取を補
助する「意見・意向の聴取要員」と誤解され、そう
した事業として制度化・運用が行われることになり
かねない。子どものアドボケイトではなく、児童相
談所等で働くおとなの業務の補助者となることが懸
念される。

そもそも「意見聴取」は、措置などの重大な意思
決定権を持つおとなが、意思決定に先立って子ども
の意見を聴き取ることを指している。英語で言えば
ヒヤリングであり、おとな主導の活動である。これ
に対して、意見表明はスピークアウト（カナダ）、
スピークアップ（イギリス）などと表現される。子
どもが声を上げておとなに伝え、おとながそれを尊
重して物事決めたり改めるように求めるものであ
る。スピークアウトは、おとなの権力により子ども
が声を奪われてきたことに抵抗して、おとなの利害
を重視した意思決定はもちろんのこと、おとなの考
える「子どもの最善の利益」にも再考を促すもので
ある。言い換えれば、必要な時には、意見聴取しよ
うとするおとなの権力に抗うものであるということ
ができる。その意味では、意見聴取を補佐するもの
ではなく、子ども主導の意思表出、意見形成、意見
表明、意見実現の支援こそがアドボカシーの本質で
ある。意見聴取と意見表明の本質的な差異が認識さ
れていないために、このような法律上の記述になっ
たものと考えられる。このような誤解に基づく条文
となったために、独立性の必要不可欠性についての
認識が欠落することとなった。

第 2 に、「児童の福祉に関し知識又は経験を有す
る者」が行う、とされている点への懸念がある。こ
れでは「弁護士、社会福祉士、施設職員等の福祉関
係者なら誰でもできる」と誤解されてしまうことに
なりかねない。意見聴取と意見表明支援の本質的な
相違が認識されていないために、福祉専門職であれ
ば意見聴取が行えるものと誤解されていると思われ
る。意見表明支援を行う独立アドボケイトになるた
めには、「専門職の帽子を脱ぐ」（脱専門職化）こと
が必要である。そして、アドボケイトとしての帽子
を被り直すこと（アドボカシーに関する専門的な態
度・知識・技術を身につけること）が求められる。
関係機関との情報共有や連携を旨とする従来の専門
性と独立アドボカシーの専門性の差異が認識されて

いないためにこのような表現となったものと思われ
る。このような認識からは独立性の必要不可欠性の
自覚は生じない。

第 3 に「これらの意⾒⼜は意向を勘案して児童
相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整そ
の他の必要な⽀援を⾏う事業」という規定の問題で
ある。勘案とは一般に「様々な要素を視野に入れて
総合的に判断する」という意味であり、「子どもの
意見⼜は意向」は一つの要素とされてしまう懸念が
ある。このことは、アドボカシーの子ども主導原則
及び独立性原則を侵害するものである。また「関係
機関との連絡調整その他の必要な⽀援を行う」とい
う規定にも問題がある。これは支援機関のソーシャ
ルワーカー等の業務であり、独立アドボカシー（意
見表明等支援）は児童相談所等の既存機関の⽅針や
決定への異議表明をも含んでおり「権利主張の支援」
である。さらに「連絡調整」をアドボケイトの業務
と規定することにより、関係機関との情報共有を基
盤とした連携が求められ独立性が侵害される懸念が
ある。独立アドボカシーの本質を踏まえるならば、

「勘案」という語句は削除すべきであり、「連絡調整
その他の必要な⽀援」に換えて「意見表明支援・代
弁」を規定すべきである。

第 4 は、上述のようにアドボケイトの本質と役
割が理解されていないために、生命線ともいえる独
立性が条文上規定されていないことが記念される。

「都道府県は……略……意見表明等支援事業を行う
ことができる」（第三十四条の七の二）と規定され
ているが、これでは児童相談所などの行政部局が直
営で事業を行うことにもなりかねない。「仏つくっ
て魂入れず」という諺があるように、制度ができて
も独立アドボカシーの本質と役割が正しく理解され
ていなければ形骸化したものになってしまうことが
懸念される。

このように見てくるならば、法律上の独立性、運
用上の独立性、権能上の独立性、財政上の独立性、
任免を通じての独立性、構成を通じての独立性のい
ずれについても、それらを根拠づける規定を本条文
は有しないものと言わなければならない。



10　制度の中で独立性を担保するために

(2)「こどもの権利擁護スタートアップマニュア
ル」における独立性

上記のように児童福祉法改正案の意見表明等支援
事業創設に関する条文には多くの懸念があったた
め、子どもアドボカシー学会の前身であった子ども
アドボカシー研究会は、各地の子どもアドボカシー
センターと連名で内閣総理大臣・厚生労働大臣等
に対して 2022 年 5 月に意見書を提出した (2022)。
この意見書が国会審議の中で取り上げられ、「児童
相談所が実施することは想定していない」とする厚
生労働大臣の答弁を初めとする重要な答弁が引き出
された。

この法案は 2022 年 6 月に原案通り可決成立し、
意見表明等支援事業の実施に向けての準備が進めら
れた。その結果、「こどもの権利擁護スタートアッ
プマニュアル」及び「意見表明等支援員の養成のた
めのガイドライン」と題する通知が、地方自治法第
245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言とし
て、2023 年 12 月にこども家庭庁により発出され
た。
「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」

（以下、マニュアルとする）においては、独立性は
重要な原則とされ、以下のように記載されている。

〇意見表明等支援員は、児童相談所等の行政機
関や施設・里親等の関係者等に対して、こども
の求めに応じてこどもの意見を代弁し、時には
こどもの代弁者としてそれらの機関が行う決定
やこどもの支援等について見直しや改善を求め
る役割を担うものであることから、それらの機
関との間に利害関係がないという意味での独立
性が必要とされる。（こども家庭庁 2023:42）

マニュアルでは、意見聴取等措置と意見表明の差
異と両者の関係を正確に認識している。「意見聴取
等措置をとる場面に限らず、日常生活においても、
関係者・関係機関とは異なる立場からこども主導で
意見を聴く役割を有する意見表明等支援員が関与
し、こどもの意見形成及び意見表明を支援すること
は、こどもの意見表明機会の確保の観点で大きな意
義がある」と記載しているのである。こうした認識
を前提に、「機関が行う決定やこどもの支援等につ
いて見直しや改善を求める役割を担う」(ibid:42) と

していることは注目に値する。おとなと子どもの非
対称な権力関係への異議申し立てとしてのアドボカ
シーの本質を踏まえた表現だからである。

こうした観点から「事務局は児童相談所の内部で
はなく都道府県等の主管課に設置されるべきであ
り、可能であれば事務局の機能を適当な外部の団体
に委託することが望ましい。」(ibid:41) と記載して
いる点も注目される。この点は以下の規定とも響き
あうものである。

○ このため、意見表明等支援の実施は児童相
談所等とは別の機関が担うことを基本として、
地域の弁護士会推薦の弁護士や福祉専門職団体
などの児童福祉に関わる職能団体、NPO 法人、
社会的養護の当事者団体など、適切な機関に都
道府県等が委託する、あるいは補助をするなど
の方法を採るべきである。また、個人の場合に
は委嘱をすることが適当である。 
○ 外部委託を行う場合、意見表明等支援員の
所属組織では、こどもとの利益相反を避けるた
めに自律的な運営がなされている必要がある。
なお、ここでの「自律的な運営」には、具体的
には組織としての運営方針の策定、組織として
の意見表明等支援員の任用（採用、養成、登録
／等）、配置（当該意見表明等支援員が担当す
る訪問先の割当てに関する事項）、人事評価な
どが含まれる。都道府県等には、こうした所属
組織の自立的な運営を尊重し、不必要な関与を
行わないよう留意する。(ibid:42)

さらに、「今後、評価及び検証で用いるべき主な
評価指標」のひとつとして、「事業の第三者への委
託状況（こどもと利益相反のない独立性を担保して
いるか）」（ibid:54）を挙げている点も独立性を重
視した姿勢の表れである。

しかしながら、マニュアルは拘束力や規範性のな
い技術的助言であるため、各自治体は運用上の独立
性を担保しなくても規制の対象とはならない。また、
それ以前の問題として、法律が独立性について規定
していないために、自治体直営方式（都道府県等の
主管課が事務局を担当して個人に委嘱する方式）も
選択肢として想定されている。これは、自治体によ
り委嘱され主管課の事務局によりコーディネート・
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派遣される方式であり、自治体に委嘱・派遣されて
いるという立場と子どもの意見や権利を支援・代弁
する役割との間の利益相反に陥っているのである。
利益相反とは、一般に個人や組織が複数の立場や役
割にあり、それぞれの利益が対立することで、公正
な判断や業務の遂行が困難になる状況を指してい
る。このように、日本の法律・制度においては、法
律・運用・権能・財源・任免・構成のすべてにおい
て独立性が担保されていない自治体直営方式も容認
されているのである。

毎日新聞の調査によれば、2024 年 5 月時点で、
児童相談所を設置している 7 ９自治体の約 8 割に
あたる 61 自治体で、意見表明等支援員が配置され
ている。また、回答があった 64 自治体の委託状況
は次のようになっている。

民間の団体：２４
専門職団体：１６
個人：１４
企業：１
大学：１
その他：２
未定：５（毎日新聞　2024 年 5 月 30 日日刊）

約 2 割の自治体が直営方式をとっていることが
わかる。この方式をとっている自治体の事例を同記
事は以下のように報じている。

岡山県は「適切な民間団体がない」として、
児相の非常勤弁護士に委託する。国の指針は、

「独立性が求められるため、児相職員が担うこ
とは想定されない」としているが、担当者は「非
常勤を内部の職員とみるかは判断が分かれるの
で……」と指摘する。神奈川県は「委託先がな
い」として、独自に児相 OB などを養成。県子
ども家庭課長をトップとする事業実施のための
センターを開設して派遣まで一貫して担ってお
り、同じ自治体組織である児相から独立してい
るとは言い難い状況だ。（毎日新聞　2024 年
5 月 30 日日刊）

民間団体の中にも、アドボカシーの独立性や専門
性に懸念のある福祉事業者や人材派遣会社に委託し

ている事例があるものと推測される。専門職団体は、
社会福祉士会や公認心理士会、弁護士会などである
が、これらの専門職団体も自治体と様々な形で連携
して活動を行っているため独立性の担保に懸念があ
る。また、これらの専門職団体は独立アドボカシー
に関する専門性を有しておらず、日常的に関係機関
と連携して業務を行っているために、独立性に関す
る認識を欠いていることが少なくない。

このように、マニュアルは独立性の意義を認識し
その担保を推奨しているが、各自治体では多様な委
託状態とスキームに基づいて事業が実施されてお
り、大きな格差が存在しているのである。こうした
中で、法定事業として創設された意見表明等支援事
業が、独立性と専門性のある真の子どもアドボカ
シーとして発展するのか、それらを欠いた形骸化し
たものに堕してしまうのかの岐路に私たちは立って
いるのである。

３．独立性を担保するために
（1）　法律・制度の改正
前述のように、マニュアルはアドボケイトの役割

について正確に認識し、独立性の担保を求めている
が、あくまで技術的助言に過ぎず拘束力や規範性有
しない。そして根拠法の規定が独立アドボカシーを
本質に基づくものではないため、独立性を担保して
いない運用を行っている自治体が存在している。

根本的には、「児童福祉法第 6 条の３の 17」を
下線部のように改正する必要がある。

この法律で、意見表明等支援事業とは、第 33 条
の３の３に規定する意見聴取等措置の対象となる
児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る
意見又は意向及び第 27 条第１項第３号の措置そ
の他の措置が採られている児童の当該措置におけ
る処遇に係る意見又は意向の形成及び児童相談
所、都道府県その他の関係機関への表明を、児童
の意見表明支援に関する専門的知識・技術を有す
る者が、独立した第三者として支援する事業をい
う。（子どもアドボカシー研究会他 2022）

また子どもの意見表明権及びアドボケイトを利
用する権利を保障するために、「第 33 条の６の２」
以降の適当な場所に以下の条文を追加することが必
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要である。

都道府県及び児童相談所設置自治体は、児童の
意見表明権の保障に資するため、その区域内に
おいて、児童が自由に自己の意見を表明するた
め、児童の意見表明支援に関する専門的知識・
技術を有し独立した立場にある支援者（以下、

「子どもアドボケイト」という。）を利用する機
会を提供しなければならない。(ibid)

さらに、「第 34 条の３の２」として以下の条文
を追加することも求められる。

①都道府県又は児童相談所設置自治体は意見表明
等支援事業を行わなければならない。
②都道府県又は児童相談所設置自治体以外の者
は、政令で定めるところにより、意見表明等支援
事業を行うことができる。
③都道府県又は児童相談所設置自治体が意見表明
等支援事業を行うときは、都道府県知事又は児　
童相談所設置自治体の⾧は、政令の定めるところ
により事業を行う意見表明等支援事業者に委嘱し
てこれをおこなうものとする。(ibid)

このような法改正を行うことにより、意見表明等
支援事業が子どもの意見形成・表明・実現を支援す
る独立アドボカシー提供事業であることを明確化
し、独立性と専門性の担保を義務づけることができ
る。このことを前提として、マニュアルを全面的に
改定して、イギリスの「子ども若者アドボカシー提
供のための全国基準」を範とした拘束力や規範性の
ある通達を発出することが求められる。

（2）　組織としての独立性の担保
直ちに法律・制度を改正することが困難であった

としても、意見表明等支援事業を受託した団体は、
組織としての独立性を担保する必要があり、そのた
めのスキームを国と自治体は当事者・経験者や子ど
もアドボカシー団体と共同で開発する必要がある。
その際には以下のような取り組みが求められる。

①	自治体からの直接の委託ではなく、国また
は第 3 者機関がが委託する仕組みを創設

する。
②	意見表明等支援事業者の公募は入札方式で

はなくプロポーザル方式とし、公募要項に
「独立性・専門性の担保」を明記するとと
もにそれらを主要な審査基準とする。

③	自治体と民間団体との間の業務委託契約に
おいて、「独立性と専門性の担保」の方法
を記載し、自治体が独立性を尊重し擁護す
ることを明確にする。

④	自治体、児童相談所、施設職員等の関係者
に独立性に関する研修を行う。

⑤	事業受託団体は、組織として自治体、児童
相談所、施設等と利害関係を持たない。

⑥	事業受託団体は、独立性の担保に関する文
書化された方針を作成し関係者と共有す
る。

⑦	事業受託団体は、アドボケイトの養成・研
修・SV において独立性を堅持する技術を
培うともに、アドボケイトが独立性を維持
できるように支援する。

（3）　個人としての独立性の担保
アドボカシーの独立性の担保のためには、関係者

全員が独立性を尊重して行動することが求められ
る。そのためには、以下のような取り組みが必要で
ある。

①アドボケイト、コーディネーター及びスー
パーバイザーは、自治体、児童相談所、施設等
と利害関係がないようにする。
②アドボケイト、コーディネーター及びスー
パーバイザーは、原則として自治体、児童相談
所、施設等と情報共有を行わない。（子どもが
意見表明や情報共有を希望した場合に子どもの
指示に従うことは言うまでもない。）
③アドボケイト、事務局及びスーパーバイザー
は、自治体・児童相談所・施設職員等と個人的
な人間関係を持たない。
④アドボケイトは、常に独立性を意識し、他の
専門職との接触や会議参加の際などのあらゆる
場面において、独立していると周囲から見える
ように行動する。
⑤アドボケイトは、子どもが求めるときには、
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子どものニーズを満たすものにサービスを変化
させるために専門職に異議申立をしたり、葛藤
を起こすことをも行う。自治体・児童相談所・
施設職員等は、こうしたアドボケイトの立ち位
置と役割を理解し尊重する。コーディネーター
とスーパーバイザーはアドボケイトのこうした
行動を支援する。

おわりに

本稿では、イギリスの子どもアドボカシーサービ
スと日本の意見表明等支援事業における独立性に関
する認識と運用を比較することにより、日本におけ
る問題の所在と今後の課題を明らかにすることを試
みた。すでに述べたように、日本で初めて制度化さ
れた独立アドボカシー制度である意見表明等支援事
業は、独立性と専門性を担保した真のアドボカシー
制度として発展するか、それらを欠いた形骸化した
制度に堕するかの岐路に立っている。真のアドボカ
シーとして発展させていくためには、各地で声を上
げて国の法律・制度の改正と自治体の条例やスキー
ムの創出／改革を求める必要がある。と同時に、独
立アドボカシーの理念と原則を踏まえたアドボカ
シー実践を創出して、アドボカシーの文化を築く必
要がある。

また、私たちは、力強い当事者運動を展開して権
利のために闘ってきた人たちから学び連携する必要
がある。黒人・女性・障害者・性的少数者などの権
利を侵害された人々が声を上げ、社会を変革してき
たことこそがアドボカシーの起源である。とりわけ、
障害者自立生活運動や精神障害者、知的障害者のセ
ルフアドボカシー運動からの学びと連携は、年齢に
加えて能力・姿形への偏見が複合して形成されてき
た子ども差別との共通点が多く重要である。

最後にドイツの法学者イェーリングの『権利のた
めの闘争』の一説を引用して本稿を閉じたい。イェー
リングの言葉から、権利に対する闘争は義務である
ことを私は教えられた。アドボカシーの本質が権利
を侵害されている子どものために闘うことであるな
らば、当事者の側に立つために独立性が必要不可欠
なことは自明である。

人格そのものに挑戦する無礼な不法、権利を無
視し人格を侮辱するようなしかたでの権利侵害
に対して抵抗することは、義務である。それは、
まず、権利者の自分自身に対する義務である。
－－それは自己を倫理的存在として保存せよと
いう命令に従うことにほかならないから。それ
は、また、国家共同体に対する義務である。―
―それは法が実現されるために必要なのだか
ら。(Jhering=1982:49)
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Ensuring Independence of Children and Young People’s Advocacy in Japan
　― Problems and Challenges concerning the Independent Advocacy in Child Welfare System ―

Masatsugu Hori （Kumamoto Gakuen University）

The purpose of this paper is to examine what factors infringe on the independence of the 
Support Service for Expressions of Views, established in April 2024, and what challenges 
exist in ensuring their independence. In the United Kingdom, a leading country, “Advocacy 
services are independent and accessible. They operate to the highest level of confidentiality 
and ethical practice.” (Department of Education 2022:25). And in order to ensure “the highest 
level of confidentiality,” independence in terms of operation, authority, and composition is 
guaranteed to a considerable degree. On the other hand, in Japan, the essential difference 
between independent advocacy and hearings is not fully recognized, and there are many cases 
where independence in terms of operation and function is violated. For the purpose of ensuring 
independence of advocacy, revision of Child Welfare Act, improvement of commissioning 
methods, promotion of awareness, and enhancement of the expertise of advocates are issues to 
be addressed in the future.
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１．はじめに
本稿は、2024 年 8 月 25 日に開催された子ども

アドボカシー学会第３回子どもアドボカシー研究大
会シンポジウム２「独立アドボカシーの独立性と
は」にパネリストとして水島が発言した内容を再構
成し、所要の修正を加えたものであることを申し添
える。

２．障害者権利条約と成人領域における意思決定支援
国連障害者権利委員会は、障害者の権利に関する

条約（以下「権利条約」という。）の履行状況の審
査を行い、2020 年 10 月、我が国に対する総括所
見において、本人の法的能力の行使に当たり、成年
後見制度を含む（客観的な本人の最善の利益に基づ
く）代行決定型社会から、チョイス＆コントロール、
すなわち、意思決定における本人の自律性と主導権
が保障された（本人の表出された意思、心からの希
望に基づく）支援付き意思決定型社会への転換を求

めた 1）。我が国においても、権利条約の批准国と
して、条約において認められる権利の実現のため、
全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をと
る義務がある（権利条約第４条）ことから、国連総
括所見を踏まえ、支援付き意思決定型の法制度や実
務への転換をいかに図るかが、成人領域における意
思決定支援の大きなテーマとなっている 2）。　

この支援付き意思決定を中心とした社会を実現す
るためには、まずは、本人の意思決定に関わる社会
的障壁としての障害（例えば、情報の獲得が制限さ
れていたり、判断するための情報そのものが難しす
ぎたり、自分の思いを他者に伝えることにちゅう
ちょしたりする環境におかれていることも含む。）
を解消することが必要であり、支援者が行う意思決
定支援 3）はそのための重要な手段の一つとも解さ
れている。ただし、権利条約第12条第４項によれば、
支援付き意思決定（意思決定支援）を踏まえた法的
能力の行使の仕組みを構築するに当たっては、その
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濫用を防止するための適当かつ効果的な保障、すな
わちセーフガード（濫用防止措置）を設けることが
必須であるとされている。

このような観点から、近年、我が国においては、
第二期成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、成
年後見制度を含む民法改正に向けた議論に加えて、
成年後見制度に代わる新たな社会福祉制度の創設を
目指す「新たな連携・協力体制を構築するモデル事
業（持続可能な権利擁護支援モデル事業）」などが
展開されている。当該モデル事業テーマ②「簡易な
金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支
援する取組」においてはは、日常的金銭管理サービ
ス事業者（赤）がその立場を利用して本人の意思決
定に対する不当な影響力を行使することを未然に防
止又は早期に発見、対応するためセーフガード（濫
用防止措置）として意思決定サポーター（青）及び
監督・支援団体（緑）を設けている 4）。これによっ
て、事業者による関係性の濫用 5）に対する牽制機
能を発揮しつつ、意思決定支援の充実を図ることが
期待されている。

本稿では、前記モデル事業の自治体の１つであ
る愛知県豊田市における地域生活意思決定支援事
業（以下「本事業」という。6））のうち、本人の意
向、選好及び価値観を支持する市民としての意思決
定フォロワー（以下「フォロワー」という。）及び
フォロワーを支える権利擁護支援専門員（以下「独
立アドボケイト」という。）の協働の在り方について、
アドボカシーの独立性を意識しつつ考察を加えるも
のである。なお、本事業の成果の一つとしての権利
擁護支援モデル（フォロワーシステム）の詳細につ
いては、紙面の都合上、別稿 7）を参照されたい。

３．本モデル事業におけるフォロワーと独立アドボ
ケイトの活動状況
⑴	本モデル事業への取組の背景
豊田市は、先に触れた持続可能な権利擁護支援モ

デル事業のモデル自治体に立候補し、特に身寄り
問題を抱える単身者や高齢者・障害者への意思決
定支援を充実させ、様々な生活課題にも対応してい
くことを目指し、2022 年より本事業を開始した。
2024 年 3 月末時点では、全体で 7 件のモデルケー
スが実施されており、特別養護老人ホーム、小規模
多機能型居宅介護施設、グループホーム又は自宅に

居住する高齢者、知的障害者、精神障害者等を対象
として試行されている。

以下では、匿名性に配慮したうえで、典型的なケー
スとして A さんの事例を紹介したい 8）。

⑵　知的障害のある 50 代の女性 Aさんとフォロ
ワーの活動

A さんは、グループホームから一人暮らしをする
ことになったが、施設での生活が長かったことから、
どのような生活を送りたいのか考えたり決めたりす
ることに不安があった。そこで、本事業を利用する
ことにより、支援者の立場とは異なるフォロワーが
話を聞いてくれることで本人自身が望む生活の後押
しになるのではないかと考え、施設職員から A さ
んに本事業の利用を勧めたところ、A さん自身も
フォロワーを希望したことが利用開始のきっかけと
なった。

フォロワーは、障害のある親族と一緒に暮らして
いた豊田市内の市民であり、退職後、市民後見人の
養成講座を受講していたが、豊田市から紹介された
フォロワー活動に関心を持ち、研修にも参加。その
後、地域のボランティアとして福祉施設を訪問して
いた際に面識のあった A さんが本事業の利用を希
望していることを知り、マッチングを経て A さん
のフォロワーとなった。

フォロワーは月に２回ほど A さんの自宅を訪問
し、本人自身がどうしたいかを決めて伝えられるよ
うに支えることを意識しながら、A さんとの対話を
繰り返していった。

この１年間、フォロワーとのやり取りを振り返っ
て、A さんは、「頭が痛くて手術したいということ
を自分では言えなかったんです、病院で。（フォロ
ワーと話したことで）やっと自分で『頭が痛いから
手術してください』と病院の先生に言えて。自分一
人で最近は病院にも行けるようになりました。」と
話した 5）。

実は、A さんはフォロワーが関わる以前から、「痛
い痛いって言っても、なかなか病院に（連れて）行っ
てもらえない。」「薬を飲んでも効かないって何回
言っても K さん（福祉施設の職員）が聞いてくれ
ない。」「私の痛いのを誰もわかってくれない。」と
いう思いを持っていた。フォロワーの訪問時に、A
さんはこの思いを伝え、手術をした方が良いのかを
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質問した。フォロワーは「（手術をした方が良いとか、
しなくても良いとかは）言えないけれど、A さんが
どうされたいのか、A さんのお気持ちを正直に医師
に伝えてみませんか？」と応答した。その後、A さ
んは再度、職員の K さんに自分の思いを伝え、K さ
んに連れて行ってもらった病院で医師にも思いを伝
えたところ、医師の診察がなされ、その月に入院・
手術となったとのことである。

他にも、A さんは、「実は K さんの話し言葉が
速くて聞き取れないのでゆっくり話してほしい。」

「（フォロワーから）伝えてほしい。」とフォロワー
に相談したこともある。しかしながら、フォロワー
は、その行動指針を踏まえ、「本人がいない場では
本人の話をしない」こととし、K さんと一緒に話し
合いをすることを A さんに提案した。その後、A さ
ん、フォロワー、K さん、施設長との間で話し合い
が行われ、後日、AさんがKさんに直接、「もっとゆっ
くりと私たちの頭でついていけるように話してほし
い。」と伝えたところ、K さんはいつもよりゆっく
りと話してくれるようになった。このような経験に
ついて、A さんは「『もう一度、言ってほしい。』と
自分から言えるようになった。」「施設の人に思いを
伝えると、嫌われてしまうのではないかと思って心
配していたが、話してみてよかった。」と振り返る。

⑶	 フォロワーの役割と行動指針
先ほど紹介したフォロワーは、もともと地域のボ

ランティアとして関わっていた市民であり、特にア
ドボカシーに関する専門性を持つ者ではない。また、
後見人等のように本人に対する権限を有する者で
もないし、英国の意思決定能力法における IMCA9）

のように法律上の調査権限を有する独立アドボケイ
トでもない。しかしながら、フォロワーは権限や専
門性を持たない立場であることの利点を活かし、本
人と同じ地域で生きる生活者としての目線から、本
人の側に 100％立ち本人の意思決定を支持・応援
する「（緩やかな）アドボケイト（以下「支持者」
という。）」としての役割を有している点が特徴であ
る。

本事業におけるフォロワーには、以下の 4 つの
行動指針が設けられている。
①　本人の wish（希望・願い）やコミュニケーショ

ンを広げる・深める。

②　本人の wish（希望・願い）や主張を本人が言う・
主張するのを手伝う。

③　本人の wish（希望・願い）や主張をマイクや
スピーカーとして伝える。

④　本人の wish（希望・願い）・主張や困りごとを
委員会・専門員に相談する。
上記行動指針を踏まえつつ、フォロワーは、具体

的には以下のような行動を取ることが推奨されてい
る（以下は例示であって、これに限定されるもので
はない）。
 ・�本人の意向、選好及び価値観を丁寧に把握してい

くことを通じて、本人自身が自分の思いと向き合
い、思いを膨らませ、他者に伝え、実現に向けて
進もうとするプロセスに伴走すること。

 ・�意思形成に向けて必要と考えられる情報は、本人
とともに積極的に取得すること。その際、本人の
意思形成を制限する方向での働きかけをしない
こと。

 ・�本人が何らかの意思を有し、それを外部に表明す
ることを希望する場合には、表明するタイミング
や方法を一緒に考えること。その際、支援者側の
事情や周囲とのバランスを考慮したり、本人の意
思表明を制限する方向での働きかけをしたりし
ないこと。

 ・�本人を先回りして判断したり、フォロワーの個人
的な価値観や客観的な本人の最善の利益に基づ
いて「代弁」したり、行動したりしないこと。

 ・�本人の同意がある場合その他正当な事由がある場
合を除き、フォロワーは本人がいない場で本人の
ことを話さないこと。事業者からも本人が把握し
ている以上の情報を聞かないこと。
このように、 フォロワーは本人の困り事を一身に

引き受けて解決する立場でも、他の支援者に代わっ
て意思決定支援を行う立場でもない。フォロワーが
本人とともに考え、一緒に声を上げていくことに
よって、事業者を含む本人に関わる様々な人たちが
意思決定支援に関わるきっかけづくりをしていく、
いわばそれぞれの支援者が持っている意思決定支援
のスタートボタンを本人と一緒にあちこち押してい
くことがその役割として期待されているのである。

なお、フォロワーの養成に当たっては、現時点で
は、障害のある当事者の視点を学ぶための講義や演
習、障害当時者との協働演習等が盛り込まれた「フォ
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ロワー導入講座」が実施されている。しかし、それ
だけで支持者、アドボケイトとしての姿勢を全て身
に着けられるわけではない。まずは、このような講
座を通じてフォロワーとしての関わり方に関心を
持ってもらい、その後、フォロワーとしての実践や
活動後のフォローアップ等を積み重ねながら、少し
ずつその役割等について理解が深められていくこと
が期待されている

⑷　権利擁護支援専門員（本事業に係る独立アド
ボケイト）の役割

本事業の成果の１つとして、フォロワーが本人と
ともに活動するにつれて本人自身が自らの声を積極
的に上げていくような変化もみられるところである
が、ときには他の支援者からの働きかけによりフォ
ロワー自身が支持者としての活動に揺らぎが生じそ
うになったり、本人の意思と事業者やその他の支援
者の見解に相違が現れたりするような場面も生じる
ことがある。

そこで、本事業では、本人やフォロワーにとって
の武器（権限のない本人・フォロワーに代わって事
業者への介入ができる存在）や防具（フォロワーが
支持者としての立ち位置を維持できるようサポート
する存在）となりうる存在として、権利擁護支援委

員会が設置され、同委員会から派遣要請された権利
擁護支援専門員（独立アドボケイト）の助力を得る
ことができる。ここからは、独立アドボケイトによ
る①フォロワーの活動支援及び②独立アドボケイト
活動に焦点を当てることとする。
①フォロワーの活動支援（図１）

本事業では、豊田市が設置した権利擁護支援委
員会からの派遣依頼を受け、豊田市とは立場が異
なる第三者機関（一般社団法人日本意思決定支援
ネットワーク、以下「SDM-Japan」という。）か
ら派遣された独立アドボケイトが、定期的に各
フォロワーとの面談等を行っている。具体的には、
図１のとおり、フォロワーが権利擁護支援委員会

（事務局）に提出した活動報告書が SDM-Japan に
届けられ、同団体が派遣する独立アドボケイトが
同報告書を踏まえてフォロワーと 30 分～ 1 時間
程度の面談（対面又はオンライン）を実施する。
フォロワーとの面談結果については、独立アドボ
ケイトとしての所見を付した上で、同委員会（合
議体）に報告書の形で提供され、必要に応じて独
立アドボケイト自身が同委員会の会議に参加し、
補足説明をすることもある。

ここでの独立アドボケイトの役割は、フォロ
ワーの活動支援を通じて、チョイス＆コントロー
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ル、すなわち本人の意思決定における自律性と主
導権の確保を促進することである。フォロワーに
よる実践が進められていくと、支持者としての価
値観とフォロワー個人の価値観との間にずれが生
じ、結果としてフォロワーとしての活動にブレが
生じることもある。そこで、独立アドボケイトが
フォロワーと定期的な対話を行い、フォロワーの
抱えるジレンマや悩みを受け止めつつ、支持者と
しての立ち位置や価値観を踏まえた行動について
フォロワーとともに考えることとしている。

本事業のモデルとして活動している独立アドボ
ケイトは、本事業の実施に当たって設けられたア
ドボケイトワーキング・グループに所属する当事
者活動を経験する者、障害当事者、弁護士及び福
祉専門職から構成されており、それぞれの強みを
生かしながら、フォロワーの活動支援を行ってい
る。
②本人のアドボケイトとしての調査及び代弁活
動（図２）

本事業における独立アドボケイトは、通常の場
面では上記①の活動を行いつつも、何らかの課題

が生じた場面では、図２のとおり、権利擁護支援
委員会（合議体）からの派遣要請に基づき、本人
の意向、選好及び価値観を把握するために独自に
調査を行うことがある（ただし、独立性保持の観
点から、同委員会からの個別の指示・命令は受け
ない。）。このような活動は本人から直に依頼を受
けるわけではないため、先に述べた英国の IMCA
と同様、非指示型の独立アドボケイトとしての活
動が想定されている。

この場合、本事業における独立アドボケイトは
本人に直接面談し、フォロワー・関係者等からも
本人に関する情報提供を受け、本人の意向、選好
及び価値観を把握するとともに、本人の意思を代
弁し、委員会に報告する。報告を受けた委員会は、
例えば、事業者と本人・フォロワーとの間の対話
の機会を設けたり、必要な場面では委員会として
の見解に基づき一定の行為を事業者に勧奨したり
することがある。同事業者が、本事業の共通理念
や役割に沿わない行動を継続する場合や委員会の
勧奨に合理的な理由なく応じない場合には、自治
体として同事業者の排除も含めて適切に対応する
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こととなる。
以上のとおり、本事業の実施に際して生じた課

題については、フォロワー自身が単独で解決に動
くのではなく、権利擁護支援委員会や独立アドボ
ケイトが本人・フォロワーの武器、防具となって
が対応することが想定されている。

４．フォロワーと独立アドボケイトとの協働による
アドボカシー提供の仕組み
ここまで、本事業におけるフォロワー及び独立ア

ドボケイトが協働して本人のアドボカシーを提供す
る様子を説明してきた。ここからは、独立アドボカ
シーに関する課題と対応策、独立性の意義について
考察する。
⑴	英国意思決定能力法における非指示型独立アド
ボケイトに係る運用上の課題

英国には独立アドボケイトの民間資格があり、中
には法律上の権限をもって活動する独立アドボケイ
トも存在する。例えば、意思決定能力法においては、
一定の重大な意思決定について、意思決定能力を欠
くと判断された本人にとっての適切な相談者（本人
の代弁者として事情を聴かれるのにふさわしい者）
がいない場合に、IMCA（イムカ）を呼ばなければ
ならないとされている。そして、IMCA には、本人
と 1 対 1 で会う権利、当該決定内容に関する情報
へのアクセス権（医療記録、教育記録、刑事記録等）、
本人以外の意思決定者により最善の利益決定がなさ
れる場面において、IMCA が提出した報告書の内容
が十分に考慮される権利、意思決定能力法の趣旨に
反する内容の決定がなされた場合の異議申立権など
が同法上規定されており、高い専門性と強い権限を
持って、本人に対する非指示型（非依頼型）アドボ
カシーを提供する 10）。

しかしながら、水島がこれまでに行った IMCA
へのヒアリングや現場同行の結果を踏まえると、
IMCA 自身が 1 案件につき 40 ～ 50 時間ほどの関
わりを希望しているのに対し、IMCA の人数に対し
て担当すべきケース数が多いため、現実の対応時間
は、書面確認、本人・関係者ヒアリング、IMCA 意
見書作成、最善の会議への出席と代弁の活動を含め
て概ね10時間以内とならざるを得ない実情がある。
また、一定の課題が生じた場面で対応する独立アド
ボケイトであるがゆえに、短期間、かつ、スポット

的な介入にとどまらざるを得ず、長期的な関わりを
通じて、本人の意向、選好及び価値観に関わる情報
を丁寧に収集することは困難である。そのような状
況下で本人の意思を代弁することは自ずから限界が
あるといわざるを得ない。

⑵	日本の障害のある成人に対するアドボカシー提
供に係る課題

冒頭で述べたとおり、厚生労働省では 2022 年
以降、持続可能な権利擁護支援モデル事業テーマ 2
を展開し、本人との契約の下、金銭管理を担う事業
者とは立場の異なる「意思決定サポーター」を地域
の市民が担い、監督・支援団体が事業者を監視する
ことによって、本人に対する関係性の濫用を防止し
ながら、金銭管理を通じて本人の生活基盤を支える
試みが模索されている。もっとも、国の掲げる意思
決定サポーターには、支持者としての行動指針が定
められているわけではなく、意思決定支援のチーム
の一員として関わることが想定されており、アドボ
ケイトの独立性について十分に意識されていたとは
言い難いものであった。

この点について、本事業におけるフォロワーは、
支持者として本人の立ち位置に 100％立つことを
明確にしている点に特徴がある。しかしながら、そ
の独立性は法律上保障されているわけではなく、か
つ、一般の市民が緩やかなアドボケイトとして関わ
るスタイルであることから、専門的な独立アドボケ
イトと比較して、支持者としての姿勢に揺らぎが生
じやすい。そのような状態を放置すれば、フォロ
ワーが支持者としての行動指針を維持できず、本人
の言葉を「真に受ける（そのまま受け止める）」支
持者としての姿勢から離れてしまい、いつの間にか
最善の利益を重視する支援者側に取り込まれてしま
う（本人の世界観ではなく、客観的事実を重視する
ようになると、本人の言葉を疑ってかかるようにな
り、本人にとっての 100％の支持者であり続ける
ことができなくなる。）ことも懸念される。

⑶	フォロワーと独立アドボケイトが協働する意義
本事業においては、上記⑵の課題を踏まえ、フォ

ロワーに対する活動支援として、独立アドボケイト
による定期面談等の機会を設けることとした。本事
業の独立アドボケイト自体は、その職務に当たって
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いずれの主体からも影響を受けない立場として本事
業上位置づけられ、また、豊田市とは異なる主体で、
独立アドボケイトに関する委託・受託の関係性にな
い第三者機関が独立アドボケイトを派遣する形を取
ることによって実質的な独立性を確保している。た
だし、本事業においては、開始から３年経過したも
のの権利擁護支援委員会から派遣要請を受けて独自
に調査活動を行う場面（３⑷②の場面）は数件しか
なく、むしろ、フォロワーが支持者としての姿勢を
維持するための活動支援（３⑷①の場面）が重要な
活動の１つとなっていた。

このように、英国の独立アドボケイト活動とはや
や異なるものの、本事業において、フォロワーとの
定期的な対話等を通じて、独立アドボケイトが、間
接的にせよ本人の意向、選好及び価値観をはじめ、
事業者や支援者等による本人とのやり取りの様子を
把握できる体制が構築されたことの意義は大きい。
フォロワーのように定期的に本人を訪問しながら、
本人に近い立場で活動することで、本人と事業者職
員との素のやり取りを目撃することができ、不適切
なケアについても早期に発見しやすくなるからであ
る。また、今後、本人にとって重大な課題が生じ、
独立アドボケイトとしての独自の調査・代弁活動が
必要となる場面において、これまでに得られた本人
の選好、価値観に関わる情報や事業者に関わる情報
が一定程度得られた状態から調査対応を始められる
ことによって、限られた時間の中でも独立アドボケ
イトとしてより質の高い活動が展開できる可能性が
高まることも期待される。

フォロワーにとっても、独立アドボケイトとの面
談を通じて、フォロワーであることの意義を感じ、
モチベーションを維持することにもつながりやす
い。これまでに独立アドボケイトとの面談を経験し
たフォロワーからは、「本人と一緒に怒ったり、笑っ
たり、右往左往したりする過程の中で、本人を取り
巻く様々な壁があることに気づきました。」「私（フォ
ロワー）が代わりにやってあげるのではなく本人自
身が声を上げることをそっと支えることで、私自身
の価値観や地域の対応も変わったように思います。」
との声も得られている。

このような活動を全国の各地域において展開する
ためには、市民・ボランティアによるフォロワー活
動と専門性のある独立アドボケイト活動、それぞれ

のメリットを活かしつつ、人的資源不足への課題に
も対処できるような仕組みが必要である。本事業で
は、フォロワーと独立アドボケイトが協働すること
により、日常生活の場面から一定の課題が生じた場
面まで、本人に対し、継続的なアドボカシーの提供
が可能になるとともに、権利擁護支援に関わる人々
を適所に配置する仕組みを構築することで、より多
くの人々へのアドボカシーの提供が可能になるもの
と解される。

地域共生の観点からすれば、本人をサービス提供
事業者、福祉関係者、専門職などによる支援の枠内
だけで支えるのではなく、本人にとって身近な市民
や当事者も参画することが重要である。今後、市民
や当事者がフォロワーや独立アドボケイトとして本
人を下支えする仕組みを整えることによって、意思
決定支援の考え方が地域のさまざまな人に共有さ
れ、地域全体でアドボカシーの意識を育む基盤とな
ることが期待される 11）。

⑷	意思疎通が非常に難しい認知症高齢者、知的障
害者に対して、非指示型独立アドボケイトが関
与する意義

意思決定における自律性と主導権の確保（チョイ
ス & コントロール）を重視する考え方からすれば、
本人自身がアドボケイトを希望し、本人からの指示

（依頼）を受けてアドボケイトとして動くことが原
則であろう。

しかしながら、本人の置かれた環境や機能的障害
又は支援者側の能力不足等の理由から、支援者側に
おいてアドボケイトを依頼するか否かについての本
人の意思が把握できない場合がある。この場合、本
人の明確な指示には基づかないものの、本人の尊厳
の確保の観点から、一定の条件が満たされた場合に
独立アドボケイトが活動することが必要な場面もあ
る。

このような非指示型独立アドボケイトは、本人の
明確な意思に基づくものではないにも関わらず、活
動できると解する根拠はどのように考えるべきであ
ろうか。本人の指示に基づかない以上、最善の利益
に基づく代行決定の結果として付与されるものと捉
えるべきであろうか。

この点、障害者権利委員会による一般的意見第１
号（権利条約第12条第4項に関するもの）では、「『最
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善の利益』の原則は、成人に関しては、第12条に
基づく保護措置ではない。」と明言している12）。し
たがって、非指示型独立アドボケイトが動く根拠を
本人の最善の利益に求めることは相当ではない。他
方で、前記一般的意見では、「著しい努力がなされ
た後も、個人の意思と選好を決定することが実行可
能ではない場合、『意思と選好の最善の解釈』が『最
善の利益』の決定に取ってかわらなければならな
い。これにより、第 12 条第 4 項に従い、個人の権
利、意思及び選好が尊重される。」とも言及している。
これを踏まえると、一定の場面では、本人の意思及
び選好に基づく最善の解釈として、本人自身がアド
ボケイトの関与を希望するとの推定的意思がある場
合があると捉える余地はある。この点、国内の意思
決定支援に関するガイドラインにおいても、本人自
身の支援付き意思決定を原則に据えつつ、意思決定
支援が尽くされても、どうしても本人の意思決定や
意思確認が困難な場合には、明確な根拠に基づき合
理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき
行動することとなっており、本人の意思確認が難し
い場面における、本人の合理的意思推定の余地を認
めている 13）。

さらに、前記一般的意見は、「保護措置の主な目
的は、個人の権利、意思及び選好の尊重を確保する
ことでなければならない。これを達成するために、
保護措置により、他の者との平等を基礎として、濫
用からの保護を提供しなければならない。」として
おり、一定の場面で独立アドボケイトの仕組みを確
保することは、この目的に合致する。このような点
からすれば、例えば、本人の意思決定に対する関係
性の濫用又は不当な影響等が懸念される場面におい
て（本事業で言えば、本人の生活基盤を支える事業
者が本人の金銭管理サービス等を行うような場面に
おいて）、本人の自律性及び主導権を確保する目的
で、フォロワーや独立アドボケイトの関与を受けい
れることが同サービスを利用するための前提条件で
あるとする仕組み（以下「フォロワーシステム」と
呼称する。）を設けることも、本人の意思に明らか
に反しない限りにおいて、許容されると解すること
ができるのではないか。

したがって、非指示型独立アドボケイト活動につ
いては、本人の明確な意思に基づくものではないも
のの、意思と選好に基づく最善の解釈の結果として

導かれる本人の推定的意思に反しない限りにおい
て、権利条約第12条第４項で求められるセーフガー
ド（保護措置）として許容されるものと考えられる。

本事業においても、支援ニーズの高い（一般的に
は重度と表現される）知的障害、自閉症のある人を
対象として、フォロワーや独立アドボケイトが本人
を訪問するようなケースもみられるところであり、
このような解釈によって、今後も幅広い層がフォロ
ワーシステムを利用できることが望ましい。

⑸	支持者としての立ち位置を維持するためのアド
ボケイトの独立性について

フォロワーや独立アドボケイトが、「支持者（緩
やかなアドボケイト）」としての立場を維持するこ
とは、本事業の本質・根幹にかかわるものとして、
極めて重要である。事業者の下で動く「支援者」と
は異なる立場で、本人が、本人側に 100％立つ支
持者としてのフォロワー及び独立アドボケイトとと
もに、最善の利益の発想に寄りがちな事業者や支援
者に対して、継続的に声を上げることによって、本
人のチョイス＆コントロール、すなわち意思決定に
おける自律性と主導権を高め、保障していくことに
つながるからである。

他方で、昨今の国の議論の中では、例えば、社会
福祉協議会で行われている日常生活自立支援事業

（本人の日常的な金銭管理を担いつつ、福祉サービ
ス等の利用援助を行う社会福祉事業、以下「日自」
という。）について、同事業に基づくサービスを提
供する日自専門員が独立アドボケイトとなり、又は
日自支援員（市民）がフォロワーとなって、本人を
支援することも許容されるのではないか、事業者側
の支援者と支持者の立場が併存しても良いのではな
いか、との意見が挙がることもある。しかしながら、
本人の経済的な事情やその他のネガティブな情報の
存在を知ることで、かえって本人の心からの希望へ
の向き合おうとする姿勢や支持者として本人の立ち
位置に 100％立とうとする姿勢を阻害してしまう
可能性も否定できない。特に日自専門員の場合には、
本人の経済面の情報を有し、かつ、本人の金銭を管
理している立場であるが故に、ときには、本人の最
善の利益の観点から、事業者として、本人の意思、
選好及び価値観とは異なる形で対応せざるを得ない
ことも想定される。加えて、日自支援員は一般の市
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民が担うことが一般的であるものの、同支援員は日
自専門員からの指揮監督を受けて動く立場にあり、
その独立性は十分に確保されていない。結果として、
事業者側の都合等も考慮しながら動かざるを得ず、
支持者の立場を維持し続けることは困難となること
が予測される。

したがって、本人の意思決定に対して利害関係を
有する又は事実上の影響力を及ぼすおそれのある事
業者や契約等に基づき法律上の代理・代行権限を有
する事業者の構成員（日自専門員、日自支援員を含
む。）が、本人のフォロワーや独立アドボケイトを
同時に担うことはできないものと解される。

このように、本人の支持者としての立ち位置を維
持するためには、まずは支援者と支持者の違いを明
確に意識する必要がある。あわせて、本事業の実施
主体やサービス提供事業者と立場が異なる第三者機
関がフォロワーの養成に関与し、必要に応じて独立
アドボケイトを派遣できる体制を構築することが、
アドボケイトの独立性を担保する観点からも重要で
ある。

なお、一般の市民が参画するフォロワー活動にお
いて、その支持者としての立ち位置を維持し続ける
ことをフォロワーの努力のみに委ねることは相当で
はない。フォロワーを力強く支える独立アドボケイ
ト及びそれらの者を派遣する第三者機関との協働、
本人と同様に社会的障壁に直面した経験を有し、障
害のある人の自律性及び主導権の保障に向けた活動
に熱意のある障害当事者等の参画及び地域の実情に
合わせたフォロワーシステムの展開を併せて行うこ
とが、権利擁護支援の持続可能性の観点から、強く
求められる。

５．結びに

障害のある人の地域生活を支えるための持続可能
な権利擁護支援体制を構築するに当たっては、アド
ボケイトの独立性が法制度上も確保されることが不
可欠であり、本モデル事業を全国各地で展開するた
めには、社会福祉法改正を視野に入れた現行制度の
見直しも必要である。

本稿の冒頭で触れた権利条約第 12 条第 4 項で必
要とされるセーフガードの構築及び障害者権利委員
会の日本に対する総括所見で求められている「支援

付き意思決定の仕組み」の設置に向けて、フォロ
ワー、独立アドボケイト及びフォロワーシステムの
制度化の動きを期待したい。
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１　水島俊彦 , 2023, 障害者権利条約締約国審査の
状況と総括所見を踏まえた成年後見制度・実務の
方向性 : 権利条約 12 条を中心に . 実践成年後見
/ 成年後見センターリーガルサポート 編 , (103), 
40-48.

２　堀江佳史ほか , 2023, イギリス保護裁判所等視
察報告書（視察期間：2023.8.9 ～ 2023.8.18）：
第 65 回人権擁護大会シンポジウム第２分科会資
料 , 日本弁護士連合会 , 34-49.

３　支援者が行う意思決定支援については様々な定
義づけが試みられているが、ここでは、本人自身
が自らの選好や価値観に基づき意思決定を行うに
当たって、本人に関わる人々がそのプロセスを支
援するために行う様々な取組みを指すものとす
る。

４  厚生労働省 , 2022, 資料２－１ 成年後見制度利
用促進に係る取組状況等について（厚生労働省）：
成年後見制度利用促進専門家会議 , 30. 

５  厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制
度利用促進室 , 2022, 成年後見制度利用促進現状
調査等一式報告書 . 本報告書によると、（意識的
か・無意識的かを問わず）契約の相手方や受贈者
等による本人との関係性の濫用にならないか注意
を要する事案を「関係性注意事案」と呼称し、当
該事案に該当したからといって、契約や寄付等の
禁止をただちに求めたり、禁止したりするもので
はないが、本人への意思確認や手続き等を慎重に
行ったり、管理監督・支援団体への相談の必要性
を促すべきものとされている。具体的には、本来
は必要のないサービスの利用や物品の購入をあた
かも必須であるかのように勧誘したり、本人の思
いと事業者等の考えが異なるときに、事業者等が
その立場を利用して本人に希望を押し込めたり無
視したりして、事業者等の意に沿う形で管理を進
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生じうる。

　　第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中
間検証報告書（案）によれば、意思決定支援の確
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保を目的とした相互牽制機能とは、「意思決定に
おける本人の自律性と主導権を確保するため、意
思決定支援に関わる複数の主体がそれぞれ独立し
た立場から確認、評価し合うことにより、本人
の意思決定を支援する枠組みの透明性を確保し、
もって本人の意思決定に対する関係性の濫用及び
不当な影響力の行使を抑制する機能」とされてい
る。

６  筆者は、諸外国の実践を参考に意思決定支援に
関する日本型総合プログラムの開発と普及に取り
組んできた一般社団法人日本意思決定支援ネット
ワーク（SDM-Japan）のメンバーであり、豊田市、
日本財団との間の三者協定に基づく意思決定支援
モデルプロジェクトとして、本モデルを遂行する
上で必要な意思決定支援の各研修や意思決定フォ
ロワーの支援体制の構築を図ってきた。本稿Ⅲ及
びⅣの執筆に当たっては、前記関係者を始め、本
モデル事業の実施に係る権利擁護支援委員会，全
体委員会，研修・アドボケイト・評価ワーキング・
グループの各委員等との協議から多くの示唆を頂
いた。この場を借りて御礼申し上げたい。

　　フォロワーシステムとは、地域住民が意思決定
フォロワーとして継続的に本人の意思、選好及び
価値観を支持し、独立アドボケイト及び権利擁護
支援員会等がその活動を継続的に支援・補完する
ことで、本人を取り巻く支援チーム全体の意思決
定支援の質を向上させ、持続可能性を確保する仕
組みである。

　　本システムは、以下の４つの要素を軸としてい
る。

　⑴　フォロワーの養成・登録・活動：フォロワー
は研修修了後も継続的な支援を受けながら活動す
る。自治体等が登録し、フォロワーの活動を支え
る。

　⑵　独立アドボケイトによるフォロワーへの活動
継続支援及び独立調査活動：フォロワーの支持者
としての活動を定期的に支援し、必要に応じて独
立調査を実施する。

　⑶　権利擁護支援委員会（支援・監督団体）の監督・
支援：定期的に会議を開催し、事業者及びフォロ
ワーの活動をモニタリングし、助言や調整を行い、
必要に応じて独立アドボケイトに調査依頼する。

　⑷　意思決定支援を支える地域ネットワークの形

成：ファシリテーター（中核機関職員、相談支援
専門員やケアマネジャー等）が本人の意思、選好
及び価値観を支える地域のネットワークを拡充
し、強化する。

　　フォロワーシステムの最終的な目的は、本人が
どのような状況や状態にあっても自律性と主導権
が確保され、自分らしい生活を送ることが出来る
ことである。

７  水島俊彦 , (2023), 国連勧告から見る日本の障害
者の意思決定における課題 : 支援付き意思決定の
確保と濫用防止の仕組みを備えた「権利擁護支援
モデル ( フォロワーシステム )」 とは ?：特集論文 :
当事者の意見表明と意思決定の課題 . 人間福祉学
研究 , 16(1), 79-96.

８   本 事 例 に つ い て は、 豊 田 市 HP, 2024, と
よ た 意 思 決 定 フ ォ ロ ワ ー： 特 集 2024 年 5
月 20 日 . https://www.city.toyota.aichi.jp/
toyotanow/2000015/2000551.html 及び前掲 vii
の文献で紹介した事例を再構成したものである。

９  IMCA（ イ ム カ ） と は Independent Mental 
Capacity Advocate の略で、英国の意思決定能力
法（Mental Capacity Act 2005）における非指示
型独立アドボケイトを指す。ある時点で特定の意
思決定能力に欠けると判断された人のうち、周囲
に本人をよく知りその意思を代弁できる適切な人
がいない場合に、本人の意向や選好、価値観がど
のようなものであるかについて、代行決定権者か
ら独立した立場で調査、代弁し、第三者による最
善の利益に基づく代行決定が行われるに当たっ
て、本人の意思が最大限考慮されるよう働き掛け
を行う役割を持つ。居住先の長期に及ぶ移転や重
大な医療に関する代行決定など、一定の場面にお
いて、IMCA の事前の関与が義務付けられている。

10　法政大学大原社会問題研究所／菅富美枝編著 , 
2013,『成年後見制度の新たなグランド・デザイ
ン』法政大学出版局 , 265-279.

11　水島俊彦 , 2023, 意思決定支援の観点を踏まえ
た市民後見人等の要請のあり方～成年後見制度か
ら支援付き意思決定制度への転換に向けて考慮す
べき要素～：特集第二期基本計画と市民後見人像 . 
実践成年後見 / 成年後見センターリーガルサポー
ト編 , (102), 19-30.

12　General Comment No. 1 - Article 12 : Equal 



36　地域で暮らす障害のある人の独立アドボカシーと独立性

Advocacy and Independence for Persons with Disabilities Living in the Community　
― The Synergistic Effects of Collaboration Between SDM Followers and Independent Advocates ―

Toshihiko Mizushima  （Japan Network of Supported Decision-Making）

This paper focuses on the collaboration between SDM Followers and Independent 
Advocates in Toyota City model of Safeguard and Support for Decision-Making (SSD) as 
a local practice model aimed at ensuring the autonomy and supported decision-making 
of persons with disabilities. It also compares the practical application of the Independent 
Mental Capacity Advocate (IMCA) under the Mental Capacity Act 2005 in the UK with the 
implementation of this model, highlighting both commonalities and differences.

Furthermore, this paper emphasizes that, in order to ensure the sustainability of supported 
decision-making for adult persons with disabilities, it is crucial for community residents to 
participate as SDM Followers and for a Collaborative Advocacy Support System (Follower 
System) to be in place to uphold their advocacy principles. Additionally, from the perspective 
of establishing “appropriate and effective safeguards to prevent abuse” as stipulated in 
Article 12(4) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the 
paper also examines the legitimacy of non-instructed Independent Advocates engaging with 
both persons with disabilities and SDM Followers.

Finally, this paper discusses the necessity of amending the Social Welfare Act in 
anticipation of future revisions to the Civil Code, as well as the significance of participation 
by persons with disabilities and community members in support for decision-making to 
promote an inclusive society.

Keywords：�SDM Followers, Independent Advocates, Collaborative Advocacy Support 
System (Follower System), Supported Decision-Making, Community Inclusion
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ワーキング・グループ , 2020, 意思決定支援を踏
まえた後見事務ガイドライン . 後者のガイドライ
ンでは、意思と選好に基づく最善の解釈について、

「意思決定支援が尽くされても、どうしても本人
の意思決定や意思確認が困難な場合には、代行決
定に移行するが、その場合であっても、後見人等
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れる本人の意思（推定意思）に基づき行動するこ
とを基本とする。」と表現されている。
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１．はじめに

筆者がソーシャルワーカーとして就職した精神科
病院では、病棟の窓には鉄格子がはめられていまし
た。閉鎖病棟には鍵がかけられており、入院者は自
由に外出することもできません。また、30人とい
う大部屋や畳敷の病室に布団が並ぶ様子など、私が
今までに見てきた『病院』とは違った光景が広がっ
ており、この「非日常」の光景にとても驚かされま
した。

病院内には、20年、30年と長期にわたって入院
する方が多く、とても快適とは言えない環境で療養
生活を送っておられる状況に思えてなりませんでし
た。時に入院者に対する医療従事者の不適切なかか
わり方を目にすることもありました。しかし、新人
のソーシャルワーカーにできることは少なく、怒り

や疑問に感じたことを伝えてみても何も変えること
はできず、何もできない自分の情けなさを痛感する
毎日でした。

そのような経験から、精神科病院の中から変えてい
くことが何より必要なのですが、雇われているとい
う立場では限界があることを痛感しました。そこで
病院の中で奮闘している仲間を外からも応援し、よ
り良い精神医療の在り方を求めていきたいと思い、
精神科病院を退職し、地域にいながらできることを
探すようになりました。

２．なくならない精神科病院での虐待事件

我が国の精神科病院では、様々な不祥事が過去か
ら現在まで繰り返されています。古くは、1984年に
宇都宮病院（栃木県）で医療従事者による入院者へ
の暴行、無資格者による医療行為などが明るみに出

●特集

精神病院における独立アドボカシーの
必要性と課題
西川 健一（精神保健福祉士）

精神科病院における事件・人権上の課題
①宇都宮病院事件

・許可病棟920床に対し入院患者944名
・常時診察にあたっていた精神科医2名、看護職員67名
・1981～1984年の間、222名の患者が死亡

（1）問題だったこと（国際的批判を受けた）
・精神科病床数の多さ　　・強制入院以外の制度がない　　・長期入院
・不服申し立ての制度がない

（2）変わったこと
・法改正による制度などの新設／精神医療審査会制度／任意入院制度／
患者の権利についての入院時告知義務／通信・面会の保障

・地域医療・リハビリテーションの促進（1993年改正時）

■人権上の課題

1984年3月14日　新聞報道
「看護職員の暴行により入院患者2名が死亡」
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ました。この事件は、国連人権小委員会において国
際法上の問題として非難され、1987年に精神衛生法
が精神保健法に改正されることにつながりました。

このような不祥事が過去の出来事ではなく、その
後も続発し1993年には大和川病院（大阪府）におい

ても不明者による入院者に対する傷害致死事件が発
生し、また医療従事者数の水増しなどの巨額の診療
報酬の不正受給も明るみとなり、開設許可が取り消
され廃院となりました。

また、2020年には神出病院（兵庫県）において
看護師や看護助手が男性入院者同士でキスをさせた
り、トイレで水をかけたり、患者の頭にテープを何
重にも巻き付けたりしたなどの不同意わいせつ容疑
等での6名が逮捕され、全員が有罪判決を受けると
いう事件が発生しました。

精神科病院では、残念ながらこのような出来事が
繰り返し発生してしまっています。

３．精神医療における独立アドボカシーの必要性

精神科病院のような、社会から孤立した閉鎖的な

③神出病院事件

・病院長の精神保健指定医資格の取り消しを国に要請
・病院の第三者検証委員会について委員を推薦して市もオブザーバー参加
・すべての入院患者と家族に対し転院・退院の意向確認を行う
・障害者虐待防止法の通報義務対象に医療機関を入れるよう国に意見書提出
※病院は新しい院長を招聘し、危機管理委員会・第三者委員会を設置、改善命令に対して改善計画書を提出

■行政の対応（神戸市）

2020年12月発覚
看護師・看護助手ら6人が、男性入院患者同士でキスをさせる、
ジャムを塗った男性患者の性器を他の男性患者になめさせる、トイレで水をかける、
患者を病院の床に寝かせ落下防止柵付きのベッドを逆さにして被せて監禁する等の行為を
1年以上繰り返し、それをスマートフォンで撮影、LINEで回覧

6人は逮捕・起訴され、全員が有罪判決（3名は実刑）
他にも21人の職員が虐待行為を行っていたと認定

①大和川事件

（1）問題だったこと
・精神保健福祉法、健康保険法、生活保護法、医療法などについての重大な違反

（2）変わったこと
・退院促進支援事業ができた（大阪→全国化）　・精神科病院訪問活動が大阪府で制度化
・医療監視や実地指導の強化　・精神科救急医療体制強化へ向けての検討

■人権上の課題

1969年・1979年　看護者による患者に対する傷害致死事件
1993年　不明者による患者に対する傷害致死事件
　　　　（障害を受けた患者に適切な医療を行わず、患者が死亡）
その他

病院の開設許可
取り消し

医師・看護者等の医療従事者数の大幅水増し
巨額の診療報酬を不正受給
病状と関係なく画一的に投薬や点滴を実施
懲罰的な保護室使用等
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空間では第三者の目が入りにくいため不適切な処遇
や虐待等があっても、内々で対応してしまい外部にそ
の情報が明かされないという状況が起こりやすくな
ります。また、閉鎖的な空間では独自の文化・ルー
ルが生じやすくなり、この空間にいる医療従事者が
その環境に慣れてしまい、入院者も権利の主張がし
にくく（できなく）なってしまうことが一つの要因
ではないでしょうか。

また、精神科医療という特定の環境下での集団生
活（療養生活）では、入院者は、①医療提供上の必要
性から、安全性や規律が優先され、制限を受けやすく
なり、②閉鎖性から、病棟内の様子が外部から見え
にくく、外部の人間と出会う機会が少なくなり、③
連続性から、入院者も医療従事者も特定の環境下が
長くなり、それが「当たり前」となってしまう環境
に置かれることになります。そのような中で、入院
者は医療従事者から「意思決定能力が低い」とみな
されやすく、「ケアを他者に委ねざるを得ない存在」
とされやすいこともその要因であると思われます。

医療従事者が如何に丁寧にかかわりを持ったとし
ても、入院者にとって医療従事者は入院者の権限を
制限することができる立場にあり、入院者の中には

「強い支配下に置かれている」と感じる方もおられま
す。そうすると入院者は「医療従事者への配慮」で
あったり「情報へのアクセスが制限されやすい」こ
と「あきらめ」から自ら声を上げづらい環境になり
やすいともいえます。

このように考えると、精神科病院における虐待・
不祥事・不適切ケアは先に示したような特別な良く
ない病院だけの問題ではなく、すべての閉鎖的な環
境を持つところに起こりうる問題としてとらえてい
くことが必要ではないでしょうか。

精神科病院の中での権利擁護実践を行うために
は、入院者の権利擁護支援の必要性を持って入院者
の立場に立ってその想いの実現に寄り添う「人」が
必須ですが、その想いを形となるようにする意思形
成・意思決定の支援を行う際には、精神科病院とい
う「強制性」を伴い得る立場の医療従事者・ソーシャ
ルワーカーの行える支援には限界があるかもしれま
せん。

その為に、精神科病院にも第三者のアドボケイト
が入り、入院者の味方となってその想いを固め、実
現に向けた働きかけを行うことがとても重要になっ
てきているのだといえます。

４．大阪精神医療人権センターについて
（１）活動の紹介　～３つの柱～
大阪精神医療人権センターは、1985年に設立さ

れた市民団体（1999年にNPO法人化）です。当事
者・家族・医療福祉従事者・弁護士・市民らが、精
神科病院に入院している人への権利擁護支援を行っ
ています。

具体的には、以下の3点に取り組んでいます。
『声をきく』

大阪精神医療人権センターの活動について

精神科病院に入院中の方のための個別相談（電話・手紙・面会）

声をきく

精神科病院をひらかれたものにする訪問活動

扉をひらく

安心してかかれる精神医療を実現する発信・政策提言活動

社会をかえる

電話885件・手紙200通・面会179回／年

12病院／年
声を聞く

扉を
ひらく

社会を
かえる
社会を社会を

安心してかかれる精神医療を実現する
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入院者からの電話相談や精神科病院への訪問によ
る個別相談活動。
『扉をひらく』
大阪府の療養環境サポーター制度（大阪府精神科

医療機関療養環境検討協議会事業）により、療養環
境サポーターが精神科病院を訪問し、病棟の中を視

察し入院者等からの聞き取りを行い、その結果を精
神科病院とのキャッチボール（協議）を重ねる活動。
『社会をかえる』
安心してかかる事の出来る精神医療を実現するた

めの政策提言活動。

（２）活動で大切にされていること
この活動を行う中では、入院者の方には「声にな

らない気持ち、想い」があること、そして、先に述
べたような「声に出しにくい背景」がある事を意識
してかかわっていきます。そして、その声をつな

げ、その小さな声をそっと拾い、対話の中から気持
ちが声になるように「声をつむぐ」ことを大切にし
ています。入院者のなかには当たり前の権利を知ら
ない、知っていてもその権利の行使することに躊躇
されることがあります。その際には個別にある権利

伝えることを応援する

・本人が病院職員に伝えられるようなサポート
・本人が伝えづらい場合、同席して、本人が
病院職員に伝える。アドボケイトも言う。

・代弁は最後の手段
・本人の声を周囲に届くように

肩代わりせず、本来の支援者が担う

・アドボケイトは、直接の支援を行わない

・アドボケイトは、病院職員や地域の事業者が
担うべき役割を、彼らが担うように
働きかける

地域の事業所

弁護士

精神医療審査会

看護・OT

医師

社会資源の例

精神保健福祉士
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を知らない、行使しない本人の事情も考えながら、
本来ある権利の存在を伝え、その社会資源へのアク
セスを伝えるように取り組んでいます。

この「声をきく」活動を行う中で、もう一つ大切に
していることは「肩代わりせず、本来の支援者が担
う」ということです。それは、アドボケイトが直接
支援を行わないこと、医療従事者や地域の事業所、
行政等が担うべき役割を、彼らが担えるように働き
かけることです。例えば、退院等に関する社会資源
のことなどについては「病院の中のソーシャルワー
カーさん（相談員さん）に相談してみては？」と声
をかけるようにしています。入院者自身で相談でき
るのが一番ですが、それが大きな負担になっている
場合には、同席したり、一緒に相談に出向き本人の
前で代わりに伝えることなど行うようにしています。

５．入院者訪問支援事業について
（１）創設の経緯
入院者訪問支援事業は、上記に示した大阪精神医

療人権センターの「声をきく」取り組みの中の個別
相談活動としての病院訪問をモデルにしています。
この仕組みは2013年の精神保健福祉法改正案の付
帯決議に「医療保護入院や措置入院など、本人の同

意に基づかない入院により治療を行っている患者に
ついて、その意思決定及び意思表明について代弁を
含む実効性のある支援の在り方について早急に検討
を行う」とされたことから、モデル事業や調査研究
等を重ね支援の在り方について検討されてきました。

　2015年には「入院に係る精神障害者の意思決定
及び意思の表明に関するアドボケーターガイドライ
ン」が取りまとめられました。しかし、このガイド
ラインにはアドボケーターが入院者から聴いた内容
を医療者に報告する仕組みが記されていました。こ
れは、医療者がアドボケーターから聴いた内容を治
療や福祉的な支援に活用することを意図されていた
ものと思われますが、医療を受けさせる方向になる
のではないかという懸念の声があがり、制度化は見
送られました。そこで2019年に「入院中の精神障害
者の権利擁護に関する研究事業」が立ち上げられる
こととなります。

その研究班には大阪精神医療人権センターのメン
バーが協力者として参加し、入院者の権利擁護の一
つのモデルとしてセンターの個別相談活動が取り上
げられ、担い手（研究事業では「精神科アドボケイ
ト」、新事業では「訪問支援員」）養成については、
これまでのセンターの研修内容をもとにカリキュラ
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ム作成に協力してきました。
その上で、2021年から2022年の「地域で安心し

て暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検
討会」において、上記研究結果をもとに入院者の権
利擁護制度についての検討がなされました。

その検討をもとに2022年12月に精神保健福祉法
の改正が行われ、精神障害者の権利擁護を図るもの
であることを明確にするとともに、地域生活の支援
の強化等により精神障害者の希望やニーズに応じた
支援体制を整備することが明記され、その一つの取
り組みとして入院者訪問支援事業が設けられました。

（２）事業の概要
この事業は、精神科病院で入院治療を受けている

ものについては、医療機関以外の者との面会交流の
機会が特に途絶えがちになりやすくなることを踏ま
え、入院者のうち、家族等がいない市町村長同意に
よる医療保護入院等を中心として、面会交流の機会
が少ない等の理由により、第三者による支援が必要
と考えられる者に対して、希望に応じて傾聴や生活
に対する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員
を派遣するもの、と定められました。この事業は法
定事業とされ、その実施主体は都道府県・政令指定
都市となっています。具体的には、国で標準化され

た研修を受講し、都道府県等が任命した者（当事者
や医療福祉従事者、弁護士、市民等）が担うとされ
ました。

（３）支援員養成研修について
養成研修では、この事業の意義や役割のほか、入院

者が体験している事、精神医療の現状と課題、知っ
ておくべき資源、精神障害者の人権などの5時間程
度の講義に加え、講義で学んだことを実践に活かせ
るようにロールプレイやグループワークの手法も用
いた6時間程度の演習を想定されています。筆者も

いくつかの養成講座に関わらせていただいたが、当
事者や家族、精神科医、看護師、精神保健福祉士、
市民の方など熱心に受講してもらえていました。

この研修を通じて感じたこととしては、傾聴という
とにかく聴くということだけではなく、入院者の気
持ちを形に変えていくやり取りが必要であり、必要
な情報提供を行う役割がある反面、本来医療機関等
が担うべき役割を肩代わりしないということから、
特に精神保健福祉士等の基礎資格がある方はこの役
割を担う際には、普段行っている調整したくなった
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り、介入したくなるということがとても難しいこと
が挙げられます。

（４）支援員派遣の流れ
入院者訪問支援員の派遣の流れは、入院者から都

道府県等または委託先の事業所の事務局への面会希
望を受け、訪問を担当する入院者訪問支援員を選任
し、面会日の調整を行い、事務局から精神科病院へ
日程の連絡を行い、病院スタッフから入院者へ面会
日を連絡するという流れになっています。その後は、
面会日に訪問支援を実施し、その報告を事務局に行
うこととなっています。

この流れと、大阪精神医療人権センターが行って
きた流れとの違いは、面会日の連絡を入院者への直
接の連絡ではなく、事務局から連絡になっていると
ころにあります。入院者の立場としては、都道府県
等の事務局から入院している精神科病院を経由して
面会日を知るという流れは時に不信感を抱かれたり
しないのかとも感じています。

　（５）２つの会議体
この事業には、精神科病院、精神保健福祉セン

ター、保健所、当事者、当事者家族等が参加し、事
業の実施内容の検討や見直しを行う「推進会議」と
訪問支援員や精神科病院の関係者等が定期的に事業
実施における課題や支援の在り方を検討する「実務
者会議」を行うこととなっています。

（６）対象者について
　　①すべての入院者となっていない事

本事業の対象者は「入院者のうち、家族等がいな
い市町村長同意による医療保護入院等」となってい
ます。「等」がついていますが、中心は「市町村長同
意による医療保護入院者」と法律にも明記されてお
り、一部の入院者の限られています。その理由は、
入院者の中でもっとも面会交流の機会が乏しくなる
とのことですが、家族等おられても面会交流の機会
が乏しくなる方は医療保護入院等の非自発的入院に
限らず、任意入院の方にも多くおられ、本事業の対
象はすべての入院者を対象にすべきであろうと考え
ます。
　②本人からの求めに応じて取り組まれる事
本事業では、入院者本人からの求めに応じて訪問

支援員の派遣を行うこととなっています。このこと
は自ら声を発することのできる方を対象としていると
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言えます。自ら声を挙げることができない方の声を
聴く仕組みも必要であり、大阪府の療養環境サポー
ター制度のように、求めがなくても第三者が精神科
病院に訪問する仕組みも必要です。

６．独立性の確保について

法定事業になると、一定標準化された仕組みとな
るため、各地の特色に応じた運用が困難になること
が考えられます。また、事業化されることで様々な
事業体（営利法人も含め）の参入などが考えられ、
質の担保に対する不安の声もあがっています。

本事業は独立型アドボケイトとして、何ものから
も独立することが重要であることは言うまでもあり
ません。入院者訪問支援事業において、ここでいう

「何ものからも」ということは、入院者にとって精
神科病院との利害関係がない方であるだけではあり
ません。訪問支援員が、精神科医療の現状を知る医
療従事者等であった場合、その経験などから精神科
病院側の立場が分かってしまうことがあるかもしれ
ません。しかし、そのことを一切排除してかかわら
なければ、完全に独立した立場での支援になり得ま
せん。

また、都道府県等や委託先の事業所も精神科病院
との関係性が出てきてしまうこともあるかもしれま
せん。その意味では、委託先となる事業所において
は精神科医療や障害福祉サービス事業の委託等を受
けていない独立した機関が担うことが求められるの
かもしれません。

７．最後に

大阪精神医療人権センターが先行して長く取り組
んできた病院訪問の活動ですが、全国各地に同じ取
り組みを行う団体がなかなか広がりませんでした。
そのような中で、本事業が制度化されたことで多く
の自治体で取り組みが始まっています。各自治体で
は試行錯誤されることと思われますが、各地の実践
を共有し、課題を整理しながら更に広がっていくこ
とを願ってやみません。
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１．研 究 目 的

児童福祉法改正によって、2024 年度から意見表
明等支援事業（いわゆるアドボケイト）導入の努力
義務が課された。導入された場合、子どもが児童相
談所等と相反する意向を持っている場合、原則児童
相談所職員とは別の独立第三者による意見表明の支
援を受けられる。毎日新聞（2024）による調査で
は児童相談所を設置する全 79 自治体のうち約 8 割
の 61 自治体が一時保護中の子どもに意見表明等支
援員の配置を行うと回答している。　　

一時保護所で生活する子どもは、2021 年度統計
によれば 1 年間で 2 万 6358 件である（厚生労働
省 2023）。一時保護所とは子どもの権利擁護の「最
後の砦」というべき場所であるが、居住・移動の自
由の制約や自由に通学することもできなくなるのが
一般的である（教育を受ける権利の制約）。また、
一時保護所のみならず、施設（や里親宅）に行けば、

生活上のルールがあり、自分の希望だけを通すこと
はできない（浜田 2022:22）。また今後自宅に帰る
のか、代替養育なのか等、今後の生活への不安を抱
える子どもが少なくない。

近年では一時保護護所の権利保障をめぐって、
2018 年に「一時保護ガイドライン」が発行され、
権利擁護について明確に規定される等、一時保護所
改革が行われてきた。2024 年４月からは一時保護
施設の運営基準が施行された。運営基準には、「正
当な理由なく、児童の権利を制限してはならない」

（第 10 条１項）、権利擁護や子どもの意見・意向を
尊重した支援の実施、研修の機会の確保（第 17 条
２項）が盛り込まれている。児童相談所からみれば、
このような一時保護改革の中での意見表明等支援事
業という位置づけとなろう。

安部（2023：56）は、一時保護ガイドラインで
は一時保護された子どもへの個別ケアの必要性は強
く謳われているが、「一時保護された子どもたちは
集団生活を強いられる。全国の一保の職員は日 『々な

●自由投稿論文

児童相談所への独立アドボケイト
導入による影響とは

−A児童相談所職員を対象としたインタビュー調査を通して−
栄留里美（西南学院大学）

日本では 2024 年度より子どもの意見表明権の保障の観点から意見表明等支援事業（いわゆるアド
ボケイト）の導入が努力義務となった。導入によってどのような変化が生じるかはまだ明らかになっ
ていない。本研究では児童福祉法施行前に一時保護所に独立アドボケイトの仕組みを試行的に導入し
たＡ自治体の児童相談所職員７名にインタビューを行い、肯定的評価や課題等について調査を行った。
子どもにとっては意見表明の機会の増加、ルールの改善等肯定的な影響があった。職員にとっては外
部の目が入ったことや、実践を振り返る契機になったこと、一時保護所と相談・心理部門で方針が異
なる場面でも子どもの声が中心の方針へと変容したことが語られた。一方、アドボケイト役割理解の
難しさ等の課題がある。課題を解決するために、児童相談所内のアドボケイト担当職員が職員とアド
ボケイトの調整を行うこと、アドボケイトとの対話の機会、本事業及び権利擁護の研修を行うこと等
が示唆された。
キーワード
：一時保護所、児童相談所、意見表明等支援事業、アドボケイト、影響
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ぜあの子だけよくて自分はできないの？』という子
どもからの問いに迫られ、どうしても画一的なルー
ルで生活するようなことが行われている。（…中略
…）『ガイドライン』で描く個別対応が集団生活の
場でどのように実現できるか、全国の一保の職員は
苦労していると思われる。」と述べている。このよ
うに、アドボケイトの導入以前から職員にとっての
権利擁護と集団生活の両立の難しさは生じている。

このような背景がある中で、アドボケイトの導入
がどのような影響を児童相談所に与えるのかは、先
行研究でまだ明らかになっていない。

児童養護施設や障害児施設で行われたアドボケイ
ト導入の先行研究（栄留 ,鳥海 ,堀 ,吉池2022）では、
子どもにとって話す場の増加や子どもが話すように
なった等の子どもにとって肯定的な反応が多かった
が、職員の負担感や組織での対応の必要性も語られ
ている。アドボケイト導入は、国連子どもの権利条
約に規定された子どもの意見表明権の保障を促進す
るための仕組みである一方で、子どもの声を受け止
める側に何が起きるのか早期に検討し体制を整える
必要がある。このような観点から、本研究では児童
相談所に併設された一時保護所にアドボケイトが定
期的に訪問した場合に、どのような影響が児童相談
所職員に生じるのかを明らかにする。

　
２．研究の視点および方法

2021 年６月からＡ自治体の一時保護所に週に１
回６名程度のアドボケイトが訪問した。活動内容は
子どもへの権利啓発や子どもの声を傾聴することで

ある。子どもが職員等に伝えたい場合は意見表明の
支援を行った。相談概要は今後の措置、保護者や友
人との通信、生活のルール等多岐にわたる。アドボ
ケイトは子どもアドボカシーに特化した民間団体の
構成員である。この団体は非営利の法人格を有して
いる。このような団体のことを、本研究ではアドボ
ケイト団体とする。子どもアドボカシーの６原則（子
ども主導・エンパワメント・守秘義務・独立性・子
ども参加・機会の平等）を行動の基準とし、子ども
アドボカシー養成講座を修了した者が派遣されてい
る。導入から９か月後の 2022 年 3 月、A 自治体 B
児童相談所内の個室にて、児童相談所職員７名に個
別のインタビュー調査を行った。対象はアドボケイ
ト経由で子どもの意見表明に関わったことのある職
員である。年齢と役職が偏らず肯定的な意見だけで
はない多様な意見が聞ける方に話してもらえるよう
児童相談所側に調査依頼を行った。その結果、児童
相談所所長・一時保護所課長・児童福祉司兼アドボ
ケイト担当・児童福祉司２名・児童心理司・一時保
護所職員に半構造化インタビューを行った。

インタビューでの主な質問は以下のとおりであ
る。

１）あなたにとって、子どもにとって、児童相
談所にとってアドボケイトを導入したことでど
のようなメリットと課題があったと感じていま
すか。
２）全体的に評価するなら，次のどれにあたり
ますか「・とてもよかった　・まあまあよかっ

表１　インタビュー協力者の基本属性

記号　性別　年代　職　責　　　　　　　　　　　資　格　　　　　　　　　社会福祉分野での職務経験

ａ　　男性　60代   児童相談所所長　　　　　　　教員免許　　　　　　　　45 年

ｂ　　男性　60代   一時保護所課長　　　　　　　社会福祉士　　　　　　　41 年

ｃ　　女性　50代   児童福祉司兼アドボケイト担当　　保育士・社会福祉士　　　25 年

ｄ　　女性　40代   児童福祉司　　　　　　　　　社会福祉士　　　　　　　17 年

ｅ　　男性　20代   児童福祉司　　　　　　　　　社会福祉士・介護福祉士　7 年

ｆ　　男性　30代   児童心理司　　　　　　　　　公認心理師　　　　　　　6 年

ｇ　　男性　20代   一時保護所職員　　　　　　　保育士・社会福祉士　　　4 年
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た　・あまりよくなかった　・よくなかった」
３）より良い実践にするにはどのようなことが
必要でしょうか。
４）その他感じたことはありますか。

本研究では、インタビュー協力者本人から許可を
得て IC レコーダーに録音し、逐語録を分析対象と
した。分析方法は定性的（質的）コーディング（佐
藤 2008）を参考にした。定性的（質的）コーディ
ングは次の手続きを経て実施した。①インタビュー
から得られたデータ（逐語記録）から意味内容ごと
に「コード」を生成した。②一般化を図るために、

「コード」間の関係性および先行研究との比較を行
いながら「カテゴリー」を生成した。③複数の「カ
テゴリー」を元に「コアカテゴリー」に分類した。
この①から③の手続きを繰り返して行った。なお、
分析は、研究者・研究協力者間で検討を重ねた。 
表は村社（2012）の「カテゴリー、コード、デー
タの一覧表」を参考に作成した。なお、「」は職員
の語り、長文の職員の語りは□内に記載した。<>
はコード、【】はカテゴリー、｛｝はコアカテゴリー
である。

３．倫理的配慮

児童相談所所長及びインタビュー協力者に対して
調査目的や秘密保持について口頭と文書で説明し、
同意書を交わした。本研究は大分大学福祉健康科学
部研究倫理マネジメント委員会の承認（承認番号
F210019）を得ている。本発表に関連して、開示
すべき COI はない。研究結果については、個人が
特定されないように機関名・個人名を匿名にし、ケー
スの事案に関することは可能な限り伏せている。

４．研 究 結 果

インタビューデータをもとに、全体で 119 コー
ドを生成し、34 カテゴリー、９コアカテゴリーに
整理した。それらを、肯定的評価・課題・その他に
分類した。

その結果、肯定的評価として 80 コード、18 カ

テゴリー、４コアカテゴリーに整理した。課題とし
て 30 コード、11 カテゴリー、３コアカテゴリー
に整理した。肯定的評価にも課題にも当てはまらな
いものをその他として分類し、９コード、５カテゴ
リー、２コアカテゴリーに整理した。

また、アドボケイトに対する評価の傾向を把握す
るため、上記質問項目２）で所感を聴いている。イ
ンタビュー協力者６名中３名が「とても良かった」
を選択した。１名が「とても良かった」と「良かった」
どちらもあるという選択をした。１名が「まあまあ
良かった」である。１名がどれも選べないが好意を
持っていると回答した。この結果から、おおよそ良
かったまたは好意はあるという傾向が見られた。

１）アドボケイト導入の肯定的評価
職員がアドボケイトの導入としての肯定的評価と

して語ったものについて、コアカテゴリーを｛組織
への影響｝｛職員への影響｝｛子どもへの影響｝｛シ
ステムの影響｝と分類した。以下にコアカテゴリー
を見出しとして詳細を述べる。

①組織への影響

{ 組織への影響 } についてのカテゴリーは【一時
保護所は閉鎖的なので第三者訪問で改善促進の契
機】【相談・心理部門と一時保護所をつなぐ存在に】

【導入というチャレンジができたこと】であった。【一
時保護所は閉鎖的なので第三者訪問で改善促進の契
機】として、閉鎖的な環境だからこそ外部のかかわ
りの意味が述べられている。一例として f の語りを
取り上げる。

「（複数の一時保護所を見てきたので）一時保
護所の生活環境ってどうなのかなとか、これは
一時保護所の中だけで許されるわけであって、
世の中には決してオープンにできないこともた
くさんあるなあというのをよく感じることが
あったので。そもそもどうしても第三者的な立
場の人に子どもたちの素直な意見を発信して、
それを聞いてもらえるというのはすごく大事な
ことだなというのを、改めて「ハッ」と思いま
したね」（f）

ｆは、数々の児童相談所を勤務してきた。「決し
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てオープンにできない」と思うことに対して、外部
の目が入ることについて語った。「外部」という意
味では「第三者評価の方が良いのではないか」と調
査者は伝えたが、個々の子どもの意見に耳を傾ける
ことに第三者評価との違いを感じていた。またbは、
アドボケイト導入前から子どもの人権擁護の観点か
ら、子どもの声を聴ける職員の養成に力を入れてき
た。ただ、第三者のアドボケイトに子どもが話す様
子をみて、次のように語った。

「面と向かって生活の中での要望、不満とか
特定の職員の振舞いに関しての不満っていうの
はなかなか当事者には話しにくいんだなという
のは少し感じますね。」（b）

また、【相談・心理部門と一時保護所をつなぐ存
在に】になったことも多く語られている。

子どもの生活をみている一時保護所と、家族や関
係機関と連携して今後の行先を考える相談・心理部
門（児童福祉司と児童心理司など）は方針が異なる
ことがある。そのときに、子どもの声に基づいて、
相談・心理部門と一時保護所という両者をつなぐも
のとしてアドボケイトが機能していた。そのことは、
おとな中心ではない「進んだ」児童相談所で「良かっ
た」と職場イメージの向上につながっていた。

「一時保護（所）がその子への対応とかスタ
ンスっていうのがちょっとちがうかなっていう
感じはあって、お伝えはしていたりしたんです
けど、すごく難しい子だったので一時保護所と
しても大変だし、『こっちは大変なのにちゃん
とわかっているのかな』みたいな。

 感情的になられたりとかっていう面があっ
て、ちょっと対立関係みたいな形になってたの
で。担当同士の話から完全に中間管理職同士の
やりとりみたいになってて、もう下っ端として
はなるようにしかならないみたいなのを思った
ところで、傍から見ると、本人たちの、子ども
たちからはこういう意見が出ていて、アドボケ
イトの方から見てもちょっと保護所の対応とし
ては違うんじゃないかなっていう（子どもの）
意見を出していただいたことで、結局変わった
みたいなことになったんです。

それは本当におとなの管理の都合の問題と
か、おとなの気持ちが優先されていたりとか、
子どもの福祉にとってどうなのかっていうのが
だんだんずれていっているのに、屁理屈みたい
な理屈ができて、結局そういうのが揺るがせな
いっていうのをよく体験して、なんて理不尽な
んだろうっていうことを度々感じていたので。
進んでる児相で良かったなって思いましたね 」

（f）

②職員への影響

{ 職員への影響 } について以下の図表２のように
整理した。カテゴリーは【アドボケイトの役割への
理解が促進】【いろんな人の手を借りられること】

【子どもと職員の間をとり持つ役割】【自分の仕事を
振り返る契機】【不安要素が助長されなかったこと】
である。

児童相談所内でアドボケイト担当をしている職員
は、何度も職員にアドボケイトについて説明してい
たが、導入当初、「『この子こういう事言う子なんで
すよ。』とかやっぱりみんなちょっと自己防衛に走っ
ちゃうという感じは最初ありましたけど。でも最近
は『分かりました。お願いします。』みたいな感じ
になったりとか。」 （c）という語りのように、浸透
してきたという。　

ｃや f はアドボケイトからの意見表明によって子
どもが理解できていない事柄を理解したことや自分
自身の仕事を振り返ることにつながったという。

【自分の仕事を振り返る契機】

絶対（子どもに）説明してるんですよ。で
も分かってなかったっていうのと、あと子ど
もが心理さんに話をしたいって言って挙げた
名前が福祉だったんですよね。であれ福祉と
心理のそもそも仕事の違いが分かってなかっ
たんですよね。で私達って当たり前に私が福
祉であの人が心理ねって説明するし、自己紹
介もするけど。で福祉は心理ってこういう仕
事してくれるよとか、こういう話聞いてくれ
るよって説明するんだけど、自分のことって
説明しないなって思って。福祉ってどっから
どこまで何をやるのかっていう （c）
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表２　肯定的評価：職員への影響
図表２

コアカテゴリー カテゴリー コード
専⾨職だと助⾔しようとするがアドボケイトは純粋に
話を聞くこと

職員が最初は⾃⼰防衛に⾛る感じはあったが、最近は
慣れてきた様⼦
いろんな⼈の⼿を借りられること
職員は全体を⾒ないといけないが、⼦どもと⼀対⼀で
関わってくれること

⼦どもと職員の間を取り持ってもらったことで理解が
促進

⼦どもの意⾒表明が、話のタネになること
1回の説明では⼦どもは理解できていなかったと気付く
きっかけになったこと

⼀時保護所にいる理由を再度説明
⼦どもが⼼理司と福祉司の違いを認識するのが困難と
気づくきっかけに

分かっていなかったことを伝えてくれてよかったこと

おとなが誠意をもって対応できる良さ

職員は聴くが、落としどころに向けるために説得

おとなや社会の都合だが、⾔えないため「あなたのた
めだよ」 と⾔ってきたこと

施設⼊所に説得させるときでも、⼦どもが空気を読ん
で帰りたいと⾔えていないのではないかということ

気を遣わせて本⾳を⾔えないパワーバランスを利⽤し
ているのではないかと感じることあり

友達に無事を伝えたい⼦の対応は正直⾯倒臭さもあっ
たが、⼦どもにとっては⼤事

⼦どもの思いを叶えるステップにエネルギーを割くこ
とを回避してた可能性。実践を振り返る機会に

⼦どもの「〇〇が欲しい。」と⾔う背景を知ることが
職員の役割と理解する契機に 

本当のニーズを探ることが職員の役割

職員側が⽤意したチャンネルに限らず、沢⼭⾔える場
を⽤意しないといけないことに気付く契機

ケース数の多さから、以前は後回しになることがあっ
たこと

⼦どもの声を通じたアドボケイトの活動によって、実
践の振り返りになること

アドボケイトと話したことを受けて、⼦どもが⾃宅で
も好きなファッションができるように、⺟親が受け⼊
れられるよう調整

組織やおとなの事情で進めていることを気づけて
⾔語化する機会

不安要素が助⻑されなかっ
たこと

特性がある⼦だったので、不安はあったが特に問題な
かったこと

肯定的評価：職員への影響

職員への影響

アドボケイトの役割への
理解が促進

いろんな⼈の⼿を借りられ
ること

⼦どもと職員の間を取り持
つ役割

⾃分の仕事を振り返る契機
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また、f からは、子どもの意見表明の内容から「お
となの都合だったのだったのではないか」「遠慮さ
せていたのか」という振り返りになったという意見
もあった。

「おとなの都合でヒヤッとするのは、友達に
自分は無事だっていうのを手紙で伝えたいとい
う子がいたんですけど、担当者的にはヒヤヒヤ
するんですよね、なんか。ちょっとイレギュラー
な対応だし、誤解を生みかねないようなステッ
プをいくつか経ないといけないので、結局やれ
ることはやって渡せなかったっていう結果だっ
たんですけど。それは結局おとなの都合なの
で、こっちはめんどくさいなと正直思っちゃい
ます。でも、彼にとってそういうのが発信でき
たっていうのは大事だったなっていうことと、
手紙を出したいとか自分の安全を友達に伝えた
いとかは、心理司と福祉司に言ってなかったっ
てことは、その子なりにわきまえてくれてたの
かなっていうことで、彼は社会性のある子なん
だなっていう見立ても出来ましたし、一方で遠
慮させてたのかなとか、その子がどういう子な
のかを考える上でもいい材料になったなってい
うのもあったので」（f）

③子どもへの影響　
{ 子どもへの影響 } について以下の図表３のよう

に整理した。カテゴリーは【プロセスの共有が子ど
もにとって意義有】【子どもが話すようになったこ
と】【子どもの意見表明の場の増加】【子どもの良い
表情】【退所後も一時保護所に助けを求めようと思っ
てくれる可能性】【導入によってルール等が改善】
である。

一時保護されている子どもたちは虐待を受けて
いることが多く、話を受け止める・気持ちを聴
いてくれるということが「非常に良かったので
は」という評価が a( 児童相談所所長 ) からあった。…

「児童虐待を受けたお子さんが多いんで、やっ
ぱり話しをちゃんと受け止めてくれるっていう
経験をですね、そのあんまりしたことがないん

じゃないかなって思っていて（…中略…）子ど
もにとったら、非常に良かったのかなという風
に思います。」（a）

実際に意見表明を受けた子どもたちも話を聴いて
「すっきり」していたことや「嬉しそうな」（e）表
情を見ることで、子どもへの影響を感じていた。

　
「もちろんメリットは多くて、本人も

やっぱり話したいところで、話したい気持
ちが強いお子さんなのですっきりもします
し・・ 嬉しそうでしたね。本当にやりたい
ことはこれなんだろうなと思ったので、そ
れをずっと制限しちゃうのもよくない」（e）…

一時保護所の職員（g）もアドボケイトが決まっ
た時間に来てくれることで子どもにとって話ができ
る見通しが持てると語った。

「なかなか子どもの意見を（職員が）個別に
入って話を聞ける時間っていうのも限られてき
ちゃうので、そこは時間をとってやるようには
してますけど、『今話したい』っていう需要に
対して応えられなかったりするので。決まった
時間にアドボケイトさんが来てくれて、話しが
できるよっていう見通しも持てますし、安心感
なのかなとは思います」（g）

④システムへの影響　

アドボケイト団体、相談・心理部門、一時保護所
という全体に影響し合う｛システムへの影響｝につ
いて、カテゴリーは【アドボケイトとの対話で相互
理解】【アドボケイト団体との信頼関係】【児相のア
ドボケイト担当職員が仲介したことで円滑化】とい
う３つである。

アドボケイト団体との信頼や対話があったために
相互理解が深まっていったという基盤があり、児童
相談所の中にアドボケイト担当がいたことがカギと
なっていた。アドボケイト担当は児童相談所での勤
務経験が長く、職員の気持ちを否定せずに、子ども
が言いたいことを確認しに行き、職員に対して建設
的にアドバイスしたという。

　【児相のアドボケイト担当職員が仲介したこと
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表３　肯定的評価：子どもへの影響
図表３

コアカテゴリー カテゴリー コード

⼦どもからの⼿紙は渡せなかったが、プロセスの共有
ができたことから悪い経験にはならず

叶えられなくても、聴いてどうしたらいいか⼀緒に考
えることが⼦どもの満⾜につながったケース

⼀⽅的にあてがわれるのではなく、⼦どもの声やアイ
デアを集める中で物事を決められることを⼦どもが理
解

叶えられなかったとしてもちゃんと考えてくれた経験
から、饒⾆になったこと

意⾒を⾔うことに対して⼦どもたちの抵抗がなくなっ
てきたこと

満たされないので何度も⾔えること

虐待を受けた⼦どもにとって話を受け⽌めてくれる経
験はあまりないため⾮常に良いこと

⼦どもたちに⼈間関係の悩みはあるため、沢⼭の話を
聴く機会が必要
⼦どもにとって良かったこと
⼦どもの意⾒の引き出しの増加

決まった時間にアドボケイトが来て話ができるという
⾒通しを持てること
⾔えるチャンネルは沢⼭⽤意
⼀⼈の⼦どもから３、４回の意⾒表明を受け取り

⼦ども本⼈の気持ちがすっきりしていたこと

⼦どもの嬉しそうな表情
退所後も⼀時保護所に助け
を求めようと思ってくれる

可能性

⼀時保護所の評価が向上し、助けをもとめようという
⼦どもが増加する可能性

⾊々と改善
リンスインシャンプーがリンスとシャンプーに別々に
なったこと

親とのつながりや⽣活の不満などがアドボケイト活動
で聴かれること

アドボケイトに⾔えば責任者に話がいくことを期待

肯定的評価：⼦どもへの影響

導⼊によってルール等が改
善

⼦どもへの影響

プロセスの共有が⼦どもに
とって意義有

⼦どもが話すようになった
こと

⼦どもの意⾒表明の場の増
加

⼦どもの良い表情
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で円滑化】

こうしちゃだめよって頭ごなしでは絶対おっ
しゃらなくて。私はこう思います、じゃあこう
しますってちゃんとこう調整してくださる感じ
というか。なので、もしそこがぶつかっちゃた
り意見が合わなければ大変だったと思うんです
が、これまではその相手のお子さんの特性もす
ごく個性がある人ばかりだったし、間に入っ
てくださった c もすごくきちんとつないでくだ
さったので私の中では特に負担感もなければ、
なんか言われちゃったっていうのもあんまこう
なかったですかね。 （d）

先にちょっと確認してくるねとか、アドボケ
イトさんの伝わり方がちょっと分かんないから
確認してくるとかしてくださるのでそこはあり
がたいですね。 （d）

アドボケイト担当ｃは職員に伝えたうえで、意見
表明を実現しようと新たな試みをしていた。以下の
語りは、意見を受け止める側の意見実現支援の在り
方が伺える。

「一時保護所の決まりではお手紙は渡されて
は困る。もうそれは絶対になしとしてるからダ
メ。じゃあ間を取って、せっかく書いたお手紙
なんだから渡さないけど見せてあげるのはどう
ですかって言って、そういう風に見せたんです
よ。とかいうのはあって。持って帰ってもらう
はしないし、後はそういうのって別にいいお手
紙だったら良いけど、まあどんなお手紙であっ
ても渡せるのであったら嫌なお手紙渡すってい
う人もいるかもしれなくって。それは良くない
よねって。やっぱりオープンにしていった方が
良いこともあるよねとは子どもには言ったんで
すけど。」（ｃ）

子どもの声が実現できるように、手紙を渡せない
なら子どもの思いを見てもらうために手紙内容を読
み上げる方法はないかなど工夫を行っていた。

ルールだからできないというのではなく、職員を
否定するわけでなく、オルタナティブな提案ができ
る担当者の存在が事業全体に良い影響を与えてい

た。

２）アドボケイト導入の課題　　
職員がアドボケイトの導入の課題として語ったも

のとして、｛職員への影響｝｛子どもへの影響｝｛今
後のシステム｝と分類した。以下にコアカテゴリー
を見出しとして詳細を述べる。

①職員への影響

｛職員への影響｝について、カテゴリーとして【子
どもの新たなニーズの掘り起こし希望】【情報共有
しないことによる難しさ】【子どもの特性への対応】

【職員が子どもの真のニーズを理解することが必要】
【子どもが落ち着いた時期に面談希望】の５つのカ
テゴリーを生成した。

特に、特性のある子どもへの対応が課題という声
が挙げられた。子どもたちからの声に対応する側の
職員として以下のようなことが挙げられていた。

「自閉スペクトラム症的な子がかなり多くて。
それから被虐待に伴う相当認知が歪む、ずれる
子が多くてですね。（中略）率直に言えばアド
ボケイトがいなければ子どもはそういう声を出
さなかったので、属に嫌な言い方をすればその
分の私の仕事はなくてですね」（ｂ）

また、児童福祉司は、実際に何か対応が必要になっ
たことはないが「考えすぎた」部分があったと感じ
ている。結果としては子どもは聞いてもらって「大
満足」だったという。

「お子さんとしては『僕は家でも上手くやっ
ていくから大丈夫だ』っていう気持ちで、『早
く帰してくれ』っていう主張で、でも私たちお
となとしては安全が保障できないから返せな
いって判断になる訳で、そこで本人もいろいろ
不満が溜まってしまったであろうことなので、
それは私の力不足もあるんですけど。そこで第
三者の方に話を聞いてもらって本人はすごい満
足だったと思うんですよ。ちょっと我々として
はあまりこの件に関してはいろんな人を交えて
しまうと、早く家に帰れるかもっていう期待を
本人に持たれてしまうと少しケースワークやり
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づらくなるっていうのがあったので、ケースバ
イケースでやれたらなっていうのが正直な意見
でした」（e）
「（調査者）実際は帰れるんじゃないかとかそ

ういう思いになったということは（ありました
か。）はい、なかったんですけどこっちが考え
すぎてた部分があったので。そのお話を頂いた
ときの素直な気持ちというのはそういう感じで
したね。でも結果なにもなくて有難いことによ
くお話を聞いていただけたので本人も大満足で
した」（e）

こういった懸念があるため、情報共有することの
必要性や意見表明があっても職員側は「真のニーズ」
を掘り下げて考えて対応するのが職員の役目 ( ｂ )
だということが語られている。

②子どもへの影響

｛子どもへの影響｝について以下の図表４のよう
に整理した。カテゴリーとして【子どもの意向を叶
えられないことへの影響】【職員に内緒で面談しに
くいという一時保護の特性】がある。「話を聞いて
くれるっていうのは子どもにとっての捉え方ってか
なりまばらで、低学年なんかは自分の思いを全部聞
いてくれるっていうようなニュアンスでとっちゃっ
て。（ｇ）」というように、子どもが意見表明をする
ことで、特に低学年の子どもや「特性」がある子ど
もたちは言ったことが叶うと期待してしまうことが

あるという。
また、一時保護所というのは安全を確保する場所

なので、子どもが「こっそり」話せる場所がほとん
どない。したがって、職員に内緒で相談することが
できない施設の構造となっていることが子どもに
とって課題となっているのではないか ( ｂ ) とのこ
とだった。

③今後のシステム

｛今後のシステム｝について、カテゴリーとして
【アドボケイトへの資金投入希望】【児童福祉審議会
にかけることになるなら不安】【仲介役のアドボケ
イト担当が異動することの不安】【退所後の親子関
係に影響しないか心配】という懸念があった。アド
ボケイトの給与を上げるために公費投入が必要であ
ることが語られた。職員が頼りにしている仲介役の
アドボケイト担当（児童相談所職員）が異動した場
合にどうするのか、自宅に子どもが帰っても子ども
の声を聴いてもらえるような環境ばかりではないた
め、親子関係に影響するのではないかと懸念があげ
られた。
３）その他の意見に関すること　　
肯定的でも課題でもない、その他のカテゴリーと

して【導入前から子どもの声を聴こうとする組織・
人材】【職員の権利意識の醸成が必要】【管理職が組
織として取り組む必要】【児相のアドボケイト担当
職員が仲介することが必要】【評価はまだできず】
という５つがあった。今回調査をした児童相談所は

図表４
コアカテゴリー カテゴリー コード

期待させてしまうのはかわいそうだということ
  ⼀時保護所の⽅針で⾔えないことがあったときの⼦ど
もの怒り
アドボケイトに⾔うことで⼦ども⾃⾝が正しいという
思いが強化された可能性
 実際には⼦どもの気持ちが強化されることはなかった
が、最初に話を聴いたときに⼼配 
 期待を持たせるような寄り添いは控えてもらえたら安
⼼

職員に内緒で⾯談しに
くいという⼀時保護の
特性

常に⼦どもがどこにいるかを把握する任務がある中
で、⼦どもとの⾯談の独⽴性を確保することの⽭盾

⼦どもへの影響

⼦どもの意向を叶えられ
ないことへの影響

表４　課題　子どもへの影響
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アドボケイト導入前から権利擁護に力を入れてきた
背景があること、管理職を含め権利擁護への意識が
高くなくては、導入しても形骸化してしまうことが
指摘された。「まだ課題もあるので評価できない」
という声もあった。「認知の歪み」などがある子ど
もに対応している職員からは「いい迷惑だ」という
声もあるが、それは権利を認めないといけないと職
員に伝えているという。（b）は以下のように権利
の意識がないと形骸化することを懸念している。

　　
（アドボケイト導入を）やってくためには受

ける側の施設の職員が、一枚岩とまではいかな
くても、権利の考え方とか声を聴くことの大切
さみたいなところでまとまっていないと、人が
入れ替わったりとか時間がたって何となく風化
して行っちゃったりとかというところがあるの
かなと。だから受ける側は、今でこそアドボケ
イト（を）一時保護所に入れなきゃいけないっ
てあちこちで話題になって、国も言っててマス
コミも取り上げて注目されていますけど、じゃ
あ 3 年、5 年たって注目されなくなったときに、
今と同じような意識でいられるのかと言った
ら、何もしないでいると多分沈んでいっちゃう。
だからやっぱり常に、例えば被措置児童虐待禁
止と同じくらいのレベルで、子どもの声を聴く
ことの大事さを伝えて伝承していかないと、職
員の研修の必修科目くらいにしていかないとと
は思います。（ｂ）

５. 考察
     
本研究のコアカテゴリー、カテゴリーを使用し、

図表５として結果図を作成した。
本研究ではアドボケイト団体と児童相談所のアド

ボケイト担当職員との信頼関係やアドボケイト担当
職員と児童相談所職員との連携という｛システムへ
の影響｝が土台となり、組織・子ども・職員にとっ
て良い循環が生まれていたことが明らかになった。
特にアドボケイトという第三者が児童相談所に定期
的に訪問したらどうなるのか職員は不安に感じてい
たが、アドボケイト担当職員が仲介したことで円滑
な運用につながっていた。そのうえで、職員にとっ

ては、多様な人の手を借りられることや子どもたち
がわかっていなかった部分を理解できる等の実践の
振り返りにつながっていた。

子どもたちが話すようになったことや、たとえ結
果がうまくいかなくともプロセスを開示することに
よって納得感を得られたことが語られた。その結果、
子どもの良い表情につながったという。また導入に
よって、ルールが改善したこともあった。このよう
な結果から、一時保護所退所後も助けを求めようと
思ってくれるのではないかという期待もあった。

一方で、課題として、子どもの「特性」によって
は情報共有が必要だったのではないかという意見
等、職員とアドボケイトの対話の機会が求められて
いた。今回の調査では児童相談所内のアドボケイト
担当の役割が職員たちから頼りにされていた。だか
らこそ、その方が異動になったら不安だという声が
あった。

肯定的でも課題でもない｛その他｝として、そも
そも導入前から子どもの声を聴こうとする組織であ
ることや職員全体の権利意識の醸成・管理職が組織
として取り組む必要性など、「組織づくり」に対す
る意見が散見された。本調査では、職員個人への影
響というよりも組織やシステムへの影響や体制づく
りについて力点を置いて話されていた。　

施設訪問アドボカシーに対する児童養護施設や障
害児施設の職員評価と比較検討すると、類似してい
るところも多かった。たとえば、「外部の目」とい
う表現（鳥海 2022:14）や子どもへの肯定的な変化、
職員が多忙で個別の声を聴くことが後まわしになっ
てしまうことの反省や気づきという点も同様である

（栄留 2020; 鳥海 2022）。また子どもから聴いたこ
とについて情報開示を希望する意見も同じである
( 栄留 2020)。

今回、一時保護所という特性を踏まえた対応も必
要であることが明らかになった。すなわち、一時保
護所は閉鎖性が高いからこそ第三者訪問の意義があ
ることや、一時保護所で子どもの声が聴かれたこと
で子どもが【退所後も一時保護所に助けを求めよう
と思ってくれる可能性】があることが語られた。「子
ども」の声を中心に方針を考えることになるため、

【相談・心理部門と一時保護所をつなぐ存在】とし
てアドボケイトは肯定的に受け止められていた。児
童相談所内に一時保護所が併設されていないことも
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あるが、相談・心理部門と一時保護は密接な関係が
ある。その両者の方針の違いをつなぎ、子ども中心
の支援に変容させていく役割という新たな肯定的評
価が見出された。

さらに、児童相談所とアドボケイト団体をつなぐ
役割として、児童相談所のアドボケイト担当の存在
が高く評価されていた。この職員は相談・心理部門
のスーパーバイザーでもある。子ども側・職員側の
双方の気持ちを受け止め、それぞれの特性に合った
対応を助言していた。加えて、月１回アドボケイト
団体と一部職員での話し合いにより役割理解の促進
につながっていた。このような児童相談所側の体制
の重要性が示唆された。

子どもの意見表明権に対する啓発やアドボケイト
と職員が情報共有しないことへの理解については、
今後の研修が重要となってくるだろう。「子どもか
らのみ情報を得る理由」は子どもアドボカシーの６
原則の「子ども主導」を貫くためである。このこと
についての理解や子どもの意見表明への十分な理解
が必要である。
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」で

は、「（児童の権利擁護）９条（２）」に、「 一時保
護施設においては、入所した児童に対し、その意見
又は意向（法第三十三条の三の三に規定する意見聴
取等措置において表明された意見又は意向を含む。）
を尊重した支援を行わなければならない。」とある。
また、17 条（２）には、「都道府県知事は、一時保
護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一
時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童
の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な
事項に関する研修の機会を確保しなければならな
い。」とある。したがって、意見・意向を尊重する
ための研修が確保される必要がある。この基準を踏
まえて、改訂されている一時保護ガイドライン ( こ
ども家庭庁 2024a:36) には、職員の資質向上には
正規の職員だけでなく、臨時職員も含めた権利擁護
の研修の機会の確保についても記載されている。全
職員に対する研修の機会を通じて、意見表明権や意
見表明等支援事業について理解を深めることが必要
であろう。

但し、運営基準には、意見聴取等措置については
書かれていても、意見表明等支援事業の理解につい
ては明記されていない。今後運営基準への掲載が必

要だと考える。
現時点では、意見表明の実施に係ることであるた

め、意見表明等支援事業を導入している自治体は意
見表明等支援事業の研修を行う必要があると解釈
し、全職員に実施する必要がある。その際に、アド
ボケイトと児童相談所職員との視点の違いについ
て、一時保護所職員になじみのある伝え方が必要で
ある。

茂木（2023：70）は、一時保護所に関係するチー
ム図を作成している。一時保護された子どもを真ん
中に、身近な生活の中にいる一時保護の各種スタッ
フ、周囲に児童相談所の児童福祉司等、さらにその
外側に地域社会の中にいる子どもを支えるさまざま
な人々、の三層構造の図を示している。その三層構
造の中の一つとして、茂木は「アドボケイト」を位
置付けている。そして、各機関の役割と限界を知る
ことが必要だと述べている。

木ノ内（2023：225-226）はアドボケイトと一
時保護職員との役割の違いを次のように述べてい
る。

子どもの衣食住を保障し、安全な生活を通し
て、子どもの権利擁護を実践しているのは一時
保護職員である。それを「線」とすれば、アド
ボケイト活動は「点」である。線の上に子ども
の安全・安心は保障される。その中に「点」と
して子どもが意見を表明する。その「点」にア
ドボケイトが光を当てることで、よりきめ細か
い子どもの権利擁護活動となる。

このように、アドボケイトの役割に加えて、一時
保護所や児童相談所の全体像からみる視点の違いを
明示することが、職員にとって理解しやすいのでは
ないかと考える。

本研究では、アドボケイトに対する児童相談所職
員への影響について考えてきた。これまで述べてき
たように、アドボケイトの導入は子ども中心の支援
になっていくメリットを職員は感じている。他方で、
それを支えるために職員や組織の対応が必要になっ
てくるという点が課題として捉えている。その背景
には、研修等の啓発的な側面だけではなく、かねて
から指摘されているように児童相談所の職員体制の
課題もある。児童虐待の通告件数の増加等の負担増
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に併せて児童相談所職員の人数は増えているが、勤
務年数３年未満の児童福祉司が 46％、勤務年数３
年未満の児童心理司が 43％と経験年数が浅い人た
ちが中心になっていることが多い（こども家庭庁 
2024b:1512）。一時保護所も、児童指導員・保育
士については、経験年数が １年以上３年未満の職
員が多く配置されている（PwC コンサルティング 
2022: ⅱ）。さらに現行の職員体制については、８
割の一時保護所が「不足している」と感じている。 
また一時保護所職員の日中の身体的・精神的負担を
感じる業務については、「生活指導（トラブルへの
対応）」の回答が最も多かった。弦間・仲（2022）
の調査によれば、児童相談所配属初期には戸惑いも
多いが、職場に相談していいのかわからず援助を要
請することが難しい傾向があることを明らかにして
いる。

このような状況からも、経験を積んだアドボケイ
ト担当の児童相談所職員が職員とアドボケイトの間
の調整役になるのは全国的にも参考になるだろう。
その場合に、どのような人物がアドボケイト担当に
なるのかという点が鍵を握ることになる。児童相談
所での経験が長いだけではなく、今回の調査では①
アドボケイト役割を十分に理解していること②子ど
もの権利に精通していること③子どもの気持ちや職
員の気持ちを受容でき、信頼されていること④アド
ボケイト団体とも円滑なコミュニケーションをとれ
ること等の条件があった。

本研究の限界について３点述べる。第１に、当初
アドボケイトを導入している児童相談所が数少な
かったために１つの児童相談所を対象とした。一時
保護所におけるアドボケイトの活動形態には様々な
ものが出現している。今回のように定期訪問する団
体や生活の場に入らずに相談したい子どもが相談す
る形、相談があったら訪問する形などである。今
後、今回の調査をもとに、定期的な訪問以外の方法
を行っている児童相談所等、複数の児童相談所での
調査を行っていくことが求められる。

第２に、一時保護所職員については、課長とケア
を担う現場職員のみにインタビューを行っている。
今後ケアを担う職員に複数人聴くことで、相談・心
理部門の職員との考え方の違いを明らかにする必要
がある。

第３に、今回は児童相談所内の職員の中からアド

ボケイト担当（アドボケイト団体と子ども・職員を
仲介）を置くことで事業が円滑に実施されていた。
したがって、アドボケイト担当を児童相談所内に配
置しないことによってかなり差が生じてくる可能性
があることが示唆された。他の自治体の例も参考に
仲介方法について明らかにする必要がある。
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The Impact of Introducing Independent Advocates to Children Social Care
- Insights from Interviews with Staff at Center A
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improvements in institutional rules. They also noted that the involvement of advocates 
brought constructive external perspectives, encouraged staff reflection, and helped shift the 
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On the other hand, challenges included difficulties in understanding the role of the advocate. 
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●VOICE

熊本学園大学大学院　修士課程１年
橋口 侑果

思いが伝わらない幼少期
私は、脳性麻痺という障害を持って生まれた。物心がついた時には療育に通い、リハビリで

おとなに褒められようと頑張っていた。リハビリを頑張れば障害が治り、おとなたちが私の
存在を認めてくれると思っていた。実際にできないことができるようになった時はたくさん
褒めてもらえた。そのため、「今の動かない自分はいらない」と自己否定に走り、おとなを信
じることができなかった。そのような恐怖から当時は、何かあるたびにすぐに泣いていた。
言葉も知らなかったため感情を上手く伝えられず泣くことしかできなかった。両親や祖父母
は私の気持ちを理解しようと必死だった。感情や思い、考えがあったにもかかわらず、5歳の
時に「知能は2歳児」と通院先の専門職から言われてしまった。

4歳になる頃、地域の保育園に入った。保育園はインクルーシブ保育1）ではなく統合保育2）

であった。園の先生たちも私の声を無視して、できないことが多い私に腹を立てていた記憶
が残っている。頑張って自分の思いを伝えても「自分でできないのにわがまま」と捉えられ
私の声に耳を傾けてもらえなかった。運のいいことに友人に恵まれ、口数の少ない私の反応
を見ながら手助けをしてくれた。

思いを受け止めてくれる学校は私の居場所
小学校は友人が上げてくれた声のおかげで地域の学校に入学することができた。小・中学

校では支援員の先生をつけてもらい普通学級で過ごした。支援員の先生からは、「友達になろ
う」と言われ、友人のような関係になった。そのようなこともあり、学校全体が私にとって
のアドボケイトだった。クラスメイトは事あるごとに私の気持ちを確認してくれた。

１年生の時は、給食の前まで泣いたりもしていたが、友人は私の気持ちにすぐに目を向け
てくれた。「仲間だから」という理由だけで一緒に参加する方法を懸命に考えてくれた。いつ
しか「障害があるから」と口にすると友人から怒られるほど対等な関係になった。そして、
支援員の先生は学校生活における小さな不安と向き合い、学校に伝えにくいことも伝えてく
れた。普段はトイレ・食事介助がメインでそれ以外の時は他の仕事に取り組んでいた。その
ような中、私が昼休みに「外で歩きたい」と言えば必ず駆け付けてくれるなど、自分の意思
を尊重してくれる先生であった。

学校もすぐに要望を受け入れてくれた。自分の声が聴かれていることで自分の居場所をしっ
かりと見つけられた。さらには、将来の夢を肯定してくれる先生にも出会うことができた。
障害を理由に夢を語ることができなくなっていた私にとっては大きな出来事だった。

消されて、分からなくなった自分の声
中学校も小学校とあまり変わらない構造の中で学校生活を送れた。しかし、高校の進路選

択はうまくいかなかった。中学3年の春、私が希望する高校に入れるようにと支援チームが立
ち上がった。様々な高校の紹介や高校側へのアプローチ、入試当日の配慮事項の確認などが
行われていた。対応してもらい安心しきっていたが、夏休み明けに説明もなく「支援学校が
いいと思うよ」と言われ、いきなり支援が打ち切られた。可能性を信じてもらえなかったこ

1）　どの子も受け入れて排斥しない保育（小山他．2023）
2）　�健常児集団を中心とした保育プログラムで実施されるクラス活動に障がい児が参加を求められる保育形態（小山他．

2023）

アドボケイトに聴いてほしかった声
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とと説明もなく支援が打ち切られたことで、未来が見えず、自己否定に走り、おとなを信じ
られなくなった。支援学校に行くことになった私は周りに知られたくなくて地元の友人と縁
を切るように卒業した。

その後、気持ちを切り替えて入学した特別支援学校は耐えられないほどの学校環境だった。
先生たちは私の声に耳を傾けることはなく、両親の声ばかりに気にしていた。これまで自分
の声を伝えることを重視してくれていた環境とは真逆だった。そして、高校に入ってからす
ぐの進路希望調査で『大学進学』と伝えると、学校全体から反対の意見をいただいた。「障害
者らしく生活した方が身のためだよ」とも言われたこともあった。

大学進学が可能なカリキュラムのある支援学校が家から3時間かかる場所にしかなかったの
で、支援学校の寄宿舎に入っていた。家には帰れず、外部との接触はまったくなく、完全に
隔離された環境であった。何かあるたびにすぐに情報が共有されてしまうので学校にも寄宿
舎にも安心して相談できる先生はいなくて、毎日泣いて過ごした。そのような時に、支援学
校に小学部から在籍している友人に「私たちの声なんて聴いてもらえないのが普通だよ」と
言われた。

周囲の友人の進路相談は保護者と先生のみで行われて勝手に自分の将来を決められていた。
それに不満を持ち続けていた私を見て母が進路相談の前になると「進路どうしたいの？代わ
りにそのまま伝えておくから」と確認の連絡をくれていた。しかし、両親から学校に大学進
学の希望を伝えてもらってもなかなか受け入れてもらえなかった。

そのようなときに中学時代に通っていた地元の塾の先生が気にかけてくれ、学習面のサポー
ト、大学の情報提供、願書の出し方などを一から教えてくれた。このように物事が進むにつ
れ、学校側を味方につけ無事に合格できた。だが、周囲の友人の声を聴いてもらえない進路
選択を目にすると素直に喜べず、嬉しさをどう表現すればいいのか分からなかった。

その他にも当時を振り返ると進路相談の他にも学校の先生以外の味方になってくれる誰かに
話を聞いてほしいことがたくさんあった。自分の置かれている状況を受け入れられない時、
能力面で可能性を決めつけられ挑戦の機会を奪われた時、他の生徒と能力を比べられ信じて
もらえなかった時、先生が発している生徒への人格否定など、それらを耳にする度に泣いて
逃げ場を探して怯えていた。

あの頃の悔しさから見えてきたもの
これらの経験から特に進路選択・決定の場と特別支援学校の中にアドボケイトにいてほしい

と心から思う。もし、あの進路選択の場にいたら、結果が変わっていたのかもしれない。結
果が同じでも、気持ちをすぐに整理できていたのかもしれない。特別支援学校にいてくれた
ら、先生たちの顔色を伺うことなく自分の感情と素直に向き合えていた。自分の権利にもっ
と早い段階から気づけていたと思う。

大学進学後は夢だった社会福祉士を目指しながら『当事者の声の大切さ』を学んだ。「子ど
もの権利条約では（中略）子どもの意見表明権を含む参加権を求めています。（中略）障害児
が障害のない他の子どもと実質的に全く平等に生活ができ教育を受けることができることを
求めているだけで、障害児の特別な権利を求めているわけではありません」（堀：2020）と
いう言葉から子ども時代の私は、周りと一緒にいられるように周りに訴えようとしていただ
けで、わがままではなかったのだと気づいた。

学び続けたい学問と出会い、自分の経験と重ね合わせながら子どもアドボカシーの重要性
を自覚した今、子どもたちが輝く社会を子どもと一緒に作れるおとなになりたい。

参考文献
小山望編著（2023）『誰もが大切にされるインクルーシブ保育－共生社会に向けた保育の
実践－』建帛社.
堀正嗣（2020）『子どもアドボケイト養成講座－子どもの声を聴き権利を守るために』明
石書店.
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保育園看護師/子どもアドボカシー学会実践講座修了
小曽根 秀実

精神科病院における患者様の声（View）とジレンマ
私は今、認可保育園の看護師（助産師）として働いている。その前は精神科看護師をしてい

た。私が子どもアドボカシーを学び実践したいと思ったのは、精神科病院で出会った長期入院
患者様たちの声（View）がひとつ影響している。「私、ずっとお母さんを待っているの。お母
さんが私を迎えにきてくれるから。ここでずっと待っているの」という言葉を聴いた時、胸
が絞られるような気持ちを抱いた。この方は、青年期に統合失調症（当時は精神分裂病）を
発症、医療保護入院が何十年も継続されていた。両親やきょうだいは高齢となり他界したり
病気を患ったりするなどを理由に、面会の頻度や外出・外泊の頻度も年々減っていく中で、
いつまでもお母さんが迎えにきてくれることを待ち望んでいた。主治医に面談の約束を取る
方法を一緒に考えたり、面談の場で隣に同席させていただいたりした。本人と一緒に本人の
希望を医師や家族に伝えてきた。けれども、本人のいない場所で予め看護師や医師、精神保
健福祉士などの専門家同士ですり合わせる場面もあり、このことは患者様に嘘をついている
ようでとても嫌だった。看護師の職域の範囲としては医師の指示に従わないわけにはいかな
い。患者様を100％擁護したい気持ちと、医師の指示や組織のルールに従わなくてはならな
い状況が私の中で対立していった。

2022年精神保健福祉法の改正により精神科に入院している患者様を訪問する支援が制度化
された。精神障害を持つ方々の中には幼少期から虐待を受けて傷ついたままおとなになって
入院を余儀なくされている方もおられた。自分の置かれた状況について十分説明がないまま
措置入院（または医療保護入院）され、本人の意思に反して家族から引き離され、あまりの
長期化に声をあげることもあきらめてしまっていた。子どものうちにそれぞれの子どもの権
利が100％守られるためにも、組織から独立したアドボカシーが必要であると思った。

おとな主導に“No”という、子どもたちの声（View）
保育園看護師として子どもたちの声（View）を見聴きしていると、小学校に入学する前か

ら子どもの権利を子どもの成長・発達に応じて伝え、自分の気持ちや希望を安心安全なおと
なに伝えていい、ということを説明する必要性を実感する。なぜならば、幼い子どもなりに
おとなの声をきちんと聴こうとするまなざしを感じるからだ。このことを知ると、赤ちゃん
だろうが幼児だろうが、障害があろうが、平等に子どもの権利を伝える機会を用意する必要
があると強く思う。

保育の現場で子どもたちと一緒に遊んだり、給食を食べたりなど過ごす時間が重なれば重な
るほど、見えてくる声（View）もある。保護者やクラス担任をしている保育士は、日ごろの
子どもの特性を知っている。特に、保護者は子どもの声を代弁しているような表現をする。そ
うした乳幼児の一番身近な保護者の声も手掛かりにしつつ、子ども本人の声や動き（行動）、
目線、表情などを観ていくと、何を求めているのか感覚としてわかる瞬間がある。ほとんど
の乳幼児期の子どもたちは「No」という行動を示すことが多い。予めプログラムされた保育

保育園看護師に届く子どもたちの声（View） 
― 保育の現場のアドボカシー ―
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スケジュールに沿うことを要求する保育者に「No」と言っているようだ。私は子どもたちの
自然な声（View）と受け止め尊重したい。

保育の現場の遊びには、安全重視や安全配慮の責任から制約が多い印象を受ける。例えば
「滑り台は上から下におりてくるんだよ。下から登らないよ。だめだよ」というように「～ダ
メ」という言葉の多さが耳障りに感じる。子どもたちは滑り台を下から上によじ登って、そ
して、自分で降りてきたいようである。本人がそれを望むのであれば、安心安全な環境を確
保した上で、のびのびと滑り台を下から上に登ればいいと思う。子どもたちは、下から上に
登ることにワクワクしている。そこに子ども主導の遊びの楽しさがあると思う。

独立性があるからこそ聴こえやすい、子どもの声（View）
保育園看護師は一人職が多い。独立したアドボケイトとは言えないが、すべてのクラスの

子どもたちを見守り、寄り添い、病気や怪我の対応をしつつ、子どもの声をじっくりと聴け
る機会が多い立ち位置にいると感じている。一見、用務員のおばさんのような、隠れアドボ
ケイトのような感覚を抱く。エプロンを身に着け、帽子を被り、首にタオルを巻いて、園庭
の掃除や草むしり、害虫がいないか、昆虫や草花の手入れ、遊具の危険個所がないか、おも
ちゃが壊れていないかを点検している。トイレ掃除も何でもやっている。環境整備や安全確
認、救急事態があればすぐに駆け付けて救助できるような準備を整えつつ、子どもたちの動
きを見つめている。

ふと子どもたちは保育士ではない私を見つけて近づいてくる。遊んでいる時や掃除をして
いる最中にポロっと看護師の私に本音を打ち明けてくる子どももいる。「夜、ママに怒られ
ちゃった」「ママのこと、大嫌い」「朝ごはん食べてこなかった」「お父さんとお母さんが喧嘩
している」「朝、お腹痛かった」「鶏肉がかたくてのみこめなかった」など小声で突然打ち明
けてくる。集団の中で過ごしている子どもたちだが、子どもたちなりに1対1で看護師と話を
したい隙を見つけてやってきているように思う。子どもたちはよくおとなを見ているなぁ、
と思う。もしかしたら、園庭の掃除を一人でしている看護師の姿というのは、子どもたちに
とっては「話をじっくりと聴いてくれる絶好のチャンス」と思っているのかもしれない。

私はゴミ袋と箒を持って掃除をしながら、歩み寄ってくれた子どもたちの目線に立ち、声
を聴いている。おやっと気になる子ども、ちょっと心配な子どもや、いつもと違って元気が
ないように見える子どもに「おはよう。なんだか元気がないように見えるけど、何かあった
かな」と声をかけながら近づいている。「気にしているよ、いつでも話を聴くよ」という看護
師の余白を子どもに示すことで、子どもから声をかけやすくするスペースが生まれる。

子どもアドボケイトも保育園看護師も今のところマイノリティな存在だ。マイノリティの立
ち位置にいるおとなの存在は、子どもにとって本音を話したくなる存在なのかもしれない。
特定のクラスに所属しておらず、誰ともつながっていないように見えるからだろう。何を話
しても受け止めてもらえて、どんな話も秘密を守ってくれるおとなと認識されているように
思う。保育士の先生や園長先生、保護者に伝えてほしいことを代弁することもあれば、自分
で自分の気持ちを伝えられるようにどうしたらいいか一緒に考えることもある。ジレンマが
ゼロではないが、今の私は子どもの本音が聴こえやすく、じっくりと子どもの声を聴いてど
うしたらいいかを考えながら子どもとともに過ごす時間が許されている。そのことに感謝す
る毎日である。
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一般社団法人たすけあい
小林 努

はじめに
自立援助ホームでは、若者たちが新たなスタートを切り、自分らしい未来を築くために努

力しています。自立援助ホームでは、若者が困難を乗り越え、自分の人生を主体的に切り開
いていけるよう、温かいサポートと適切な環境を提供しています。今回はAさんの事例を通
じて、自立援助ホームでの支援の様子とその効果について考えてみたいと思います。なお、
事例の掲載にあたり、Aさんから事前に承諾を得ています。

事例：Aさんの挑戦
Ａさんは家庭の事情から親元を離れ、自立援助ホームでの生活を始めました。最初の頃、

Ａさんは自分の気持ちを表現することが苦手で、何かを決める場面でも「どちらでもいいで
す」と答えることが多くありました。支援者たちは、そんなＡさんの様子に気づき、Aさんが
少しずつでも自分の意見を伝えられるよう、日常の中で小さな意思決定の機会を意図的に作
りました。

たとえば、ある日、夕食のメニューを決める際に、支援者が「今日は何を食べたい？」と
尋ねました。Ａさんは最初、戸惑いながらも「カレーがいいです」と答えました。その日は
Aさんのリクエストに応えてカレーが作られましたが、Aさんにとっては自分の意見が尊重さ
れたという小さな成功体験でした。

その後も、日常生活の中で、Aさんが自分の意見を表現し、それが実際に反映される経験が
増えていきました。Aさんは次第に自分の気持ちを言葉にすることに慣れ、ホームでの生活に
対しても積極的に関わるようになっていきました。

トラウマインフォームドケア（TIC）の導入
Aさんは幼少期に家庭での経験から心に深い傷を負っていました。TICのアプローチを取り

入れることで、支援者たちはAさんの過去を理解し、その影響を考慮しながら接するように
しました。

たとえば、Aさんが突然不安定になったとき、支援者はすぐに「何があったの？」と問い詰
めるのではなく、まずはAさんが安心できる環境を作りました。そして、Aさんが自分のペー
スで話せるように待ち、ゆっくりと心を開けるように促しました。

こうした対応のおかげで、Aさんは次第に心の中にある不安や恐れを少しずつ表現できるよ
うになりました。そして、Aさんは自分が過去に受けた影響を理解し、それを乗り越える方法
を見つける力をつけていきました。

失敗からの学びと自己肯定感の向上
Aさんは生活を通じて、多くの挑戦と失敗を経験しました。ある日、Aさんは初めての就職

面接に臨みましたが、緊張のあまり自分の強みや志望動機をうまく伝えることができません

自立援助ホームでの成長と自己実現への一歩
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でした。その後、不採用の連絡を受けたとき、Aさんは落ち込み、支援者から叱られるのでは
ないかと考えていました。しかし、支援者たちは「履歴書を提出して、面接までいけたね。
次につながるね」と温かく励まし、面接での改善点を助言しました。

この経験を通じて、Aさんは失敗を恐れずに新しいことに挑戦する勇気を持つようになりま
した。自己肯定感も少しずつ高まり、自分に自信を持ち始めました。そして、Aさんは積極的
な姿勢を見せるようになり、自立に向けてたくさんのことに挑戦していくようになりました。

フォーマルアドボカシーの重要性
フォーマルアドボカシー（施設職員等によるアドボカシー）は、支援者である職員の重要な

責務です。もちろん、若者たちが第三者に対して話しやすいこともありますが、一番近くで
日常的に接している支援者だからこそ、気づきやすい思いや状況があります。だからこそ、
支援者にフォーマルアドボカシーの役割を果たすことが求められます。

私たち自身も、身近な人だからこそ話せることと、第三者だからこそ話せることがあるか
と思います。同様に、若者たちが支援者に対して心を開きやすい場面も多いのです。Aさんが
新しい挑戦をする際にも、支援者がAさんの思いを理解し、地域や就職先に対してAさんの
強みや前向きな姿勢を代弁しました。日々接している支援者によるフォーマルアドボカシー
が、Aさんの成長にとって大きな支えとなったのです。

結びに
Aさんの事例は、支援がどれほど大きな影響を与えるかを示しています。日常生活の中で

の小さな意思決定の積み重ねや、支援者の温かいサポートが、若者たちの成長を支えていま
す。若者たちが自分自身を理解し、失敗から学び、未来に向かって自信を持って歩んでいく
姿は、私たちにとっても希望の光です。

自立援助ホームでは、このような取り組みを通じて、若者たちが社会で自立し、自分らし
い人生を築くための確かな基盤を提供しています。Aさんのように、一つひとつの経験を通じ
て成長し続ける若者たちの姿は、支援者にとっても大きな喜びであり、励みとなるものです。
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１．研究の背景と目的

子どもアドボカシーの実践と研究では、６原則（堀 
2020：53-74）の重要性が示されており、そのうち
の一つが独立性である。堀（2021：20）は、子ども
アドボカシーにおける独立性についてアドボケイト
が「当事者に関する意思決定を行う機関（裁判所、
福祉事務所、児童相談所等）や福祉・教育・医療な
どの提供機関と利害関係を持たない」ことだと述べ
ている。子どもがおとな同士の協力関係や繋がって
いる空気感を感じることで素直な声を出せなくなっ
てしまう場合がある（川上 2021）ことから、アド
ボカシー実践における独立性の意義は大きい。

インクランド保健省が定める「子どもアドボカシー
サービス提供のための全国基準」では「アドボケイ
トが自分だけのために行動し、潜在的なまたは目に
見える利害対立や圧力にさらされていないと子ども
が確信している場合にだけ、アドボカシーは利用さ
れまた可能になるのである」（Department of Health
＝2024：144）として、基準6に「アドボカシーは
子どものためだけに活動する」と明確に記されてい
る。さらに、この基準6を満たすための方法として

「アドボケイトは独立して行動し、また独立して行動
していると周囲から見えるように訓練されている。
これは他の専門職との会議に出席する際の行動にも
反映されている」（Ibid.)ことを示し、アドボケイト
の独立した行動を強く定めている。本研究では、上
記イングランド保健省が定める全国基準6を踏まえ、

「アドボケイトが子ども以外の他者や組織の利益を考
慮しない状態」を独立性と定義する。

日本においても、2023年にこども家庭庁が策定し
た「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」
のなかで、「意見表明等支援の実施は児童相談所等と

は別の機関が担うことを基本として、地域の弁護士
会推薦の弁護士や福祉専門職団体などの児童福祉に
関わる職能団体、NPO法人、社会的養護の当事者団
体など適切な機関に都道府県等が委託する、あるい
は補助をするなどの方法を採るべきである」と独立
性を担保する方法を提示し、その実施を目指してい
る。実際、意見表明等支援員派遣の委託先の現状と
して24自治体が民間団体に、14自治体が社会福祉士
や弁護士などの個人に委託していることが毎日新聞
の調査から明らかとなっている（毎日新聞 2024.5.30
朝刊）。

しかし、アドボケイトが福祉・医療・教育といっ
た関係機関、例えば児童相談所や社会的養護施設等
と利害関係がない者であるということのみで、イン
グランド保健省の全国基準６にある「アドボカシー
は子どものためだけに活動する」ということが堅持
できるのであろうか。このような問題意識から、ア
ドボケイトが当事者（子ども）以外の誰かの利益や
何かの都合で働かざるを得なくなる可能性を独立性
の阻害と捉え、その要因を構造的に解明するととも
に、アドボケイトが独立性を堅持し続けるための課
題を提示することを本研究の目的とする。

２．研究の方法

筆者は、2022～23年にかけて自らの経験を分析
するオートエスノグラフィーを行い、その内容に基
づいて施設に所属するソーシャルワーカー4名を対
象にインタビュー調査を実施した。そこで明らかに
したものが本研究の準拠枠とする施設に所属する
ソーシャルワーカーのジレンマの構造である（片山 
2024）。本研究では、まずソーシャルワーカーのジ
レンマ構造の解明を目的に行ったオートエスノグラ
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子どもアドボケイトにおける 
独立性の阻害要因に関する一考察

―ソーシャルワーカーにおけるジレンマの構造の援用から―

片山 祥子（熊本学園大学大学院）



66　その他　研究ノート

フィー及びインタビュー調査を分析した結果を説明
し、それらを援用して独立アドボケイトにおける独
立性の阻害要因を考察する。

まず、特別養護老人ホームに勤務するソーシャル
ワーカーのジレンマ構造の解明を目的に行ったオー
トエスノグラフィー及びインタビュー調査の概要を
表１に示す。

３．�施設に所属するソーシャルワーカーのジレンマ
構造

施設に所属するソーシャルワーカーのジレンマを
オートエスノグラフィー及びインタビュー調査の結
果から分析し、フォーマルアドボカシー実践上の障
壁として、個人的要因、組織的要因、制度・社会的
要因を抽出した。そして、それら３つの要因によっ
てソーシャルワーカーが施設の都合で働かざるを得
ない一職員となっていることが明らかとなった（片
山 2024）。

図1に本研究の準拠枠としたソーシャルワーカーの
ジレンマの構造図（片山 2024）を示す。本構造図
は、上述した2つの研究方法に基づいてソーシャル

ワーカーに起こるジレンマの個人的要因、組織的要
因、制度・社会的要因を示し、その関係性を示した
ものである。結果及び分析、考察の詳細は「特別養
護老人ホームにおけるソーシャルワーカーが抱える
ジレンマの構造－経営の視点がもたらすソーシャ
ルワーク実践への影響から」（片山 2024）を参照さ
れたいが、図1に示す3つの要因についての概要を以
下に説明する。

ソーシャルワーカーのジレンマ構造における個人
的要因（図１左上部）は、筆者のオートエスノグラ
フィーを分析したものである。ジレンマの個人的要
因には既に決められた施設の方針やルールが自らに
内面化し、当たり前となっている状態が中心にある。
ルールが内面化する背景には、施設の監視や統制に
基づくルールからの逸脱への不安や恐怖という感情
があり、ルールからの逸脱に恐怖や不安を感じるよう
になると、そのような感情から逃れるために、ルー
ルを自らに内面化してしまうという状態である。

組織的要因（図1右上部）は、オートエスノグラ
フィーとそれに基づく4名のソーシャルワーカーへ
のインタビュー調査から明らかにしたものである。
施設に所属するソーシャルワーカーは施設職員とし

表１．ソーシャルワーカーのジレンマ構造の解明における研究方法の概要

オートエスノグラフィー インタビュー調査

目的 主観的、個人的経験を文脈化し分析することで、
筆者自らのジレンマ経験がどのような構造となっ
ていたのか、その理論化を目的とする。

筆者と筆者以外のソーシャルワーカーのジレンマ
を共有し関係性の文脈でそれぞれの物語を語る
ことを通してその状況や背景を意味づけていく

（Adams ら＝2022）。

対象 特別養護老人ホームにおけるソーシャルワーカー
としての筆者の経験

特別養護老人ホームに所属しているソーシャル
ワーカー４名

実践方法 ナラティブ・エスノグラフィー（Tedlock ＝2006）。
「回想的なフィールドノーツ」を研究参加者へ発表

し、コメントや別の解釈等を付け加えてもらうこ
とで研究としての信頼性を高める（Ellisら=2006）。

オートエスノグラフィーに依拠した相互行為的（相
互作用的）インタビュー（Ellis ら＝2006，Adams
ら＝2022）。

分析方法 研究参加者のコメントを通して回想的なフィール
ドノーツの考察として筆者の思考や感情を社会的
な視点から分析する（Ellis ら＝2006）。

Adamsら（＝2022）及び、現象学の態度を援用し
た村上（2023）の「経験の内側に視点を取る思考
法」（村上 2023：135）を参考に行う。

倫理的配慮 登場する人物や出来事に関する情報を開示するこ
とは、他者に害を与える可能性があることを自覚
し、登場人物や出来事などについて名前、年齢、
特定可能な特徴を伏せて論文を公表する（Adams
ら＝2022）。

インタビュー調査実施前に研究協力者へ調査の概
要（調査の目的、方法など）を文書及び口頭にて
説明し、調査への同意を得た。なお、本調査は熊
本学園大学「人を対象とする研究」に関する倫理
委員会の承認（2023年6月13日）を得て実施した。
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て与えられた義務や肩書、給与等に基づいて「ソー
シャルワーカーの権限」をもち、それは施設から与
えられているために、施設のために執行しなければ
ならないという状態であった。このことから、ジレ
ンマの組織的要因は、ソーシャルワーカーがどれだ
け施設の方針やルールに疑問をもち、ルールが自ら
に内面化した状態を自覚したとしても、施設に所属
する事実のみで発生する要因であることが考えられ
た。

最後にジレンマの制度・社会的要因（図1下部）と
して、既に整備された国内法とソーシャルワーカーの
倫理綱領の矛盾を示している。制度として既定され
たソーシャルワーカーの役割や国家資格はソーシャ
ルワーカーの使命や倫理責任を制限している可能性
が考えられる結果となった。

以上を踏まえて、ソーシャルワーカーのジレンマ
構造における3つの要因を援用し、本研究ではアド
ボケイトの独立性の阻害要因、つまり、アドボケイ
トが子ども以外の誰かの利益や何かの都合を考慮し
て活動してしまう状態について考察する。

本研究における倫理的配慮として、子どもアドボ
カシー学会の研究倫理規程・研究倫理ガイドライン
に基づいて執筆を行った。加えて、先行研究や実践

事例を検討するにあたり、個人や団体に関する情報
開示やプライバシーに配慮した。

４．�考察－ソーシャルワーカーのジレンマ構造の
援用から

施設に所属するソーシャルワーカーのジレンマの
構造図（図1）を援用し、図2に子どもアドボケイト
における独立性の阻害要因の構造図を示す。

施設に所属しているソーシャルワーカーは、制度・
社会的要因の拘束性が強く、既に整備された制度や
法律を根拠に職務を遂行している。例えば、介護保
険施設で働くソーシャルワーカーは介護保険法や社
会福祉士及び介護福祉士法等の法律に基づいて高齢
者の支援を行っている。しかし、介護保険法に基づ
く制度設計は近年の新自由主義によって、介護保険
施設が各々で経営を行っていかなくてはならない仕
組みとなっており、必ずしも高齢者の権利擁護を基
盤とした制度とはなっていない。実際、介護保険施
設においては事業者が利益を追求するために儲かり
そうな利用者だけを選ぶというクリームスキミング
を行うことにより、一部の利用者が十分なサービス
を受けられない事態が生じる懸念があることが指摘

「権限の濫用」
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図 1．特別養護老人ホームにおけるソーシャルワーカーが抱えるジレンマの構造（出典：片山 2024）
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されている（金谷 2018）。このような法律や制度に
基づいて役割を果たさなければならないソーシャル
ワーカーは徹底して当事者へ寄り添い、味方になっ
てアドボカシーを実践することに限界がある。

一方で、アドボケイトは施設に所属するソーシャル
ワーカーが持つアドボカシーの限界性や上記で触れ
た施設経営と当事者の思いの狭間で生じるジレンマ
からはある程度逃れられる余地がある立ち位置にあ
ることが考えられる。独立アドボケイトは制度上、
独立性が目指され担保されつつあるからである。こ
れを前提としながら、それでもなお、独立性が阻害
される可能性があることについて次節より、子ども
アドボケイトの独立性を阻害する１）制度・社会的
要因、２）所属組織的要因、３）アドボケイトの個
人的要因の3点について考察する。

１）制度・社会的要因
既に制度化されている児童福祉法に基づく意見表

明等支援事業へは5つの懸念が先行研究により明確
化されている（堀 2024：3-9）。そのうちの一つに、
都道府県が事業を行うことができるとして、自治体
からの独立性の規定がないことが挙げられている

（ibid.）。この点は子どもの権利擁護スタートアップ
マニュアル（こども家庭庁 2023）の策定により、
一定程度の懸念は解消されつつあるものの、独立性
のある民間団体への委託や独立性を担保する方法を
明示することを義務づけていないために限界がある
という状態である。

つまり、制度として徹底された独立性がないため
に、子どもアドボカシーの6原則に基づいて目指さ

れるアドボケイトの使命や責任と意見表明等支援事
業に制定されたアドボケイトの役割とに葛藤や矛盾
を生む可能性が考えられるのである。独立性が担保
されないアドボケイトが活動を行えば、整備された
制度の都合でアドボカシーが事業として展開され、
独立性のないアドボケイトは子ども以外の他者や組
織の利益を考慮しなければならない状態となってし
まう可能性があることを示唆することができる。

２）所属組織的要因
日本の現状として、子どもアドボケイトは主に2

つのルートで権限が与えられる。1つ目は行政・自
治体が事業を実施している場合であり、アドボケイ
ト個人（弁護士や社会福祉士等）と行政機関が直接
雇用関係を結び、行政機関からの業務命令に基づい
て活動を行う仕組みである。2つ目のルートは、行
政・自治体が市民団体等に委託している場合であり、
行政機関が市民団体等と委託契約を結び、受託団体
がアドボケイトを雇用するという仕組みである。前
者は、アドボケイト個人と行政機関が雇用関係、つ
まり互いに利害が発生する状態になることで独立性
が阻害されているといえる。後者は受託団体と行政
機関に利害関係が発生するため、受託団体が行政と
の委託契約に基づいた活動を行うことによって独立
性が阻害される可能性がある。つまり、どちらも雇
用契約や委託契約として利害が生じているため、業
務命令に従わなければこれらの関係性が脅かされる
可能性があることを指している。このようなことか
ら、雇用や委託に係る契約そのものが独立性を阻害
しないことが明確に示されたルートや基準をもって
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図２．子どもアドボケイトにおける独立性の阻害要因の構造（筆者作成）
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行われていなければ、それぞれの契約による利害関
係によって独立性が阻害されてしまう可能性がある。

イングランドではこのような状況に対して、活動の
資金提供者から独立性をどのように確保し、それを示
すかについて全国基準で規定している（Department 
of Health＝2024）が、日本ではそのような文書や
規定が未だ策定されていない状況である。

また、ここまで述べた制度・社会的要因と所属組織
的要因の相互作用によって、アドボケイトが何らか
のルールを守らなければならないという状況が発生
する可能性も考えられる。アドボケイトは自らが置
かれている制度、所属組織、訪問する施設といった
他者からの管理、統制、指示がなされることによっ
て、何らかのルールを守らなければならないこと
で、子どもの意見を聴く際にそれらの都合が頭をよ
ぎることに繋がるのではないかと推察する。アドボ
カシー活動を行う上で、必ずしもそのような都合か
ら抜け出すことは現実的に困難なことかもしれない
が、このような状態にあることをアドボケイト自身
が自覚する必要がある。加えて、アドボケイトが所
属する組織が統制、監視、管理せず、アドボケイト
一人ひとりがエンパワメントされるとともに、おと
な同士もアドボカシーし合う組織文化や風土を作っ
ていく必要があるのではないだろうか。

３）アドボケイトの個人的要因
上記に述べた制度・社会的要因と所属組織的要因

はアドボケイト個人の周囲を取り巻く外部要因であ
る。最後にアドボケイトの独立性の阻害要因につい
て、アドボケイト個人の内部にある要因について考
察したい。

アドボケイト個人の内部要因として、これまでの
経験や価値に基づいて内面化されたアダルティズム
や、これまで受けてきた教育、社会経験により形成さ
れた権威者への服従とそれに基づき自らを統制する
傾向を提示したい。これらのことは施設に所属する
ソーシャルワーカーと同様に、アドボケイト個人そ
れぞれの内部要因として挙げることができると考え
る。ソーシャルワーカーのジレンマの構造分析で、他
者からの監視システムによって権威者への服従とし
て自らを統制し、自らの使命を全うすることができ
ない状況があることを明らかにした（片山 2024）。
アドボケイトにおいても、内面化されたアダルティ

ズム等の潜在的な価値観や権威者への服従、そして
それに基づく自らへの統制によって、子ども以外の
誰かの利益や何かの都合を考えてしまう可能性が考
えられる。そして、内面化されたアダルティズムと
権威者への服従の心性を変革するためには、独立ア
ドボカシーに関する知識や技術を学ぶ中でリフレク
ションを重ねる必要があるが、そのような機会の不足
が影響して、独立性の阻害に拍車がかかることを推
察する。さらには、社会福祉士や臨床心理士といっ
た専門職者がその帽子をかぶったままアドボケイト
として活動することで、専門性や役割による呪縛か
ら逃れることができないことが考えられる。

５．�今後の課題――アドボケイトが独立性を堅持す
るために

ここまで、アドボケイトの独立性が阻害される要因
について、ソーシャルワーカーのジレンマ構造（片
山 2024）を援用し、考察を深めてきた。以上を踏
まえて、本論の最後にアドボケイトが独立性を堅持
するための課題を「①第三者による委託の必要性・
②アドボカシー活動を担う組織の民主的な運営の推
進・③アドボケイト一人ひとりの専門性の向上」の
3点に渡って考察する。

まず、「①第三者による委託の必要性」を指摘す
る。既存の制度とアドボケイトの独立性に関する考
察に基づいて、外部委託契約に関する法律や制度の
改革を提案したい。現在、行政や自治体が直接アド
ボケイト個人と雇用関係を結ぶ、または市民団体等
と委託契約をするという2つのルートがあることを述
べてきたが、それらはどちらも雇用や委託に利害関係
が発生している。これを解決するためにはまず、行
政や自治体が直接アドボケイト個人と雇用関係を結
ぶことを辞める必要がある。さらに、行政機関と市
民団体等が委託契約をすることについても従来通り
の関係性ではなく、行政機関ではない第三者機関が
市民団体と契約を結ぶ等の制度改革によって、行政
機関である委託先と市民団体等の受託先とに利害を
発生させない状態を作り出す必要があると考える。
加えて、業務受託先である市民団体やNPO法人が営
利を追求しないという方針を徹底して堅持すること
も非常に重要な点である。

次に「②アドボカシー活動を担う組織の民主的な
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運営の推進」が求められる。アドボケイトの権限が
どこから与えられていて、何に基づいて活動しなけ
ればならないのかという点から、アドボケイトの所
属組織が独立性を堅持する方針をもち、民主的な運
営を行うことを目指していくべきであることを挙げ
たい。子ども以外の他者や組織の利益を考慮せずに
活動していくことはアドボケイト個人が目指すと同
時に、アドボカシー活動団体・組織が徹底的に目指
していく必要があると考える。これは、アドボカ
シー文化を団体の中に醸成していく必要性を含んで
いる。都道府県等からの委託によって、いくら関係
機関から独立しているといえども、受託団体の営利
追及、トップダウン型の組織であればアドボケイト
個人が独立性を担保し続けることは難しいと考える
からである。組織の民主的な運営からアドボカシー
文化を広めていかなくてはならない。

最後に「③アドボケイト一人ひとりの専門性の向
上」を挙げたい。独立性を堅持するためには、アド
ボケイト一人ひとりがアドボカシーの使命や理念に
基づく高い専門性を持つことが必要である。アドボ
ケイト一人ひとりが子どもアドボカシーの6原則を
始めとする目指すべきアドボカシー活動について専
門性を高めていくことで、所属組織の方針や整備さ
れた制度が子ども以外の誰かの利益や何かの都合に
沿って展開される恐れがあるとき、アドボケイト個
人それぞれが子どもの立場に立った意見を持ち、発
言していくことができるのではないかと考えるから
である。

６．本研究の限界と展望

本研究は施設に所属するソーシャルワーカーのジ
レンマ構造を援用し、ソーシャルワーカーに起こる
現象を通してアドボケイトの独立性について自覚的
になることを目指した創造的な研究であった。その
ため、実際に子どもアドボカシー活動の場でどのよ
うな独立性の阻害が起きているかを明らかにしたも
のではない。

今後、実際のアドボカシー活動の場でどのような
独立性の阻害が起こっているかを明らかにする必要
がある。引き続き、子どもアドボケイトが〈子ども
以外の他者や組織の利益を考慮して活動する〉こと
に自覚的になり、独立性を堅持するための方法につ

いて探求していきたい。
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１．研究の背景と目的

2023年4月に施行されたこども基本法では、「子
どもの声を聴くこと」という原則を背景に、子ども
の声を聴取した上で、代弁者としてその考えや意見
を伝える「子どもアドボカシー」が積極的に推進さ
れている。しかし、こども基本法の基本的な考え方
となった「子どもの権利条約」の採択は1989年であ
り、「子どもアドボカシー」の推進に至るまで長い年
月が経っている。

さらに、「子どもアドボカシー」という語句として
の認知度自体も高いものではない。国内全体の認知
度調査は管見の限りないが、坂本ら（2024）の保育
科及び専攻科保育専攻に在籍する短期大学生112名
を対象にした認知度調査を参照すると、「アドボカ
シー」、または「子どもアドボカシー」という言葉に
ついて聞いたことがないと回答した学生は112人中
100人（89.3%）に及び、認知度の低さを象徴して
いる（坂本・松井2024）。

ここにいない（シンポジウムに参加していない）、
窓の向こう側にいる大人ってアドボカシーって聞い
た時に、何？っていう方が多いですし、説明したら
したらで、それは専門家の仕事だよね、困っている
人たちのためのものだよねって線引きをされてし
まうことが多いんじゃないかなと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　 
� ＊括弧は筆者が追記
第2回子どもアドボカシー学会大会企画シンポジウ
ム参加者からの質問

とあるように、子どもアドボカシー学会大会におい
ても、「子どもアドボカシー」の言葉自体が、「概念
がまだまだ知られていない」という課題感は共通認

識といえよう（子どもアドボカシー学会2024）。
「子どもアドボカシー」に対する、浸透または理解

の遅れは、権利主体の子どもだけでなく、周囲の大
人においても、子どもの権利を守る意識の醸成に繋
がりにくいといえる。また、政策決定者や子ども支
援実施者の間で、「子どもアドボカシー」に対する認
識が低いことで、適切な政策が策定・実施されない
可能性があり、社会的に必要な支援サービスの充足
に遅れがでる。これらの問題を防ぐためには、「子
どもアドボカシー」の重要性を広く認識し、子ども
の権利を守るための取り組みを強化することが必要
である。教育や啓発活動を通じて、社会全体で子ど
もの権利と福祉を尊重する文化を築くことが求めら
れる。

本稿は、「子どもアドボカシー」に対する認識とそ
の言葉の拡がりを、新聞記事を通じて整理し、今後
の認知度向上に向けた効果的なアプローチを考察す
る。また、「子どもアドボカシー」に関連する制度を
構築する上での検討を行うための基礎資料を得るこ
とを目的とする。

２．分析アプローチ

新聞記事は、文字媒体の特性上、時間や場所を超
えて、幅広く情報を伝えることができるマスメディア
の一つである。さらに、記事自体に多様な人々が関
与し、幅広い読者へと関心が広がっていく「多様な
社会関係のひとつの結節点」と考えられている（加
藤2013）。そのため、価値観や社会的ステレオタイ
プの長期間にわたる変化を把握する際に、新聞記事
の分析が有効であるとされる（樋口2004）。

新聞記事を通じた、語句の概念整理や文脈の変遷
を明らかにした研究は多い。井川ほか（2013）の研

●その他　研究ノート
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究では、「燃え尽き症候群」の用法を新聞記事から検
証した。その結果、スポーツ選手に関する記事では
燃え尽き症候群が肯定的に捉えられ、福祉専門職に
関する記事では否定的に捉えられていたことが明ら
かになった。八ッ塚（2007）の研究では、「ボラン
ティア」と「NPO」の普及・興隆という現象につい
て、新聞記事を用いている。その結果によると、震
災以前、「ボランティア」は高い割合で主語として使
用されていたが、阪神大震災後は、その主語として
の使用比率が相対的に低下した。一方で、「NPO」
は、主語としての使用比率が震災前後を通して一貫
して高かった。このことから、「ボランティア」は震
災をきっかけに多様性を確立し、生活の中に浸透し
つつあると考察された。

本稿で着目する「子どもアドボカシー」の普及に
関しても、マスメディアが取材を行なった記事の内

容を捉えることで、社会的関心の拡がりを推察でき
るだろう。本稿でも、その立場に立ち、特に「子ど
もアドボカシー」が、どのように認識され、マスメ
ディアによってどのように語られるのかを明らかに
する。そのため「子どもアドボカシーとはなにか」
を論じることは、別稿に譲るとして、「子どもアドボ
カシー」における社会的関心は何か、その構造にこ
そ学術的研究の意義があるという前提で議論するこ
とを目指している。

３．方法

（1）分析データ
新聞記事データアーカイブ機能を活用し「子ども

アドボカシー」をタイトル・文中に含む新聞記事を
収集する。その新聞記事を対象にテキストマイニン

表1．検出記事一覧

NO 日付 タイトル 発行元

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2024/05/28
2024/01/24
2023/12/18
2023/09/09
2023/05/07
2023/05/06
2023/04/01
2023/02/15
2023/01/18
2022/12/07
2022/11/30
2022/11/04
2022/09/21
2022/09/05
2022/07/31
2022/05/06
2022/03/28
2022/02/17
2021/11/24
2021/09/25
2021/09/23
2021/08/27
2021/01/25
2020/07/28
2019/10/29
2019/09/08
2019/04/07

［わたしのビタミン］人生の決断を後押し　川瀬信一さん36
（時々刻々）子どもの保護と権利、手探り　入所経験者「ルールがいっぱい」一時保護所
子どもの声に、とことん寄り添う　大分市の放課後等デイサービス

（フロントランナー）「子どもの声からはじめよう」代表・川瀬信一さん子どもと共に声を上げる
子どもを守る児相との橋渡し役「アドボケイト」心の声　耳傾けて代弁意思表示をサポート

（ひと）相澤仁さん　子どもアドボカシーの取り組みを引っ張る大分大学教授
こども家庭庁　縦割り打破を　未就園児や虐待「司令塔」期待

「キミのきもちは…？」子どもの声　耳を傾けて
［New門］子どものSOSを代弁
内堀　外堀　子どもの声
子どもの気持ち代弁＝アドボカシー
子どもの意見を代弁アドボカシー考える名駅で市民講座

「子どもアドボカシー」担い手増やせ　「声に寄り添い社会に届ける」実践する講座
子どもの意見尊重「アドボカシー」広がる　子の気持ち代弁　学校・家庭と交渉
子どもの意見表明支援　来月、大阪で学会設立総会
子どもの声のマイクになる　アドボカシー協議会、設立集会
子供の意見守る　福岡に全国組織
子どもの代弁者　「アドボケイト」　離婚後　面会交流に導入を

（いちからわかる！）　「子どもアドボカシー」広がっているね
一時保護の子に弁護士派遣　不安など聞き取り　兵庫県弁護士会　来月から
子どもアドボケイト「何でも聴くよ」　施設など訪問、意見表明を支援

（ひと）栄留里美さん　子どもアドボカシーを推進する大分大学講師
子どもの意見表明　手助け　虐待経験、様々な家庭環境　寄り添い権利守る
子どもに意見表明の場必要アドボカシーNAGOYA発足で座談会

（ひと）中村みどりさん　児童養護施設で育ち、「子どもアドボカシー」を牽引する
（フォーラム）子どもアドボカシー
虐待被害　子の代弁者を制度化求め協議会設立へ

読売新聞
朝日新聞
朝日新聞
朝日新聞
中日新聞
朝日新聞
読売新聞
読売新聞
読売新聞
中日新聞
読売新聞
中日新聞
朝日新聞
読売新聞
読売新聞
朝日新聞
読売新聞
中日新聞
朝日新聞
読売新聞
朝日新聞
朝日新聞
読売新聞
中日新聞
朝日新聞
朝日新聞
中日新聞

28 1999/06/21 カナダに学ぶ子どもの福祉　23、24日にシンポ／大阪国際交流センター 読売新聞
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グを行い、「子どもアドボカシー」に関する記事の経
年変化、語句の出現回数、さらにその文脈をたどる
ことで「子どもアドボカシー」が、日本社会の中で
どのように用いられているか、どのような文脈で語
られているのかを明確にする。

その使用するデータベースは、ヨミダス（読売新
聞）、聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞）、中日新聞記事検
索サービス（中日新聞）である。読売新聞と朝日新
聞は全国紙として社会的関心や言説を広く反映し、
中日新聞は中部地方に根差した地域紙として地域視
点を補完する意義がある。この組み合わせにより、
全国的な視点と地域的な視点を統合し、多角的な分
析を可能にした。

これらの記事データベースを活用し、題名と本文
に「子どもアドボカシー」の語句が入った全国面朝
刊の記事を、調査時点である2024年6月30日までに
期間を設定し、記事検索をおこなった。「こどもアド
ボカシー」「子どもアドボケイト」のような表記揺れ
は、検索された記事においては、用法に特別な違いも
ないと判断できたので、集計において区別せず合算
した。また、検索上、記事だけでなく、インデック
スや予告などにも同語は使用されていたため検出さ
れたが、本稿では概念や文脈を重視するために、分
析対象から外した。最後に、すべての記事を一つず
つ検討し、重複する記事などを除いた結果、28件の
記事が抽出され分析対象となった。分析対象の記事
数が28件と限定的である点は今後の課題だが、本研
究では量的な規模よりも質的な深掘りを優先した。
対象記事を精選することで研究の焦点を明確にし、
具体的で実質的な議論を展開することを目指した。

（2）分析方法
分析方法は、文章データを計量的に分析する方法

として提案されているフリーソフトウェア KH Coder
による計量テキスト分析である１）。KH Coderで分
析するために、データベースから得た記事の情報を
officeソフトMicrosoft365 Excelに転記し、素材デー
タを作成した。転記したのは掲載紙名と掲載日と大
見出し、記事内容である。そこから、初出と変遷、
頻出語、階層的クラスター分析を行う。KH Coder
の特質上、本稿で分析の核となる「子どもアドボカ
シー」のような新語あるいは専門用語は、テキスト
マイニングの結果に表れない。そのため、それらを

抽出するために強制抽出語として「子どもアドボカ
シー」を設定する前処理を行った。その後、出現語
の頻度から全体を確認した後、対象データから階層
的クラスターを抽出し、その結果から考察を行う。

（3）研究の倫理的配慮
本研究は、新聞記事の記述内容による分析であり、

人を対象とした倫理指針に基づく倫理的配慮を要す
る研究には該当しない。また、本論文に関連して開
示すべき利益相反関係にある企業等はない。

４．結果と考察

（1）記事数の変遷
まず、対象となった記事の発行年別を確認し、図

1を示した。「子どもアドボカシー」に関する記事件
数の変化を見ると、1999年には1件にとどまってい
たが、2019年以降、再び関連記事が増加しているこ
とがわかる。特に2021年から2022年にかけては、
記事件数が増しており、2022年には9件の記事が掲
載された。その後も、2023年に7件、2024年（6月
30日時点）に2件の記事が報じられるなど、一定の
関心が続いている。この変化は、「子どもアドボカ
シー」に対する認識の高まりや社会的な注目度の増
加を反映していると考えられる。特に2021年からの
急増は、関連する問題への関心の高まりや政策的な
動きと連動していると考えられる。
「子どもアドボカシー」の語句を、本稿の分析対象

となった新聞記事で最初に確認したのは、1999年6
月21日の「カナダに学ぶ子どもの福祉　23、24日に
シンポ/大阪国際交流センター」（読売新聞）であっ
た。カナダ・オンタリオ州の子ども家庭サービス法
をテーマにするシンポジウム開催を紹介しており、
特に、子どもが代弁者を通じて意見を述べ、権利擁
護を求めるアドボカシー制度が取り上げられ、その
取り組みが国連の「子どもの権利条約」にも影響を
与えたことが示されている。

次に、再び記事として確認されたのは、20年後の
2019年4月7日の「虐待被害　子の代弁者を制度化
求め協議会設立へ」（中日新聞）である。本記事は、
虐待を受ける子どもの意見を代弁する「アドボケイ
ト制度」の構築を目指し、各地のNPO法人などが連
携して、2023年7月に全国協議会を立ち上げる計画
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が進められていることを伝える内容であった。
以上のように、「子どもアドボカシー」に関する

新聞記事の初出である1999年の記事は、カナダの子
ども家庭サービス法の紹介であったように、日本国
内では主に海外事例として取り上げられるに留まっ
ており、制度導入の議論は進んでいなかったと推察
される。一方、2019年の記事では、日本国内で虐待
を受ける子どもの意見を代弁する「アドボケイト制
度」の構築を目指し、NPO法人などが連携して全国
協議会を立ち上げる計画が進められていることが報
じられている。これらの背景には、坂本ら（2024）
が指摘するように、子どもアドボカシーが「2018
年から2019 年にかけて大きく報道され」、その根拠
となった「2つの虐待死」 ２）が「アドボカシーへの注
目を加速させた」ことがあると推察する。この20年
間で、児童虐待の増加や社会的関心の高まりを背景
に、海外の先進事例を学びつつ、日本でも具体的な
制度導入を求める動きが顕在化してきたといえる。
社会問題としての認識が深まり、具体的な行動に結

びついた点が、この20年間での変化といえるだろう。
また、分析対象期間内で、記事の中で「子どもア

ドボカシー」を検出した最後の記事となったのは、
2024年5月28日「［わたしのビタミン］人生の決断を
後押し　川瀬信一さん36」（読売新聞）であった。こ
の記事は、社会的養護を受けている子どもたちの意
見表明を支援する「子どもアドボカシー」の活動に
ついて、川瀬信一さんのインタビューを通じて紹介
されている。記事では、東京都内の児童相談所を訪
れ、親から虐待を受けて一時保護されている子ども
たちの希望を聴き、彼らが自分の意見や願いを表明
できるよう支援する活動が紹介されている。また、
活動の一環として、子どもたちが自分の思いを言葉
にできるよう手助けし、職員との信頼関係を築きな
がら、子どもたちが自己決定できる力を養う重要性
が強調されている。

（2）頻出語
次に分析対象記事全体における、語句の頻出回数

を表2で確認した。「子どもアドボカシー」は80件で
あり、ほか最も多かったのは「子ども」の432回、
次に「意見」（141回）「声」（114回）「児童」（93
回）「施設」（88回）が、「子どもアドボカシー」よ
り多く頻出した。
「子どもアドボカシー」に関して、コロケーショ

ン統計３）を用いて、関連が強かった語句を確認し
てみると、T scoreが基準値2を越えて有意だったの
は、「センター」（7.000）「全国」（6.583）「協議」

（5.750）「研究」（3.700）「取り組み」（3.517）「法
人」（3.333）学会（3.000）「子ども」（2.333）で
あった。このことから、「子どもアドボカシー」が使
用される文脈は、「子どもアドボカシー」が含まれる
組織名や事業名称の一部あると推察できる。

次に多かった「意見」（141回）に関して、上記同
様にコロケーション統計を用いて、補足的に関連を
確認してみると、「表明」（35.950）が最もT score
が大きくなった。ほか「子ども」（31.250）「聞く」

（8.000）、「尊重」（7.750）なども統計的に有意と
なった。「子どもの意見を聞く」、「子どもの意見を尊
重する」という文脈で使用されているのがわかる。

（3）階層的クラスター分析
次に、階層的クラスター分析を行った４）。階層的ク

表2．頻出語（上位20）

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数

子ども
意見
声
児童
施設
子どもアドボカシー
権利
保護
アドボカシー
聴く

432
141
114
93
88
80
72
72
65
64

社会
アドボケイト
大人
養護
自分
支援
聞く
表明
虐待
一時

60
59
58
55
54
50
49
48
46
45

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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図1．�「子どもアドボカシー」をタイトル・本文に含
む記事の件数【年別】
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ラスター分析とは、記事内の出現パターンが似通って
いる語句を、デンドログラム（樹状図）で表示し、
それぞれの語句がどのように用いられているのか、
四角で括られるグルーピングにより語群の特徴をみ
る。デンドログラムの左側で縦につながっているほ
ど、出現パターンが似通っていることを示す。その
ため、四角で括られたグルーピングの解釈を行い、
その語群をテーマとして【 】でまとめる作業を行
う。語群の解釈に当たっては、KWICコンコーダン
ス５）の機能能を用い、それぞれの語がどのように用

いられているのか文脈を探った。なお、出現回数は
25回以上の語句に絞り、群は上から第一群〜第六群
の順とした６）。その結果得られたデンドログラムを
図2に示した。

最上部の第一群は、「話す」「職員」「生活」で構成
されている。これらの語句から、施設や支援の場に
おける、人と人とのコミュニケーションの在り方に
焦点を当て、職員が利用者の生活を支える内容を示
している。そこで、【支援の現場】とグルーピングを
行なった。

第二群は、「思う」「里親」「聴く」から構成されて
おり、里親という社会的養護の文脈がうかがえる。
また、子どもの気持ちを意識的に「聴く」ことで信
頼関係を築き、里親制度が安心して生活できる環境
を提供することを貢献していることを示す。以上か
ら、【里親制度】とグルーピングする。

第三群は「代弁」「施設」「表明」「意見」「児童」
「子ども」「子どもアドボカシー」「虐待」「聞く」で構
成され、これらの語句から【虐待防止とアドボカシー
の役割】に関する内容であることが推察できる。虐
待を受けた子どもや支援が必要な児童を対象にした
福祉施設の役割、そして「子どもアドボカシー」の
重要性が中心に据えられている。特に、子どもたち
が自ら意見を表明し、それを支援者や社会が代弁・
尊重するプロセスに焦点を当てている。また、子ど
もの声を聞き取ることの意義や、そのために必要な
制度や文化的な課題についても触れられていた。こ
うした視点を通じて、子どもの権利を守るための社
会的な仕組みづくりの必要性を訴えている内容だと
考えられる。

第四群は、「制度」「仕組み」「家庭」「必要」であ
り、【家庭を支える仕組み】とする。家庭での支援が
必要な状況に対する制度的な対応策、家庭支援のた
めにどのような仕組みが整備されているのか、また
その仕組みがどれほど必要かという視点で、現在の
制度の課題や改善点を議論する内容だと考えられる。

第五群は、「福祉」「活動」「言う」「伝える」「尊
重」「大人」「自分」「話」で構成される。福祉活動
においては、支援を受ける人々が自分の意見を伝え
ることができるような環境作りが重要であり、支援
する大人は、その声を尊重する態度が求められてお
り、自己表現を奨励することの必要性が訴えられて
いる。【福祉活動とコミュニケーション】とし、福祉
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図2．階層的クラスター分析
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の現場で、どのようにコミュニケーションを取るべ
きか、支援の中で尊重をどう実現するかについても
触れる内容だと考えられる。

最後の第六群は、「経験」「守る」「社会」「支援」
「受ける」「保護」「相談」「取り組み」「権利」「養護」
で構成され、【社会的支援と養護】とした。支援活動
の重要性に焦点を当て、特に虐待を受けた人々や社
会的に弱い立場の人々を守るために行われている支
援の取り組みについて考察する内容が推測される。
支援を受ける側の権利をどう守るか、また支援機関
がどのように相談を受け、保護活動を行っているか
という内容である。

以上の階層的クラスター分析により、「子どもアド
ボカシー」に関する記事は、【支援の現場】【里親制
度】【虐待防止とアドボカシーの役割】【家庭を支え
る仕組み】【福祉活動とコミュニケーション】【社会
的支援と養護】という各テーマで構成されているこ
とが明らかになった。多岐にわたるテーマが取り上
げられることで、「子どもアドボカシー」に関する報
道が全体像として構築され、それぞれのテーマが相
互に関連し合っている。

しかし、虐待や里親・社会的養護という福祉の文
脈で語られる「子どもアドボカシー」は、冒頭で紹
介した、子どもアドボカシー学会参加者の「それは
専門家の仕事だよね、困っている人たちのためのも
のだよねって線引き」が、記事からも象徴される結
果となった。

５．まとめと結論

本稿では、読売新聞、朝日新聞、中日新聞の記事
データアーカイブから、「子どもアドボカシー」とタ
イトル・本文に記載された28件の記事を分析対象と
し、KH Coderを用いて、計量テキスト分析を行った。
「子どもアドボカシー」の語句が新聞記事上で最

初に確認されたのは、1999年6月21日の「カナダに
学ぶ子どもの福祉　23、24日にシンポ/大阪国際交
流センター」（読売新聞）であった。しかし、記事
はこの１件のみで、20年後の2019年以降に増加す
る。1999年は海外事例の紹介に留まっていた子ど
もアドボカシーが、2019年には国内での具体的な
制度構築へと発展し、その背景には、児童虐待の深
刻化や、虐待死事件をきっかけにした社会的関心の

高まりがあった。先行研究からも、子どもアドボカ
シーは「2018年から2019 年にかけて」、「2つの虐
待死」が「アドボカシーへの注目を加速させた」と
し、この約20年間で制度導入を求める動きが本格化
したといえる。

また、「子どもアドボカシー」関連記事に、最も多
かった関連語句は、「子ども」（432回）であり、次
に「意見」（141回）「声」（114回）などであった。

「子どもアドボカシー」の関連度が高い語句には「セ
ンター」「全国」があり、同語が、組織名・事業名の
一部である高い傾向が示された。

階層的クラスター分析により、「子どもアドボカ
シー」に関する記事は、虐待や里親・社会的養護と
いう福祉の文脈で語られることが多く、特定の福祉
に関わり、専門家の仕事という印象を与えているこ
とが推察できる。

以上の結果から、分析アプローチを援用して結論
づけると次のようにいえる。結果として、「子ども
アドボカシー」に関する新聞記事数は多くはなかっ
た。また含意として、社会的養護のような特定の福
祉分野で使用され、なお組織名としての浸透が進む
ことは、社会的関心の拡がりとしては不十分と言え
るだろう。前提で確認したように、こども基本法を
はじめとし、アドボカシーは特定の子どもらに必要
なものではなく、「すべての子どもの声を聴くこと」
が重要であることを示しているからである。

しかし、「2つの虐待死」など、きっかけとなった
事件の印象から、「子どもアドボカシー」の拡散が
一部に偏ることは自然なことかもしれない。衝撃的
な事件やニュースが注目されると、その問題に関す
る社会的な関心が一時的に高まる傾向がある（牧野
2012）。これにより、一部の問題に対する関心が、特
定の範囲あるいは偏った含意で拡散されることは、
容易に想像できる。

その偏りをなくし、限られた範囲からでもすべて
の子どもにとって「子どもアドボカシー」が必要で
あることが認識されれば、マスメディアがその認知
度の向上にさらに寄与することができるだろう。例
えば、教育プログラムとして、学校や団体で、「子ど
もアドボカシー」の重要性を教えるセミナーやワー
クショップを開催し、「子どもアドボカシー」の基
本理念と具体的な支援方法を伝え、関連する報道を
マスメディアで取り扱ってもらうことである。重要
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なのは、定期的な報道であろう。また、偏りに関し
ては、専門家、当事者、支援者など多様な視点から
の報道（インタビュー）により、「子どもアドボカ
シー」を深く理解してもらうことが期待できる。

最後に、本研究の限界を示す。本稿では、読売新
聞、朝日新聞、中日新聞の3紙の傾向を明らかにした
に過ぎない。他紙を分析対象に含めたとき、異なる
傾向が出る可能性がある。また、多様なマスメディア
媒体の検討も必要であり、テレビ、ラジオ、雑誌、
インターネット、特にSNSの分析など、幅広い年齢
層や背景に考慮したアプローチも重要である。今後
の課題としたい。

付記
本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラ

ムJPMJSP2137の支援を受けたものです。本稿の執
筆にあたり2名の査読者から有益なコメントをいた
だきました。記して感謝します。

注釈
１�）KH Coderは、樋口耕一によって制作され、内容

分析及びテキストマイニング用のソフトウェアで
ある。特定の語がどれだけ出現しているかを検索
する機能や、元のテキストデータ中でどのように
語が用いられているか文脈を確認するための機能
が備わっているため、文脈に立ち返り確認するこ
とができる（樋口2020）。

２�）2018年の船戸結愛さん（5歳）の事件と、2019
年の栗原心愛さん（10歳）の事件を指している。
詳細に関しては、本稿の趣旨と離れるために割愛
する。

３�）コロケーション統計とは、直前（左）や直後
（右）に、どんな語が多く出現していたかを集計・
表示する機能である。集計されるのは前後（左右）
5語までで、語の前後に頻出していた語がリスト
アップされる。また、コロケーション統計で用い
られるT scoreとは、T 検定の手法を応用して、2
つの単語の共起関係の強さを計る指標の一つであ
る。一般に基準値2以上になる場合、有意である
と言える（李ほか2005）。

４�）階層的クラスター分析を行うにあたっては、樋
口（2020）を参考に、距離測定法（クラスターの
結合方法）としてWard法を、対象間の類似度（距

離）を測るにあたってはJaccard係数を用いた。
５�）KWICは「Keyword in context」の略称で、コン

コーダンス（concordance）は「用語索引」のこ
とを指す。前後の文脈を含めて、文中でキーワー
ドが使われている場所を表示する機能である。

６�）第一群、第二群などの命名は、分析を容易にす
るための便宜的なものである。また一群だからと
いって最も重要であるということではない。
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１．はじめに

不登校の児童生徒数（2022年度）は小中学生で約
29.9万人、高等学校で約6万人と、共に過去最多だっ
た（文部科学省2023）。不登校が社会問題として注
目され、フリースクールなど多様な学びの場が広がっ
てはいる。しかし不登校を「当事者のみ」の問題に
とどめる価値観や、あるいは「学校の問題」と捉え
る視点は依然としてなくなっていないと感じる。

筆者はこの前提に疑問を感じ、不登校に関して、
もっと子ども自身の思いを聴いて対応や支援を考え
る必要があると考えている。そこで本研究は、不登
校を子どものミクロな視点から考え、「子ども」「家
族」「学校」という三者の関わりから検討することを
目的とした。なお、本稿は2023年度末に提出した卒
業論文（関西大学社会学部）の内容から調査結果を
中心に絞り、指導教員からの助言をふまえて纏め直
したものである。

２．研究の背景

（1）不登校に関わる概念
不登校とは、文部科学省の「不登校の現状に関す

る認識」（2023）において「何らかの心理的、情緒
的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登
校しないあるいはしたくともできない状況にあるた
めに年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済
的な理由による者を除いたもの」と定義される。

しかし、現実の不登校はもっと多様で複雑である。
それを表す一つとして「隠れ不登校」という概念も
登場した。ここには、文科省の定義には該当しない
欠席（例えば、29日間）をした児童生徒等も含まれ
る。日本財団が中学生を対象に実施した調査では、

全中学生325万人のうち推計約33万人が「隠れ不登
校」状態にあることがわかった（日本財団2018）。

また、類似する用語に「潜在登校拒否」等もある。
しかし、これは学校に登校しない児童生徒を否定的
に捉えており（平井2023）、「隠れ不登校」のニュア
ンスとはやや異なる。今日の不登校は、「無気力・不
安」が主たる要因とされ（文部科学省2023）、各種
調査も増しているが、子どもたち本人の目にこうし
た類型や要因分析はどう映っているのだろうか。

2．家族の関わりがもたらす影響
筆者は、不登校によって「親、家族」との関わりに

影響がある、悩みを感じると聞くことが身近にあっ
た。家庭内の日常は公に語られにくいが、不登校と
深く関わると思われるため、本節では親子関係につ
いて簡単に言及しておきたい。

親子間の信頼関係の形成には、「時間を共有するこ
と」が必要不可欠だが、現代においてそれらを充分
に確保可能な家族は多くはない。『子どもを愛せない
親からの手紙』（注1）（Create Media編1998 a）の
中では、「子どもを作った瞬間に誰もが『親』と呼ば
れてしまうけど、それと同時に『親としての役割を
充分に果たせるだけの能力』が約束されたわけじゃ
ない」と語られ、親が社会から孤立することの恐ろ
しさに言及している。また『もう家には帰らない－

「普通の親が、子どもを壊す。」－』（注2）（Create 
Media編1998 b）の中では、子どもが行ったことの
責任が親に集中することの危険性が語られる。親の
経済力や資産、教育コストの許容範囲が、子どもの
未来に直結する状況を生じさせていく。そして、家
族が張り詰めた空気で支配されると、子どもから親
に向けた自発的関わりは阻害される。

武田ら（2013）は、青年期の両親への相談行動
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について研究し、親と信頼関係が築けていればポジ
ティブな結果、築けていなければネガティブな結果
が導かれやすいと指摘する。また、過去に親への相
談行動がネガティブな結果に導かれた経験があるほ
ど、次の相談行動は想起しづらくなる。つまり、日
常の簡単な関わりの積み重ねが親子の信頼関係を育
み、前向きな結果につながる。逆に、交流の希薄化
やネガティブな経験の積み重ねは、親子の信頼関係
を崩壊させていく。こうした積み重ねは、不登校等
の非常時にも深く関わると考えられる。 

3．子どもの声を聴くということ
親に対して、不登校の子どもが思いを伝え難い状

況は大いにありうる。元来、家庭内に限らず、心身
の未熟さや発達の過渡期を理由に大人は子どもに関
し決定権をもつ。

子どもには、自分のことを自分で決める権利、意見
を聞かれ、尊重される権利があると「子どもの権利条
約」は明記している。日本の同条約批准は1994年と
遅く、知名度も低迷している（セーブ・ザ・チルド
レン2019）が、この状況が問題視され、子どもアド…
ボカシーのアプローチが近年注目されている。堀

（2022）は、子どもの声に耳を傾けることの意義を、
日本社会と自分自身の抑圧性への気づきだと語る。

不登校の子どもに関しても、子どもへの無意識の
抑圧性に気づく機会をいかに多く作れるかが重要で
ある。子どもは親に理解され、尊重されることを望
む。尊重されたと実感できる親の言動の例に、「謝
る」という行為があげられるが、一般に親から子ど
もに向けての謝罪行動の実現は極めて難しい。これ
は、前述の2つの書籍（Create Media編1998 a，b）
にも明らかである。親子間の見えにくい構造が、不
登校をめぐる家族環境にも影響すると推察できる。

不登校の子どもたちの声としては、日本で唯一の

不登校を専門に扱う「不登校新聞」（1998年創刊、
注3）が、当事者の声に耳を傾けることを重視する
非常に貴重な存在だった。今日、インターネット上
で当事者の発信は増しているが、本稿ではリアルな
日常に目を向ける。

３．インタビュー調査

（1）調査概要
本章では、過去に不登校を経験、または欠席日数

が多い傾向の経験を有する3名を対象に、半構造化
面接法で個別のインタビュー調査を行った。対象者

（A～C）の概要は表1の通りで、知人経由で協力を得
られることになった。質問は図1の5項目を中心に、
2023年5月から7月にかけて各々1時間30分から2時
間程度話を聞いた。

なお、倫理的配慮のため、所属機関（調査実施時）
の「人を対象とする研究に関する倫理規程」を十分
確認し、随時指導教員に相談確認しながら進めた。
本稿は調査対象者が特定されないよう配慮し、本稿
投稿について全員から許可を得た。また、録音が精
神的負担になる点を考慮し、各々の承諾を得て調査
中は詳細に発言をノートに記録してデータとした。

図1．インタビューの主たる質問内容

・�不登校または欠席した際の具体的な状況や心境
はどのようなものか

・親へはたらきかけるときはどのようなときか
・�親へのはたらきかけにおけるポジティブな経験、

ネガティブな経験
・�尊重された、認められたと感じたときはどのよ

うなときか
・金銭や住居における劣等感や罪悪感はあるか

表1．インタビュー対象者の概要（年齢は調査時）

性別 年齢 実施日 不登校等の具体的な状況

A 女性 23 2023/5/29 小中高にわたり定期的、計画的に短期間欠席
最長は高3の連続1週間

B 男性 21 2023/6/30 中2から中学校卒業まで
中3の春から別室登校開始

C 女性 21 2023/7/3 小学校で連続2週間欠席、半日登校2週間
中高にわたり定期的、計画的に短期間欠席
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（2）調査結果
今回の研究関心から重要と思われる3つの論点、

「学校の休み方」「親との関わりや関係性」「その他」
を自ら設定した。そして各論点について、3名の発
言をできる限りそのまま引用する形で整理し（表2
～8.）、内容を検討、分析した。引用形式は対象者の
口調に基づいて記述したが、個人が特定されないよ
う発言を修正した箇所もある。また、対象者の発言
のみで意図やニュアンスが伝わりづらい場合は、括
弧内で補足説明を加えた。

〈論点1　学校の休み方〉
不登校とは、長期的または継続的な学校欠席のイ

メージを持たれがちだが、実際の休み方はどのよう
なものだろうか。Bさんは長期的欠席だった一方、
AさんとCさんは異なっていた。これは、休み方に
はそれぞれ特徴があることを示している。Aさんと
Cさんは「エネルギー不足」「電池が切れる」という
言葉を多用し（引用1-1）、完全に切れる前に計画的
に休むことで心身を回復させ、学校生活を乗り切れ
るように努力していた。心身を回復させるタイミン
グには、「他人」に迷惑が掛かっていないかどうかが
重要な基準になっていた。またCさんは、欠席防止
対策として学校が故意に小テストを多くしていると
述べた。BさんとCさんの発言には学校に対する不
信感が見受けられた（引用1-2）。

次に、不登校になる際の具体的な契機は、全員が
明確に把握できていなかった（引用2-1,2-3）。明確
に説明できない状況は親子双方の複雑な感情を生じ
させる。対象者全員が精神的な理由で学校を休むこ
とに戸惑いを抱える一方で、全対象者の親は、学校
を休むことに受容的で、当事者の意思を尊重してい
る。しかし、欠席が長期化すると無理にでも学校へ
連れて行こうとする親の対応は共通する。Cさんは
そんな親の対応に疑問と怒りを抱いており（引用
2-4）、いつまでも学校に行けない自身の状態にも罪
悪感を覚え、学校を休みたいと安易に親に伝えられ
ない様子だった。なお、Bさんは不登校という言葉
そのものに対して疑問を感じてもいる（引用2-2）。

表2．調査結果①　学校の休み方-具体的な状況

Aさん
引用1-1 �常に長期的に休むんじゃなくて、しんどくなっ

たり、エネルギー不足になったりしたら休む。
休むとリフレッシュできてエネルギー補給で
きる。

Bさん
引用1-2　�中3年の春に別室教室に行き始めた。「心の教

室」って名前。まず名前が気に入らない。デリ
カシー無さすぎ。誰が行きたいと思うねん。
教室の中は薄暗いし、個々のパーテーション
に机と椅子があるだけ。教科書もなし。なん
もなし。先生もいないし、クラスのプリント
とかもない。だから今クラスのみんながどこ
をやってるのかわからない。わざと居心地の
悪い環境を作って教室に戻そうとしているっ
て思ったし、実際に先生にそう言われた。

表3．�調査結果②　学校の休み方-欠席のきっかけや
当時の心境、親の様子

Bさん
引用2-1　�原因ははっきりとはないけど多分クラス替え。

原因ではない。けど大きな変化として。はじ
めは自分もここまで休みが長期化するとは考
えてなかった。最初から不登校になる予定な
んかないし、自分のことを不登校やとも自覚
してない。気づいたら不登校になってて、結
果が不登校な感じ。

引用2-2　�「不登校＝登校しない」っていう定義はその人
たち自身のことは何も表せてなくて。家族や社
会背景や時代、教育者からの一方的な視点で
そう判断されているだけ。色々な問題があっ
て結果として「学校に行ってない」ってこと。

Cさん
引用2-3　�はっきりとはわからん。担任の先生が苦手やっ

たんかも。友だちが怒られてんの見て怖かっ
た。あとはストレスで給食が食べれんくなっ
たことかな。

引用2-4　�長期化したりすると行かせようとする。無理
やり連れていこうとする母への疑問とか怒り
みたいなんもあった。家におると元気やなっ
て母に言われた。これはめっちゃ傷ついた。
一生忘れない。どちらかといえば伝える前に
時間かかってた気がする。朝起きた瞬間から行
きたくないってわかってんのに、言いにくい
からとりあえず準備してた。でもいざ家を出
る時間になると玄関から足が動かんくなる。
そこでやっと休みたいって親に伝えられる。
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〈論点2　親とのかかわりや関係性〉
子どもは親の対応に少なからず影響されている。

ここでは、実際の親子の関わりについて話を聞き、
各家庭での関係性や経験、また日常的なかかわりの
中での体験が、不登校という非常時にどんな影響を
与えるのか検討した。　

まず、全員に共通なことは、親に対して「できれ
ば自分を理解して味方でいてほしい」と望んでいる
点である。親子関係の根底が「支える側」と「支え
られる側」であることからも、その考えは当然であ
るだろう。だがこうした関係性は依存的で一方的で
もあり、対等な関係性とはいい難い。

Bさんは不登校を経たことで、「普通」の親子の関
係性から脱したという（引用3-1）。「同じ被害者・当
事者」という言葉は、親子が真に対等であることと
同時に、相互理解が深まった状態をも示している。
一方で、Cさんは不登校を経て「支える側」と「支え
られる側」の立場が逆転した親子関係になった（引
用3-2）。Cさん自身が半ば強制的に、愚痴を聞く側
や頼られる側に立ったことで、「支える側」の苦悩を

知り、自分が「支えられる側」に戻ることを忌避す
るようになったのである。結果、Cさんは家族との
深い関わりをやめるとの選択をしている。

基本的な親子のかかわりの例として、話をきいて
もらうことをあげた対象者がほとんどだった。その
中でポジティブな経験とネガティブな経験に焦点を
当てたところ、父親と母親の価値観や対応の違いな
どがみられた。父親は社会的な価値観にもとづいた
意見が多い傾向にある一方で、母親は子どもの心に
寄り添うものが多い。

いずれの家庭も子どもの話に耳を傾けることに意
欲的であり、子ども自身もそれらを好意的に受け止
めているといえる。しかし、現状は子どもが求めて
いるものと親が与えるものの間に齟齬が生じている
と言わざるを得ない（引用4-1,4-2）。また、日常時
のかかわりの中で批判されたり否定されたりした経
験が積み重なることで、非常時に優しくされたり尊

表4．�調査結果③　親子のかかわりや関係性-あなた
にとって親とは？

Bさん（不登校時）
引用3-1　�不登校のことを介して、お互いに学校に対する

不満や不公平感が募ってきて、所謂「普通」
の親と子の関係性ではなくなった。親ではあ
るけど、同じ被害者、同じ当事者って感じ。
今もそう。普通の大学生の親子関係ではない
と思う。親が1番の理解者で相談もめっちゃし
てた。距離感はなかった。理解してくれない
とかもなかった。

Cさん（不登校後）
引用3-2　�相談したい。でも今はあんまりしない。否定

されるのが怖い。深く関わらずにお互いに優
しい関係性でいたい。本音言ってそれを否定
されるのが1番ダメージでかい。兄弟が親に甘
えたり、愚痴を聞いてもらってるから、尚更
私は愚痴を言いにくかった。2人（両親）の様
子見てると余裕がなさそう。そんな人に頼れ
ない。父や母の愚痴を聞くことによってこっ
ちからはあんまり愚痴とか言えなくなった。
負担になりたくないし、親の余裕のなさはみ
ててはっきりわかる。

表5．�調査結果④　親子のかかわりや関係性-ポジ
ティブ、ネガティブな経験は？

Aさん（日常時）
引用4-1　�母は基本的に話しやすいけど、アドバイスが

ちょっと違う感じ。なんか無理やりポジティブ
な感じに持っていかれるのがいや。「いい勉強
やと思えばいいやん」みたいな。普通に聴い
てくれるだけでいい。共感して欲しかっただ
け。解決してくれっていうよりこのイライラ
を聴いてほしい。父はズレた回答が返ってく
る感じ。意味不明。そういう意見も分かるけ
ど、正論すぎ。感情レベルと正論は違う。社
会的な価値観でみられる（社会に出たらやっ
ていけない）。

Cさん（日常時）
引用4-2　�すぐ否定してくること。不登校のときは優し

かったけど、普段と比べてしまっていまいち
信じきれない。日ごろの経験と齟齬があって
困惑の気持ちが勝つ。求めてもないのにアド
バイスしてくる。ただ愚痴を聴いて欲しかっ
ただけ。話を最後まで聴いて欲しい。自分の
味方でいて欲しかった。父は社会の常識のこ
ととか言ってくる。「大人にならなわからん」
とか。やっぱり働いてるから、家族のなかの
価値観っていうより社会の価値観で動いてる
感じ。年齢で下に見られるのは嫌やった。
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重されたりすると困惑してしまう現象も生じている
（引用4-2）。

〈論点3　その他〉
家族のかかわりは一概に形容することが難しく、

あらゆる事象や出来事の積み重ねの結果であるとい
える。本調査では、対象者全員が金銭や住居に関す
る慢性的な申し訳なさや劣等感を抱いていることが
明らかとなった。しかし、これらは一般に親が費用
を負担していても何の疑問も持たれないようなもの
である。なぜこれほどまでに罪悪感を抱えるように
なったのか。調査を進めるうちに、親の「日ごろの
何気ない言葉」に影響されていることがわかった。

（引用5-1）。これらは不登校に対してネガティブな影
響を与え得るものだといえる。Bさんは不登校をコ
ンプレックスに思い、ある種の強迫観念を抱いてい
る（引用5-2）。

また、親に電話で学校への欠席連絡をしてもらう
ことについても、罪悪感や申し訳なさが示された。
欠席連絡のツールは通常電話で、母親がかける場合
が多い。親子双方の多大なストレスになっているこ
とが伺え（引用6-1,6-2）、親のストレスを察知して

いるが故に子どもは学校を休みたいと伝えづらいよ
うである。

次に、自分が認められた、尊重されたと思う時に
ついては、褒めてくれた時や意見をきいてくれた
時、謝られた時と答える対象者がほとんどだった。
なかでもAさんとCさんは、親が自らの非を認め、
謝るかを重要視する傾向にある（引用7-1）。謝られ
なかった場合、自分は軽んじられたという解釈を持
つようだ。年齢を理由に無碍にされたり、途中で話
を切り上げられたりする経験も多い（引用7-2）。

表6．�調査結果⑤　その他-金銭や住居における劣等
感や罪悪感は？

Aさん（日常時）
引用5-１　�早く働きたい。娯楽以外の病院代とか通学代

でも気を遣う。言いにくいし、言いにくいこ
とを言うんやったら早く働きたい。日ごろに
言われた言葉とかで察する。どんどん頼みに
くくなる。日常で細かいことを言われると信
じきれないし心配。入試の時はお金がいるか
ら申し訳なかった。高校も私立でお金かかっ
たし。

Bさん（不登校時）
引用5-2　�ある大学の授業で「儀礼的行為（バンジー）

をすることで大人になる」って学んだ。でも
自分は儀式(学校に通うこと)を通過しないま
ま大人になってしまった。飛ばなかった理由
を説明して、それで得たものを説明できないと
この社会でやっていけない。挽回しないと、
失った分だけ何かを獲得しないと。飛ばなかっ
たことがずっと不安。

表7．調査結果⑥　その他-電話によるストレス

Bさん
引用6-1　�電話する時間は大きな山場。誰が電話するか

は関係なく。めちゃくちゃしんどい。自分の
部屋から出ることはない。布団にくるまって
た。電話の嫌なところは家の中のどこにいて
も電話してる声が聞こえること。

Cさん
引用6-2　�母は電話するのが嫌だったみたい。熱の有無

とか症状とか詳細に先生から聞かれるから。
嘘つくのは心苦しいって母に言われた。自分
で電話してと言われた。母の嫌がっている姿
を見て気まずかったし、休みたいって伝えづ
らかった。でも行かんくっていい状況にも安
心した。

表8．�調査結果⑦　その他-尊重された時、認められ
た時は？

Aさん（日常時）
引用7-1　�謝ってくれない。意見を尊重してくれない。

謝ってくれたり、尊重されたら嬉しい。将来
のこととか、やりたいこととか。否定からこ
られると意見が言いにくくなる。日常的に否
定されると話しづらい。もう次やめよかなっ
てなる。自分の意見が正しいと思ってる。下
に見られてる感じ。

Cさん（日常時）
引用7-2　�謝ってくれないこと。自分の非を認めないこ

と。喧嘩とかしてもいつも謝るのは自分やか
ら最近は喧嘩せんようにしてる。ストレス溜
まるだけ。謝ってもしぶしぶって感じ。途中
で話切り上げられるのが1番嫌い。
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４．まとめ

本稿では、インタビュー調査で見出された点を整
理し、「学校」以外、特に「家族」の観点でみた不登
校について考察を行う。

まず、子ども・家族・学校の三者間に様々な齟齬が
生じていた。一見小さな点だが、例えば学校への電
話での欠席連絡もその一つの要素であった。この電
話は子どもと家族の日常で毎日繰り返される事象ゆ
え、親子双方の強いストレスになり得る。不登校を
欠席電話の面から語る文献は余り見当たらないが、
より注目する必要があるのではないか。筆者は、欠席
連絡のための電話をスクールカウンセラー等の専門
家につなぐ一つの機会にしてはどうかと考えた。三
者の関係性はブラックボックスに近く、お互いに干
渉しづらい。そんな中、三者を半ば強制的につなげ
ることが可能なほぼ唯一の機会が欠席連絡であり、
ストレスではなく前向きに活用できればと願う。

次に、親が子どもに与える無意識の影響の強さが
見出された。子どもは親に対する劣等感や罪悪感を
慢性的に抱えている場合が多い。否定されたり、謝
罪されなかったりする経験が積み重なると、子どもは
自分が尊重されていると感じられない。親子の信頼
関係は崩れ、次の親子のかかわりが阻害されうる。
これは、不登校の場合には特に顕著であることがイ
ンタビュー結果から伺えた。

各々の関係性に正解はないが、最も深刻なのは、子
どもが求めるものと大人が与えるものが食い違って
いる点だった。別室教室の環境を故意に劣悪なもの
にすることで、本来の教室に適応させようとする等
はその最たる例といえる。家族（親）も、学校も、
まず傾聴し、子どもの心を受容して、子どもが求め
ているものに気づこうと努力することが不可欠だと
考えられる。不登校の要因は明確でなく、また計画
的、定期的に学校を休むことは少しでも長く学校に
通うための工夫、努力の結果という例もあった。こ
うした本音の実情は、本人の声を聴かなければ気づ
かれることもない。

以上、本研究は、不登校を子ども自身のミクロな
視点から考え、「子ども」「家族」「学校」という三者
の関わりから検討した。不登校のテーマにおいて、

「家庭に関わる状況」や、「本人に関わる状況」など
の学校以外のシステムに焦点を当てることの重要性

が明らかになった。今後不登校の問題だけでなく、
学校や家族関係のあり方も、子どもの声を聴くこと
からよりよい形が模索されていくと考える。

５．おわりに

実際に不登校を経験し3名の姿を見たり話を聴い
たりして、筆者の考えの至らなさに気づき、新たに発
見したことも多くあった。筆者も学校を休みがちで
あったことから、学校に行くことができないことへ
の戸惑い、自分が欠けた人間であるかのように思う
劣等感などの複雑な心境は理解できているつもりで
あった。しかし本調査を通して、自分のケースでの
学校の対応の的確さや家族の思いやりなど、かつて
の自分一人では気づくことのできなかった点にも目
を向けることができた。学校や家族の対応は決して
ネガティブなものだけではなく、自身が気づかぬう
ちによい結果をもたらす助けになっている場合もあ
る。ただ、そのためには家庭や学校が協力関係にあ
ることは、間違いなく重要な要素といえるだろう。
同時に、不登校のテーマで「子ども・家庭・学校の
関係」を考える際にも、第一歩として子どもの声を
聴くことは絶えず意識したい。

最後に、新型コロナウイルスの影響が心配される
なか、インタビューに協力して下さったお三方に心
から謝礼を申し上げます。また、ご指導頂いた担当
教員の吉岡洋子先生にも感謝致します。

注
1）�子どもを虐待、抑圧した親から子どもに向けた

手紙をまとめたもの。
2）�親に虐待、抑圧された子どもから親に向けた手

紙をまとめたもの。 
3）�発行元のNPO法人全国不登校新聞社は2024年6

月解散、同新聞は基本的に廃刊された。
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１．はじめに

2024年5月17日に離婚後共同親権の導入を含む
民法改定（以下、本法案という）が国会で可決され
た。本法案は2026年から施行される。本法案審議
では子どもの意見表明権や子どもの意思の尊重を民
法に明記することについて議論は対立し、最終的に
明記されなかった。筆者は2024年5月7日に参議員
法務委員会で参考人として、本法案に子どもの意見
表明権や子どもの意思の尊重について明記すべきで
あると元家庭裁判所調査官としての経験も踏まえて
意見を述べた。本稿では、共同親権導入を含むなぜ
民法改正案に子どもの意見表明権・意思の尊重が明
記されなかったのかについて経緯を記すとともに、
本法案が離婚・離別家庭の子どもに及ぼす影響につ
いて述べる。

２．共同親権とは

本法案における共同親権は、離婚後に父母が自主
的に共同親権を選択する場合と、父母が不合意でも
家庭裁判所が共同親権を決定する場合、いわゆる非
合意強制型を含む（民法819条）。共同親権と双方が
合意した場合と、非合意でも家庭裁判所が共同親権
と決定した場合、「監護・教育」（民法820条）」「居
所指定」（民法822条）「職業許可」（民法823条）「財
産管理」（民法824条）などについて、離婚後も共同
で親権を行使することになる（金澄、2024）。

すなわち、共同親権となった場合、子の進学や医
療、転居などについて、父母双方の合意が必要とな
る。ただし「急迫の事情」「日常行為」については、
単独で行使できる（824条の2）。進学に関しては、
子どもの幼稚園や私立中学進学、高校進学および、

障害のある子どもの特別支援学校の進学について父
母双方の合意・許可が必要となる。逆にいえば父母
のうち一方、多くは別居親が子どもの進学先に合意
しなければ、子どもは希望する高校に進学できない
可能性がある。

ただし、入試に合格して入学手続きまで日にちが
ない場合は「急迫の事情」として単独行使ができる
と政府は答弁している。非常にややこしいが、別居
親に相談せずに高校を受験して入学手続きまで急を
要するのであれば親権の単独行使ができるが、別居
親の共同親権者に相談しなかったことについて、場
合によっては家庭裁判所に親権の共同行使すべきと
してその取消などが申し立てられる可能性もある。
すなわち、あらかじめ高校受験について別居親の共
同親権者の合意・許可を得なければならないような
制度ともいえる。しかし、別居親の合意・許可が得
られなかったらどうするのか、たとえば商業高校や
工業高校に行きたいと子どもが希望しても、別居親
が普通科にせよ（その逆も場合もある）として合意
しなければ、おそらく子どもは希望する高校に行け
ないのである。

国内修学旅行については、国会での政府答弁は日
常行為であるから、どちらかの親の単独行使が可能
であるとしている。しかし、日常行為については、
一方が単独行使すれば一方が単独で取消することも
可能であり、最終的には子の利益や人格尊重の観点
から判断されるにせよ、学校側が一方の親から取消
されることをおそれて事前に父母双方の合意を得る
ことが必要になりかねない。また海外の修学旅行や
留学については、父母双方の合意が必要であり、別
居親の合意が得られなければ修学旅行や留学に行け
なくなる可能性もある。

子どもの転居についても、同居親の転勤などの事

●その他

共同親権と子どもの意見表明権

熊上 崇（和光大学）
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情や、子の成長に合わせて広い部屋に引越しする時
も、父母双方の合意・許可がいることになる。ちな
みに同一学区内の転居も父母の合意が必要との国会
答弁がある（2024年4月25日参議院法務委員会）。

病院における緊急でない手術の場合も同様に双方
の合意が必要である。ただし、命の危険があるよう
な場合の手術は「急迫の事情」（824条の2）として単
独行使が可能である。未成年の子が歯科矯正やピア
スをするとき、これも一種の医療行為・手術である
が、これについて双方合意が必要なのかどうかは現
時点でははっきりしていない。未成年の子の中絶手
術については、緊急性がある場合は「急迫の事情」
として単独行使ができるとの政府答弁がある。逆に
緊急性がない場合は、双方の合意が必要となる。

このように、共同親権となった場合、父母の一方、
多くは別居親の合意・許可が得られなければ、転居
や進学、手術ができず、子の利益のために必要であ
れば、家庭裁判所の調停や審判で親権の単独行使が
できるとの決定が必要となる。すなわち共同親権と
は「子の転居・引越、進学、手術などに双方親の合
意・許可がいる制度」であることを理解しておく必
要がある。前記の通り、父母の双方の合意が得られ
なければ家庭裁判所の調停・審判で決定を得る必要
があるが、それには時間や費用がかかるうえ、どの
ような決定がでるかは分からない。

結果的に子どもの望む進学や医療が別居親の共同
親権者の意向ひとつで決まる・あるいは決められな
くなるのであり、子どもは常に別居親の合意を得な
ければならないという上下関係が生まれ、親と子の
関係がきわめて不平等となる。離婚家庭の子どもが
私立中学や高校進学を希望する場合、別居親が合意
してくれるのか、合意を得なければならないのか、
という勉強以外の心配事にさらされることになるの
である。

また、同居親の立場としても、子の転居にも別居親
の許可が必要となり、憲法で保障されている居住の
自由との兼ね合いも指摘されている（金澄、2024）。
とりわけDVなどでやむを得ず別居・離婚せざるをえ
なかった場合でもその後の転居に別居親の合意が必
要となれば、共同親権が離婚後のDVや支配が継続
しうる制度となりかねない（熊上・赤石、2024）。

なお、共同親権のメリットとして離婚後も共同養
育の意識が醸成されるとの意見もあるが、これにつ

いて、北海道弁護士会連合会は2024年7月26日の声
明で、「離婚後共同親権制度を導入することで、離婚
後も父母が子の教育に共同していく意識が醸成され
ることとなり、子の利益の実現に資するとする意見
も見られるが、そのような効果が生ずるかは定かで
はないし、離婚後の共同養育は離婚後単独親権制度
の下でも可能であるから、そのような漠然とした利
益をもって、上記のような深刻な弊害の懸念される
離婚後共同親権制度の導入を正当化することは到底
できない。」と表明している。

共同親権について、当事者である子ども達はどの
ような意見を持っているのであろうか。以下は2024
年3月29日国会議員会館内での院内集会における子
ども達の声である。
「これ僕たちにデメリットしかないのでは?　何か

につけて両親の許可が必要って面倒なだけ。国は責
任取れます?　いまは1人の親権者のサインでいい
のに、共同親権になったら面倒だし、誰も得しない
じゃないですか。」（16歳）
「離婚時に兄の私立高校を辞めさせろと父から児童

相談所に要請がありました。理由は養育費がかかる
からだそうです。共同親権になったら今の高校も続
けて通うことが出来るか分かりません。どうか助け
てください。」（16歳）

このように、共同親権制度は、「子の意見や意思」
よりも、親としての権限を離婚後も優先するという
構造になっていることを理解する必要があろう。

そこで子どもの進学等について、「子どもの意見表
明権」や子どもの意思の尊重はどうなるのか、この
点は法制審議会家族法制部会や2026年通常国会で
も激しい議論となったが、親の責務として子どもの

「人格の尊重」（817条の12）という文言となり、本
法案では「子どもの意見表明権・意思の尊重」は盛
り込まれなかった。その経緯を以下に述べる。

３．「子どもの意見表明権」と法制審議会の議論

法制審議会家族法制部会は、法務大臣の諮問によ
り、2021年3月に第1回会議が開催された。2022年
12月には、単独親権維持の甲案と共同親権導入の乙
案（いくつか複雑なバリエーションはあったが）を
中心とする中間試案を法制審議会事務局が作成した
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が、その過程で自民党から原則共同親権が導入され
ていないと相当な圧力がかかっており、政治的問題
の様相も呈していた（大野、2024）。

2022年12月に法務省は中間試案へのパブリック
コメントを募集した。その結果、個人8000件もの
意見のうち、3分の2が単独親権の甲案に賛成という
結果であった。しかし、このパブリックコメントは
法務省が「個人情報を墨塗りすることの労力がかか
る」との理由で、2025年3月現在まだ一般に開示さ
れていない。2024年1月には共同親権導入を含む要
綱案が法制審議会に提示された。法制審議会では慣
例では全会一致で議決されるのだが、この共同親権
要綱案については異例の3名の反対、2名の棄権が
あった。

反対したのは、ジェンダー法学者である戒能民江
名誉教授、しんぐるまざーずふぉーらむ理事長の赤
石千衣子氏、共同親権になることで収入が合算され
児童手当や高校無償化など算定に影響が出るとする
経済学者の大石亜希子教授である。他に2名の弁護
士委員の棄権があった。
「子どもの意見表明権」を法案に明記するかに関し

ては、2023年11月の第34回から2024年1月の第36
回まで、以下のような議論があった。
「こどもの意見表明権は、こどもが自分の意思や心

情を表明する機会の保障という手続保障という意味
合いだけで捉えるのでは十分ではないと思います。そ
れをしっかりと受け止めて判断の際には考慮しても
らえるという点も重要で、それは実体的な権利であ
ると考えるべきではないかと思います。そうします
と、手続法上の規定では十分ではなくて、実体法、
つまり民法に裁判所の考慮要素として、子の意思と
いうものを何らかの形で明記していくという考え方
になるのではないかと思います。」（2023.11.28 第34
回法務省法制審議会家族法制部会　池田委員発言） 
「こどもの意見と明記すると裁判規範として機能

してしまうでしょうから、両親を競りに掛けるよう
なもので、両親のどちらかを選ばせるというのは非
常に重すぎる、残酷な選択をこどもに迫ることだと
思います。 また、このことの弊害も、実際にものす
ごく大きいだろうと思います。こどもは、その選択
をしたことの責任を感じて、ずっと大人になるまで
苦しんでしまうこともあるでしょう。こどもに聞い
て、それで判断すればいいということになると、親

はこどもに働き掛けて相手方の悪口を吹き込み、自
分を選ばせるだろうと思います。あらゆる意味で、
これは望ましくない状態で、理想的なあるべき姿で
はないでしょう。こどもがどういう状況であり、何
をどう思っているのか、それはもう細心の注意を
払って慎重に丁寧に調査をしなければならないと思
いますが、こどもにどちらの親がいいのかと聞くこ
とは、これは非常に残酷な問いであると思います。」 

（2023.12.19 第35回法務省法制審議会家族法制部
会　水野委員発言）
「水野委員から繰り返し懸念が出ているわけなので

すけれども、別にこどもの意向を求めるからといっ
て、親のどちらを選ぶというようなことを意味する場
合だけではないと思うのです。例えば、学校はどこ
に行きたいとかいうようなことを当然聴くべきだと
思いますので、意向ということが入っていていいの
ではないでしょうか。親をこどもに選ばせるような
ことはよくないというのは、運用上で徹底していた
だけたらいいのではないかと思います。」（2024.1.9 
第36回法務省法制審議会家族法制部会　落合委員
発言）
「こどもの意見表明権というのは、 全てこどもの言

うとおりにするものではないということや、こども
が決めるわけでもないということですし、したがっ
て子に責任を負わせるものでもないということは共
通した理解だと思いますし、意見を表明しない権利
も含むというのも意見表明権の基本ではないかと思
います。こどもは自分のことが決められるに当たっ
て十分に意見を聴いてもらって、そのとおりになら
ない場合でも、その理由をきちんと説明してもらう
ことによって納得感を得られる。」 （2024.1.9 第36回
法務省法制審議会家族法制部会　原田委員発言）

「子の意見表明権はやはり独立して明記すべきだと
考えております。それで、今までこどもの意見とい
うのが、特に司法過程においては、十分に尊重され
てこなかったということから出発したいと思ってお
ります。」（2024.1.9 第36回法務省法制審議会家族
法制部会　戒能委員発言）

「安心してこどもが発言できる環境を整え、こども
が自分の言ったことで責任を問われない、不利益を
受けないという条件整備もしないと、なかなか規定
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だけを入れたら、父母の争いの道具とされたり、板
挟みにされかねないというデメリットの払拭までは
自信がないので、やはりお子さんにとっていい方向
に行かない可能性があるのではないか、次のステッ
プにきちんと力を入れていくという前提で、 現段階
では入れない方がよろしいのではないかという意見
を述べます。」 （2024.1.9 第36回法務省法制審議会
家族法制部会　棚村委員発言）

「こどもの意見表明に関しては、やはり少し納得し
難い思いを抱えております。 やはりお子さんたちの
立場の声を聴くと、何らかの形で意見を聴いてもら
いたかったというのがあるので、人格の尊重という
のは非常に曖昧すぎるのではないかと思っておりま
す。」（2024.1.30 第37回法務省法制審議会家族法制
部会　赤石委員発言）

上記の通り、法制審議会では、子の意見表明権を
改正法に明記するかについて議論が行われ、池田委
員、赤石委員、戒能委員、落合委員らは当事者であ
る子どもの意見表明権を保障し、明記することを主
張したが、家族法学者の水野委員は子どもに親権や
監護について決定させるのは酷である、また子ども
に親が吹き込む場合があると述べ、反対していた。
法制審議会の議論では水野委員は、子に決定させて
はならないと度々述べていたが、子の意見表明権の
明記を主張する委員は、子どもに決定権を与えるわ
けではなく、子の意見が聴かれることの権利、その
尊重を訴え（落合委員、原田委員）、議論は平行線で
あった。最終回では家族法学者の棚村委員も子ども
の意見表明権の明記は環境が整っていないとの理由
で反対した。

最終的には「子の人格を尊重する」（民法817条の
12）という文言を入れることが、子の意見・意思の
尊重になるという論理が用いられた。

2024年1月の法制審議会家族法制部会で異例の多
数決による採決後、2024年3月には法案が閣議決定
され、2024年4月から5月にかけて衆議院法務委員
会での議論があり、「急迫の事情」「日常行為」の範
囲や、パスポート取得・海外留学、海外旅行に行く
のに父母双方の合意がいるのか、という議論があっ
た。また、子の転居についても、DV等の事情でやむ

を得ず子連れ別居することは「急迫の事情」にあた
るかどうかなどが審議された。

衆議院本会議では、自民党の野田聖子議員が「仮
に離婚しても、対等な関係で別れた父母なら共同で
子育てをしてきたのが日本だ。今回、父母が協力で
きないケースにも対象を広げようとしている。子の将
来を左右する重大な法案なのに、多くの国民はもと
より、国会議員もほとんど法案の中身を知らなかっ
た。『こどもまんなか』を掲げ、こども家庭庁を創
設した岸田内閣だが、子ども目線からの検討、つま
り、子をどう守るかの視点が不足していた。ここに
無関心なまま立法府が法案を通すと、子の人格を壊
しかねないと思った」と反対した。（2024年5月24
日東京新聞記事）

参議院では、2024年5月の法務委員会では野党議
員はもとより、自民党の古庄玄知議員（大分県弁護
士会）も家庭裁判所の離婚事件の経験から、「共同親
権はメリットよりデメリットが大きいのでは」「紛争
が増えるのではないか」と論じている（参議院法務
委員会2024年5月7日議事録）。衆議院および参議院
本会議の採決では、国会論戦で反対意見を述べてい
た立憲民主党が賛成したが、この理由は附帯決議を
付けるためで、立憲民主党は、衆議院本会議におい
て道下議員が「政権交代した場合は法改正をする」
と明言しつつ、このまま反対した場合は、附帯決議
も付けることができないとの政治的事情から、附帯
決議を付けたうえでの賛成となった。

参議院での附帯決議は、「次の事項について格段の
配慮をすべき」として可決されている。その事項に
ついて「父母の真意の反映の程度」「DVや事業虐待
等を防止して親子の安全・安心の確保」を不断に検
証して必要に応じた法改正を含むさらなる制度の見
直しの検討を行うこととしている。さらに法務省及
び最高裁判所は、国会審議において①合意がない場
合に父母双方を親権者とすることへの懸念、②親権
者変更、③子の居所指定、④過去のDV,虐待の取り
扱いについての対応、⑤DV,虐待のおそれに関する
質疑があったことを含めて、父母の協議や裁判所に
おける判断にあたって十分理解されるように求める
など、15項目を決議している。つまり、協議離婚に
おいて、離婚の条件として共同親権に合意すること
のないような周知や、家庭裁判所でDV、虐待のおそ
れについて十分に配慮するよう求めているといえる。
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この間、共同親権法案に反対する市民による署名
は24万筆を超えた（東京新聞2024.5.17記事）。

各地の弁護士会では、本法案に反対あるいは慎重
審議を求め声明を発表した単位弁護士会は19（札
幌、函館、岩手、仙台、群馬、埼玉、千葉県、愛知
県、岐阜県、金沢、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫
県、島根県、広島、福岡県、鹿児島県の各弁護士会）
となっている。このように多くの弁護士会で共同親
権の導入が離婚後の虐待・DV被害の継続を懸念し反
対していることは重い。

さらに「子どもの意見表明権」について、大阪弁
護士会は2024年4月17日「意見を聴かれる子の権利

（子の意見表明権）の保障を求める」とし、以下のよ
うな声明を発表した。
「子どもの権利条約12条並びに同条約の精神に

のっとり制定されたこども基本法3条3号及び4号に
は「自己に直接関係する全ての事項に関して意見を
表明する機会」が確保されること、「その年齢及び発
達の程度に応じて、その意見が尊重され（る）」こと
が規定されている。それにもかかわらず、修正改正
案の上記条項には、「子の利益のため」と規定するに
とどまっており、修正改正案824条の2第7項が規定
する考慮要素の中に「その年齢及び発達の程度に応
じた子の意見」を明示すべきである。

なお、附帯決議3項では、子の意見表明権の保障
について「検討を行うこと」とされているが、単独
親権となるのか共同親権となるのかは子にとって重
大な事柄であり、その子の知らないところでその子
のことが勝手に決められてしまうことがないよう子
の意見表明権の保障を明示すべきである。」と声明を
発表している。

４．参議院法務委員会での参考人陳述

筆者は2024年5月7日の参議院法務委員会に参考
人として出席して、離婚後の共同親権や監護紛争に
ついて、子どもの意見表明権を明記し、子どもの意
思を徹底して尊重する立場から、以下のように意見
を述べた(参議院法務委員会議事録2024年5月7日)。

「英国司法省（2020）の2020年文献レビューで
は、子どもの声を聴くことは，子どもの権利であり，
子どもにとって本質的な価値と利益であり、法的な

評価システムに子どもが参加することで，子どもの
自尊心が高まり，エンパワメントされ，コントロー
ルの感覚を持つことができ，逆境への対処力が高ま
る。子どもの参加を認めることは，子どもの重荷と
は対立しない。子どもは決定権ではなく，意見を尊
重されることを求めていると記されています。

私は面会交流をしていた子ども（15歳から29歳）
299人、していなかった子ども250人への調査をしま
した（熊上、2023）。子ども達は面会交流の有無に
関わらず、子どもの意思が尊重されないと、辛さ、
苦しさ、怒り、憎しみなどの心理的負荷が多く回答
され、「書きたくない」「思い出したくない」という
拒否的な記述も多く見られている。子の意思の尊重
は、必須なのです。なぜなら子ども達のことを決め
る法案だからです。

まずは子どもの声をきくべきです。子ども自身の
意見や意思を抜きにした「子の利益」はなりたちま
せん。

子どものことを子ども抜きで決めるべきではありま
せん。「Nothing about us, without us　私たちのこと
を私たち抜きで決めないで」、この言葉は、国連障害
者権利条約の障害者の人々のスローガンでしたが、
同じことが子どもに関する法制度にも言えます。」

５．�子どもの意見表明権・意思の尊重の民法への明
記に向けて

改定民法は2026年から施行される。私たち子ども
の支援に関わる者は、離婚家庭の子ども達に何がで
きるのだろうか。

私たちは、離婚家庭の子どもが望む学校への進学
ができるように、法や社会を変えていかなければな
らない。海外修学旅行や海外留学に行けずにあきら
め、泣く子どもがでないようにしなければならない。
障害のある子ども達が障害に応じた特別支援教育を
受けられるようにしなければならない。子どもが望
む・必要とする医療・手術を受けられるようにしな
ければならない。子どもがより良い住環境に移るこ
とを妨げられないようにしなければならない。子ど
もが人生の節目毎に別居親の合意が得られなければ
家庭裁判所の調停や審判の決定を得なければならな
いために、子どもは将来の進学や留学をあきらめる
ようなことがあってはならない。共同親権制度が、
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子どもの希望を閉ざす制度になってはならないので
ある。

そのために、離婚家庭とりわけ紛争性の高いケー
スでは、子どもの意見表明権や意思の尊重を原則と
して行うように法制度を変更していく必要があると
筆者は主張する。その際に、家庭裁判所において子
どもの状況を調査し意思を聞き取る家庭裁判所調査
官は、子どもアドボカシーの知見を取り入れ、子ど
もの意思をできるだけくみ取り、それを家庭裁判所
の決定に反映することが求められよう。とりわけ進
学・医療や学校行事参加などについては親の合意よ
りも、子どもの意見がより尊重されなければなら
ない。

離婚紛争において、親権や監護（居所や教育・医
療、面会交流など）について「子ども達のことを子
ども抜きで決める」ことのないようにしなければな
らない。子どもの意見表明権が保障され、子の意思
が尊重されるとの内容が、附帯決議で定められた5
年後の改正法見直しの際に民法に明記されるべきで
あろう。私たちは不断の努力で離婚家庭の子ども達
が意見を述べ、その意思を尊重され、自ら希望する
将来を実現できるよう社会や法を変えていかなけれ
ばならないのである。
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ketsugi/213/f065_051601.pdf

東京新聞（2024年5月14日）「野田聖子氏『このま
までは子どもの人格を壊しかねない』共同親権法
案に『反対』した真意をじっくり語った」（坂田奈
央・大野暢子）

東京新聞（2024.5.17）「審議中止を求める声は24万
人超　それでも共同親権を導入する改正民法が成
立　「聞く力」はどこへ？」（大野暢子）

UK Ministry of justice (2020) Domestic abuse and 
private law children cases，A literature review.

（英国司法省報告）
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●ブックガイド

日本でも児童福祉法改正により意見表明等支援事業が創設されて新た
な展開を迎えている「子どもアドボカシー」。本書は、その本質といえる、
子ども主導の意見形成・意見表明・意見実現の支援を中心に、子ども
アドボカシーの基本原理を明らかにする。
堀正嗣 (2024). 子どもアドボカシーの基本原理：子ども主導の意見形

成・表明・実現のために　明石書店. （￥4,950）

児童福祉法の改正によって進む子どもの意見表明と支援制度の整備。
本書は、子どもの声を真摯に受け止める重要性を基盤とし、現場で活
躍する33名のアドボケイトと研究者が総力を結集して執筆した、子ど
もアドボカシーの「今」が詰まった必読書である。
栄留里美　(2024). 子どもアドボカシーQ＆A：30の問いからわか

る実践ガイド　明石書店. （￥2,420）

2009年本格始動した障害者制度改革は、2013年障害者差別解消促進
法の成立を経て、2014年障害者権利条約批准で一定の進展を見た。本
書は、インクルーシブ教育への制度的転換を求めてきた経緯を振り返
り、その到達点と今後に向けての課題を確認する。今なお親が我が子
を振り分けていることが多いことを踏まえ、視察先の北欧やイタリア
の現状を報告する。昨年10月に逝去した弁護士の大谷恭子さんのライ
フワークでもあったインクルーシブ教育と障害者差別撤廃への取り組
みを余すところなく収載した。
大谷恭子 (2025）. 分離はやっぱり差別だよ。：人権としてのインクルー
シブ教育 現代書館. （￥2,200）

身体性に結び付けられた「女らしさ」ゆえにケアを担わされてきた女
性たちは、自身の経験を語る言葉を奪われ、言葉を発したとしても傾
聴に値しないお喋りとして扱われてきた。男性の論理で構築された社
会のなかで、女性たちが自らの言葉で、自らの経験から編み出したフェ
ミニズムの政治思想、ケアの倫理を第一人者が詳説する。
岡野八代 (2024). ケアの倫理：フェミニズムの政治思想 岩波書店. 

（￥1,364）

編集委員会より，会員のみなさまにぜひ読んでいただきたい本をご紹介します。
（画像・説明文は出版社より転載。一部，改変）
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開催日時：2024年８月24日（土）～８月25日（日）
開催形態：対面／オンライン配信（Zoomライブ配信＋自由研究のアーカイブ配信）
会　　場：熊本学園大学（熊本市中央区大江2丁目5番1号）（オンライン配信あり）
参 加 者：201名（対面100名・オンライン101名）

プログラム：8月24日

13 : 00 受付

13 : 30〜13 : 45 開会あいさつ

13 : 50〜15 : 20 自由研究報告①
片山祥子（熊本学園大学大学院）「子ど
もアドボケイトにおける独立性の阻害
要因に関する一考察−ソーシャルワー
カーにおけるジレンマの構造の援用か
ら−」
栄留里美（西南学院大学）「一時保護所
でアドボケイトを利用した子どものア
ンケート調査～５箇所の一時保護所調
査から−」
栄留里美（西南学院大学）・高橋 弘
恵（子どもアドボカシーセンター
NAGOYA）「児童相談所の援助方針会議
への子ども参加方法に関する研究−ア
ドボケイト導入による名古屋市のアク
ションリサーチ−」

子どもアドボカシー入門セミナー①「子
どもアドボカシーって？」

堀正嗣（子どもアドボカシー学会会
長）・奥村仁美（子どもアドボカシーセ
ンターOSAKA）

15 : 30〜17 : 20 大会シンポジウム１〈ユース企画〉「ユース×大人ではなく、どちらかというと人とし
て」～若者と多世代で子どもアドボカシーを考える～
〈パネリスト〉現役大学生・梅津奈々（実行委員）・西村朱美（子どもアドボカシー
センター熊本Me:vo　アドボケイト）・坂口明夫（こども家庭支援センターあまぎや
まセンター長、熊本県児童家庭支援センター協議会会長）

〈コーディネーター〉片山祥子・橋口侑果（実行委員／熊本学園大学大学院）

●研究大会報告

2024年度（第3回）研究大会開催報告
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8月25日

9 : 00 受付

9 : 30〜12 : 00 自由研究報告②
大塚 浮子（学校法人三幸学園）「子ども
を主体としたスクールソーシャルワー
ク理論の構築〜パワー交互作用モデル
と子どもアドボカシー研究の統合を目
指して〜」
郡司日奈乃（一般社団法人Spice / 千葉
大学大学院人文公共学府）・小牧瞳（一
般社団法人Spice / 千葉大学大学院人
文公共学府）・関谷昇（千葉大学大学院
社会科学研究院）　「こども若者の声を
まちづくり　に反映するボードゲーム
の開発 −東京都墨田区を題材として−」
上村千尋（金城学院大学）・原京子（子
どもアドボカシーセンターNAGOYA）　

「児童相談所一時保護所における独立訪
問アドボカシーの実践報告 −子どもア
ドボカシーセンターNAGOYAの現状と
課題−」
相澤 仁・飯田 法子・滝口真・白木里恵
子（大分大学）　「大分県における子ど
もの権利擁護に係る実証モデル事業に
関する調査報告−児童福祉施設に入所
しているこどもへのアンケートを通し
て−」

（～11 : 30）

子どもアドボカシー入門セミナー②「意
見表明事業の進め方」
〈パネリスト〉川瀬信一（一般社団法人
子どもの声からはじめよう、こども家
庭庁参与、千葉大学教育学部非常勤講
師）・朝日響（子どもアドボカシーセン
ター福岡）・山下祈恵（認定NPO法人
トナリビト／子どもアドボカシーセン
ター熊本Me:vo）・田中直也（熊本県中
央児童相談所主事）

（～11 : 00）

子どもアドボカシーセンター交流会
（11 : 10～12 : 00）

13 : 00〜15 : 30 大会シンポジウム2「独立アドボカシーの独立性とは」
〈パネリスト〉金山さよ（社会的養護経験者・学会認定アドボケイト・子どもアドボ
カシーセンター広島）・西川健一（精神保健福祉士）・水島俊彦（日本意思決定支援
ネットワーク／SDM-Japan副代表理事・弁護士）・堀正嗣（熊本学園大学）

〈コーディネーター〉吉池毅志（大阪人間科学大学）
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2024年3月に発行いたしました「子どもアドボカシー研究」第２号に掲載された、自由投稿論文「一時保
護所で生活する子どもにとって有効なアドボケイトの実践方法とは何か−子どもへのインタビュー調査から」
において、校正上の誤りにより、要約およびキーワードが日本語・英語ともに欠落しておりました。

会員の皆様には必要な情報が欠如していたことにより、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
ここに追加の日本語・英語の要約およびキーワードを掲載いたします。

また、本文中に誤りがございました。ここに訂正いたしますとともに謹んでお詫び申し上げます。

追加
2024年度の児童福祉法改正により、一時保護所等においてアドボケイト（意見表明等支援員）の訪問が制

度として導入されている。本研究は、一時保護所で生活する子どもにとってのより良いアドボケイトの実践
の在り方・方法を明らかにすることを目的とした。法改正前から活動を展開していた江戸川区の一時保護所
において、アドボケイトを利用した16名の子どもにインタビュー調査を行った。アドボケイトの実践につい
て、子どもたちは秘密を守ってくれる安心感、気持ちへの気づき、嫌なことを話せること、遊びや話を聴く
ために時間をつくってくれること、話を聴いてくれること、思いを伝えてくれたことなどを肯定的に評価し
ている。他方で、アドボケイトの訪問時間が短いため時間を長くする等，話しやすい環境づくりが求められ
ていた。また、子どもの願いが受け止められた背景には、児童相談所側の受容的な受け止め方があり、児童
相談所側の対応の重要性も示唆された。
キーワード：一時保護所、独立アドボケイト、訪問アドボカシー、子ども、個別インタビュー

This study focuses on visiting advocates to temporary shelters, whose presence has increased following 
the 2024 revision of the Child Welfare Act in Japan. It aims to clarify effective advocacy practices through 
children’s own narratives, in order to identify approaches that better support them. Interviews were 
conducted with 16 children in a Edogawa Ward （Tokyo）shelter that had implemented advocacy prior to the 
reform. Children evaluated advocates positively for ensuring confidentiality, recognizing emotions, allowing 
expression of negative experiences, offering time for play and listening, and conveying their voices. 

On the other hand, there was a need to create a more comfortable environment for children to talk, such 
as by extending the duration of visits. The study also found that the responsiveness of child guidance centers 
played a key role in accepting children's wishes.
Keywords : Temporary Shelter, Independent Advocate, Visiting Advocacy, Children, Individual Interviews

●巻末資料

「子どもアドボカシー研究」第2号の訂正
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訂正箇所

頁数・行数 誤 正

41頁 右段 13-15行 「遊びを通じて」という活動は児
童養護施設や障害児施設の研究

「遊びを通じて」という活動につ
いては児童養護施設や障害児施
設での研究

41頁 右段19行 有効なアドボカシーの実践方法 有効なアドボケイトの実践方法

42頁 左段12-13行 」という団体である。 」という団体の構成員である。

42頁 左段13行 活動内容は子どもの権利カードを 活動内容としては子どもの権利
カードを

42頁 左段36-38行　 「アドボケイトについて、『とても
よかった』67.5%、『まあまあよ
かった』23.7%

「アドボケイトについて、『とても
よかった』67.5%（77名）、『まあ
まあよかった』23.7%（27名）

43頁 右段 １．研究結果6行 本研究は「良かったこと」 本研究では「良かったこと」

48頁 コード８項目 学校の先生に宿題を渡せたこと 重複のためこの項目を削除

50頁 コード 3項目 （アドバイス）カードに入れてお
くの面倒な子や字が読めない子

（アドバイス）カードに入れてお
くのが面倒な子や字が読めない子

54頁 右段22行 本研究は図表１の①の調査である。 本研究は図表１の①についての調
査研究である。
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日時 講師（所属） 内容

5月29日（水） 出口龍之介（フリーランスソーシャルワー
カー）

【ユース部企画】子どもの権利擁護としての
スクールソーシャルワーカー

6月23日（日） 堀正嗣（熊本学園大学） 【出版記念企画】子どもアドボカシーの基本
原理～子ども主導の意見形成・表明・実現
のために

6月26日（水） 丸茂友里子（こども家庭庁支援局虐待防止
対策課課長補佐）

こどもの権利擁護スタートアップマニュア
ル等について

7月27日（土） 木村泰子（元大阪市立大空小学校校長）×
堀正嗣

【総会記念企画】
対談：学校と子どもアドボカシー

9月28日（土） 栄留里美（西南学院大学）・執筆者複数名 【出版記念企画】
子どもアドボカシーQ＆A－30の問いから
わかる実践ガイド

11月24日（日） 吉金潤一郎（NPO法人ASK代表） 若者参画から考えるアドボカシー

12月12日（木） 藤林武史（西日本こども研修センターあか
しセンター長）・芦田拓司（西日s本こども
研修センターあかし研修企画長）

アドボケイトの啓発方法とは？　新作ドラ
マの視聴を通じて考えよう

1月24日（金） 白井千晶（静岡大学）・栗田季佳（三重大
学）・鳥海直美（四天王寺大学）・栄留里美

（西南学院大学）

アドボカシーを研究するには？　実践と実
践研究の両方を目指して

●巻末資料

2024年度定例研究会報告
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子どもアドボカシー研究の第3号を刊行することができました。今号より第2期編集委員会へと交代いたし
ました。創生を担われた第1期の編集業務を引継ぎ、子どもアドボカシーをめぐる研究をより発展させるた
めに精進してまいります。

本号の編集にあたった2024年は子どもの権利条約を日本が批准してから30年の節目の年でした。ここ数
年、子どもの権利を念頭においた制度改革や条例づくり、取り組みは活発に行われており、その一環として
意見表明事業も始まりました。しかしながら依然として子どもを取り巻く状況は厳しいものがあり、子ども
の声がきちんと聴かれているのか確信できない状況にあります。子どもアドボカシー学会の存在と発展の重
要性を痛感します。

第3号では子どもアドボカシー学会第3回大会の企画シンポジウムをもとに、独立アドボカシーについて特
集を組みました。本学会の子どもアドボカシーの理念の核となる独立性の意義、理論、実践についての示唆
的な議論が多角的に展開されています。

また、自由投稿論文1本、VOICE3本、その他4本いずれも充実した、深い学びを喚起させる原稿となって
おります。ぜひご一読いただき、みなさまのそれぞれの足場において活かされますことを願っております。

学会誌は年1回の紙面上の交流であり、子どもアドボカシーについての知のプラットフォームです。まだ
まだ議論すべきことがたくさんあります。会員のみなさまからの投稿を今後もお待ちしております。
� （栗田）

●学会誌編集委員会
　栗田季佳（三重大学）＊ 委員長
　鳥海直美（四天王寺大学）＊ 副委員長
　木田千裕 ＊ 事務局
　上村千尋（金城学院大学）
　福田みのり（山口東京理科大学）
　吉岡洋子（関西大学）

●編集後記

「子どもアドボカシー研究」第３号
編集後記
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